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出稼農村地帯における農民層の

出稼労働の変容と家族・村落構造

一秋田県・県南，湯沢市T部落における

農民層の生産・労働一生活様式の変容分析一

浅野慎

序章 出稼農民家族・村落社会研究の意義と方法

「都市の労働者よりも未発達で，また欲望もより低い出稼労働者は，都市の労働者の生活条

件に有害な影響をあたえることがまれではない。『しかし，彼らがそこから出てきて，ふたたび

かえっていくところでは，彼らは進歩の先駆者となる。……彼らは，新しい要求，新しい思想を

うけ入れる。J彼らは，おくれた農民層のあいだに，人間の価値にたいする自覚と感情とを目ざ
めさせ，自分の力にたいする信念を目ざめさせる。Jj1)。このレーニンの記述には，資本主義下

での出稼の「進歩的意義J，すなわち，都市での労働一生活体験をふまえた出稼主体の変化と彼
らによる農村社会の主体的再編を把握する視角が，生き生きと示されている。そして，現代日本

における出稼研究の意義が， r戦後日本の農・山・漁村の変化を，戦後日本資本主義との構造的
枠組みの中で捉えj2)ることにあるとするならば，こうしたレーニンの視角は，今日，ますます

その重要性を増してきているといえよう。

本稿の目的は，こうした基本的視角から，戦後日本における出稼の発生・定着の下で，農民

層が自らの農業生産・生活を支える家族・村落社会を，知何に再編してきたのかを解明すること

にある。本章では，それに先立ち，こうしたテーマを究明することの現実的・理論的意義を明確

にい具体的な研究課題と方法を提示しておきたい。

第1節 戦後農民出稼と家族・村落社会

戦後における出稼は，戦前のそれ3)とは大きく異なり，その大半が，東北地方の農民出稼で

あり，彼らの就労先は，関東地方の建設業であることが多い4) (表0-1・2)。そして，こう

した戦後出稼は，高度経済成長の開始とともに急増し，東京オリンピック前年の建設ブーム(昭

和38年)，第 1次減反の強行(昭和45年一48年)の 2度にわたるピーク時には，それぞれ30万人5) 

を突破した(図 0-1)。しかし，オイル・ショックを経た昭和49年以降，出稼者数は激減し，

昭和56年現在，約12万人にまで落ち込んできている6)。

こうした諸事実は，戦後出稼が，それ自体「戦後日本資本主義の『人口法則.JJ71として農工

聞の不均等発展8)と，労働市場の一国レベルでの最もドラスティックな地域間格差9)の中で生み

出され，しかも，日本資本主義の景気変動の波の中で，資本の論理にもとづく雇用調節弁として

の役割を遺憾なく発揮させられてきたことを示している。

しかも，就労先を確保しえた出稼者においても，その仕事内容は土工等の単純労働が多く(表

0-3)，その労働条件はきわめて劣悪であった。彼らの就労先の多くは，小規模な下請事業体
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表。-1 出稼者の出身地・就業地 ( 100人. %) 

議? 計 北海道東北北陸北関東南関東東山東海近徹山陰山陽四国北九州南九州その他

全国 1187o00.0)151(4. 3)161(5039(3.3)1 42(3.5724(610)25(2. ))1112(9.4)船(6.7)f 7(0.6〕16(1.3) 118(1. 5) 1 4(0.3) 1 6(0.5) 1 2(0. 2) 

北海道 50 (4.2) 123(1.9)1 1(0.))1 1(0.))1 1(0. ))11402)10(0.0)1 6(0.5)12(0.2)1 i 0(00) 日(0.0)

東北 913( 76.9) 1 28(2.4)1 59(5. 0)114( 1. 2)1 34(2.9)倍以55.2122(1.9)183(7. 0)116(1. 3) 1 1 2(0.2) 1 2(0 2) i 
北陸貯(8.2) 仰の 20(1.d 4(0.3)1 40(3.4j 2(0. d 2ぽ1.7)11ぽ0.8)1 1 1(0山

北関東 6 (~~) 1 12(02~ 2(02)12(02)1 

東山 3 ( 0 3) 1 1 2(0 2) I 1(0))1 

東海 i 
近畿 37 ( 3.)) I 1 1(0. nI I 1(0. 1li32.(2 7)1 1(01)! 1 3(0.3) j 

山陰 9 ( 0.8) 1 1 )(0.)) 1 5(0.4) 1 4(0.3) 

山陽 9 (0.8) 1 11(0.))1 1(01)17(0.6)11(0.)) 

四国 18 (1.5) i 12(02)1 14(0.3): 11(0. ))!1()(0.8) 

北九州 11 ( 0.9) 川氏O.O)i2(0.2)! 1 1(0. 1l川)1 1 1 川)1 1 0(0. 0) 

南九州却~ ~ ~~ 1 I 1山 川 12M9M  l 川 1(0.))川)1 6( 

l1(0.  1)l  1(0. ))|2(0.2)  

資料:昭和57年，農林省『農家就業動向調査jより

表0-2 出稼者の地元での生業・出稼先産業 ( 100人，勉)

孟正一一l竺 農林漁業 建設業 製造業 卸小売業 運輸通信業 サービス業 その他 計

農業が主 6 (0.5) 251 (21. J) 117 ( 9.9) 8 (0.7) 11 (0.9) 23 (1. 9) 2 (0.2) 419 (35.3) 

農業に従事 自営兼業が主 5 (0.4) 23 ( 1.9) 5 ( 0.4) 。(0.0) 34 ( 2.9) 

勤務が主 15 0.3) 417 (35. J) 95 ( 8.0) 5 (0.4) 11 (0.9) 130.J) 3 (0.3) 559 (47. J) 

農業に 勤務が主 11 (0.9) 114 ( 9.6) 4 ( 0.3) 1 (0. J) 6 (0.5) 136 01.5) 

従事しない 家事その他 1 (0.1) 31 ( 2.6) 5 ( 0.4) 。(0.0) 2 (0.2) 1 (0. J) 39 ( 3.3) 

計 38 (3.2) 836 (70.4) 225 09.0) 14 0.2) 22 0.9) 45 (3.8) 6 (0.5) 1187(100.0) 

資料:昭和57年，農林省f農家就業動向調査jより

であり(表0-4・5)，約1.5割の事業体では労災保険すらかけていない(表0-6)。さらに，

出稼者の残業時聞は一般労働者に比べではるかに長く(表O一7)，しかもその大半は，労働組

合にも加入していないのである。その意味で，戦後出稼者は，まさに，日本資本主義をその底辺

から支えてきたといってよい10)。

しかしながら，ここで注意すべきことは，かかる出稼は，出稼農民自身にとってみれば，単

に脱農化の一段階としてあるのではないということである。農民兼業諸形態の中でも，農閑期に

限定した出稼は，それ自体，農業生産の維持・継続を前提とした兼業形態である。出稼農家の約

半数は 1ha以上，約2割は 2ha 以上を経営する農家であり(表0-8)，また，東北地方におけ

る出稼の多発も，西南臼本の「挙家離村」型の人口流出と比較するとき，農業生産基盤の相対的

安定にもとづくものであることを示している11)。しかも，出稼者の大半は，かかる農家の世帯主・

後継者等，基幹的な労働力なのである(表0-9)。彼ら出稼農民は，労働力として資本の意の

ままに分解されつくしたのではなく，むしろ，出稼を余儀なくされる中で，逆に出稼をひとつの
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図。-1 出稼者数の推移
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資料:農林省『農家就業動向調査jより作成

表0-3 出稼者の出稼先職業構成
人(鯵)

建設作業者 運・~ .業作業者 サーヒヌ‘卸小売.業作業者

.業 3定政 111成比 • 業 実2段 織成比 覇最 業 'Ji;数 事脅威比

土 rl 6回 67.1 貨物自動車運転手 50 国 2 焼苧行商販売 3 3.8 

111 役 93 9.5 梱包槌込降鯵役 32 36.0 スーパー等届員 6 7.7 

舗装工 42 4.0 タクソ←運転手 4 4.5 ガード 7 ン 6 7.7 

大 工 36 2.9 街物仕訳 3 3.4 炊事掃調湾人 56 71.8 

型枠大工 担 2.7 クリーニング提事者 2 2.6 

鉄商工 22 2.2 ホイヲ-7 ン 2 2.6 

配管工 22 2.2 民謡歌手i2 2.6 

線路工手 19 1.9 T ン 1.3 

電気工 15 1.5 

とび工 10 1.0 

左 官 8 且6

プロック積工 7 0.6 

重働運転手 7 0.6 

t元 失 6 0.6 

はつり工 2 0.2 

H 咽2 1佃 O 計 89 100.0 計 78 l冊。

製造業生産工程作業者 i .林漁業作業者

-民 業 実数 相暗成比 主む仕事内容 聡 業 実数 構成比

自動車 オートパイ部品組 サケー?ス定置網 18 国 3
鎗送機部品組立工 58 I 21. 2 

立工 タラ・ホッケ底曳網 3 9.4 

飲食料品製造工 4;11 15.7 
パン洋菓+1:1造工 ズワイ Yプ縄中底 3 9.4 

清酒製造工 伐 採 4 12.5 

プレス工'メ yキ工 遺 休 2 6.3 
金属材料金属加工工 38 I 13.9 

鋳物工伸線工 みかん採取 2 6.3 

窯業。土石盤品副造工 お 8.4 製瓦工ーセメント製E岨造工

製糸 紡織工 16 5.8 組紡工繰糸工織布工

機械電織組 t工 16 5.8 テレビ祖立I 半導体駐車工

塗 きを E 9 3.3 

包 装 工 4 1.5 

合仮工木工コム担品製

そ の 他 67 24.5 造工ープラヌチック担品盤

造工印刷工製本工その他

計 幻4 100.0 計 32 100.0 

資料:秋田県出稼先事業体資料より作成
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表0-4 業種別従業者規模
社(勉)

1-9 10-29 30 -49 50-99 100 -299 300 -4伺 500 -999 10日日 -29993∞0- 計

建設業 世合工事業 41( 6.4) お108.9)11拙(別) lC陪Ct6.9) 86( 13. 4) 7( 1.1) 2 (0 3) 臼4Ct∞ 0)

国民別工事業 1O(沼 6) 自(229) I 11(31. 4) 1( 2.9) 5Ct4.3) 35( 100.0) 

&備工事業 8C1 1. 1l 33(45.8) 9( 12 5) 14(19.4) 7( 9.7) 1( 1. 4) 72C1∞ 0) 

計 59( 7.9) 292(38.9) 168(22.4) 124C16.5) 98Ct3. 1l 7( 0.9) 2( 0.3) 1( O. 1l 751(100.0) 

創造業 輸送用開器 2( 2 9) 一4(5.9) 7C10.3) 9C13.2) 12Ct7.7) lIC16.2) 関C10日日〕

抽象.I，il!!'l品 3(111K192) 5(19.2) lJ(42.3) I 1( 3.9) 1( 3.9) 26( 100.0) 

(t 11 "" 
1( 2 4) 6C14 6) 1( 2.4) 8C19. 5) I 10(24.4) 7Ct7.7) 自C19.5) 41(100.0) 

閥横 '<I!崎 2C1 1. 1) 1( 5.6) 2C1 1. 1) 9(50.0) 2(11. 1) 1( 5.6) 1( 5.6) 18C100.0) 

す属 同盟"" 1( 3.0) 4C12. 1) 3( 9. J) 5C15.2) 14(42 4) 1( 3.0) 5C15.2) 33(1∞0) 

窯業土石創出1 4C13.8) 5C17.2) 6(20.7) 9(31. 0) 1( 3.5) 403.8) 

ゲ α〉 他 1( 1. 7) lIC19.0) 日C10.3) IOCt7.2) 23(40.0) 3( 5.2) 2( 3.5) 2( 3.5) 58(1ω0) 

，it 5( 1. 8) 28C10.3) 20( 7.3) 41C15.0) 79(28.9) 31C11. 4) 3402.5) 23( 8.4) 12( 4.4) 273( 100.0) 

農 林 調 業 4C13.3) 19(63.3) 3(10.0) 3C10.0) 1( 3.3) 300100.0) 

運輸 通信業 2( 3.6) 9C16. 1) 10(17.9) 13(23.2) 16(58.6) 3( 5.4) 2( 3. 6) 1( 1. 8) 56( 100.0) 

卸 小売業 15(55.6) 5C18.5) 2( 7.4) 3C1 1. 1l 1( 3.7) 1( 3.7) 27( 100.0) 

サーヒス業 6(26.1l 1( 4.4) 4C1 7. 4) 1( 4.4) 6(26. 1l 2( 8. 7) 3C13 0) 23C100.0) 

合 計 76( 6.6) 3臼(31.4) 210(18. tJ 18405.9) 20207.4) 45( 3.9) 42( 3.6) 25( 2.2) 12( 1. 0) 1.1ωC100.0) 

資料:秋田県出稼先事業体資料より作成

表0-5 業種別元・下請構造 社(%) 

)c 請 下 請 計

建設業 メ仁ミヨ、 工 事 業 246 ( 37.0) 419 ( 63.0) 665 (100.0) 

職 月IJ 工 事 業 10 ( 29.4) 24 ( 70.6) 34 (100.0) 

設 備 工 事 業 26 ( 39.4) 40 ( 60.6) 66 (100.0) 

計 282 ( 36.9) 483 ( 63.1) 765 (100.0) 

製造業 輸 送 用 機 器 20 ( 47.6) 21 ( 52.4) 42 (100.0) 

金属 同製品 24 ( 77.4) 7 ( 23.6) 31 (100.0) 

機 械 ，吾屯首 機 15 ( 83.3) 3 ( 16.7) 18 C100.0) 
窯 業 土 石 15 ( 83.3) 3 ( 16.7) 18 (跡0)

繊維 同製品 16 ( 88.8) 2 ( 11.2) 18 (100.0) 

食 料 口口口 38 (100.0) 38 (100.0) 

そ の 他 47 (100.0) 47 C100.0) 
計 175 ( 82.9) 36 ( 17.1) 211 (100.0) 

農 林 漁 業 30 ( 96.8) 1 ( 3.2) 31 (100.0) 

運 輸 通 業 43 ( 97.7) 1 ( 2.3) 44 (100.0) 

卸 7τとEr 業 13 ( 86.7) 2 ( 13.3) 15 (100.0) 

サ 一 ヒ。 ス 業 34 ( 97.1) 1 ( 2.9) 35 C100.0) 
メに当3、 計 577 ( 52.4) 524 ( 47.6) 1，101 (100.0) 

資料:秋田県出稼先事業体資料より作成
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表0-6 産業別社会保険加入状況別事業体数(MA)

i 建 設業 製造業 運輸通信業
サービス

農林漁業 計卸小売業

労災保健 813 (85. 5) 257 (86. 2) 53 (93. 0) 46 (74. 2) 25 (83. 3) 1194 (85.4) 

雇用保険 849 (89. 3) 277 (93. 0) 55 (96. 5) 54 (87. 1) 26 (86.7) 1261 (90.2) 

厚生年金 85 ( 8. 9) 98 (32. 9) 14 (24. 6) 12 (19.4) 209 (14.9) 

健康保険 173 08. 2) 147 (49. 3) 22 (38. 6) 20 (32.3) 362 (25. 9) 

国民健保 247 (26. 0) 77( 25.8) 25 (43.9) 30 (48. 4) 21 C70. 0) 400 (28. 6) 

日 雇健保 93 ( 9.8) 2 ( 0.7) 5 ( 8. 8) 100 ( 7. 2) 

全国土木建築鰯呆 148 05. 6) 148 (10. 6) 

船員健保 7 (23.3) 7 ( O. 5) 

その他記入なし 91 ( 9. 6) 14 ( 4. 7) 2 ( 3. 5) 5( 8. 1) 1 ( 3. 3) 113 ( 8. 0) 

計 951(100.0) 298(100.0) 57(100.0) 62(100.0) 30(100.0) 1398(100.0) 

資料:秋田県出稼先事業体資料より作成

表0-7 産業別・月平均残業時間別事業体数(MA)

建設業 製造業 運輸通信業
サービス

計卸小売業

100時間以上 9( 7.7) 4( 26. 7) 1( 10.0) 14( 4. 0) 

80 ~ 7( 6.0) 2( 13. 3) 9( 2.6) 

60 ~ 7( 3. 4) 18( 15. 4) 4( 26. 7) 29( 8.4) 

一
40 ~ 47( 23. 0) 39( 33.4) 3( 40. 0) 3( 30. 0) 92( 26. 6) 

4t 40.0) 20 ~ 100( 49. 0) 34( 29. 0) 2( 13. 3) 140( 40.5) 

20時間未満 30( 14. 7) 8( 6. 8) 1( 10.0) 39( 11. 2) 

O 時間 20( 9. 8) 2( 1. 7) 1( 10.0) 23( 6. 6) 

計 204( 100. 0) 117(100.0) 15(100.0) 1O( 100. 0) 346(100.0) 

資料・秋田県出稼先事業体資料より作成
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手段として，土地所有に裏づけられた農業生産を維持・発展させ，そのことを通じて農民生活の

向上を試みてきたのであった。

したがって，出稼農民の立場に立っても，問題は，出稼それ自体というより(もとより，出

稼に伴う深刻な諸問題を軽視するわけではないが)，むしろ，出稼を通して，自らの農業生産・

生活を維持・発展させうるか否かにある。そして，このことは，彼らの形成する社会の問題とし

て捉え返すならば，出稼を通じて，また，出稼の下でも，農民層が自らの農業生産・生活を維持・

発展させうる新たな協働形態を，如何に形成しつつあるのかという問題にほかならない。その際，

最も基礎的なものとして，農業生産・生活組織体としての家族と，それを補完する村落社会での

協働形態の再編が，大きな意味をもっ。こうした点に焦点をあてて出稼のもつ意昧を問い返さな

表0-8 経営規模別出稼者数一都府県一 (100人，勿)

0.5ha未満 O. 5 ~ 1. 0 1. 0~ 1. 5 1. 5 ~ 2. 0 2.0ha以上 言十

可.

昭 35 382(24. 7) 642(41. 6) 345(22. 3) 175 ( 4.9) 1544( 100. 0) 

40 440(20.1) 759(34. 6) 522(23. 8) 259(11. 8) 213( 9. 7) 2193(100.0) 

45 417(14. 9) 911(32.5) 646(23. 1) 391(14.0) 436(15.6) 2801(100.0) 

50 372(20. 3) 525(28. 6) 378(20. 6) 258( 14. 1) 301(16.4) 1834(100.0) 

55 260(21. 0) 365(29. 5) 241C19.5) 14902. 0) 22207.9) 1237(100.0) 

57 263(23. 1) 309(27.2) 218( 19. 2) 127( 11. 2) 220(19.3) 1137(100. 0) 

一
資料:農林省「農家就業動向調査』より

.0-9 男女別・世帯上の位置別出稼者数 ( 100人，必)

男 子
女 子 総 言十

世帯主 あとつぎ そ の他 計

昭 35 484(27. 7) 636(36. 4) 628(35. 9) 1411(80.7) 337(19. 3) 1748( 100. 0) 

40 1056(45.9) 922(40. 1) 152( 6. 6) 2130(92. 5) 172( 7.5) 2302C100.0) 

45 1585(日.4) 960(32. 9) 162( 5. 6) 2706(92. 8) 209( 7. 2) 2915( 100. 0) 

50 1136(59.7) 531 (27. 9) 88( 4. 6) 1755(92.2) 149( 7. 8) 1904000. 0) 

55 792(59.4) 340(25. 5) 87( 6. 5) 1220(91. 5) 113( 8.5) 1333( 100. 0) 

57 691(58.2) 321(27.0) 75( 6. 3) 1087(91. 6) 99( 8. 3) 1187000. 0) 
'-- 一 』圃圃園田・・四回

資料:農林省『農家就業動向調査』より
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ければ，農民出稼を理解したことにはならないのである。

しかも，昭和45年以降，一方で減反というかつてみられなかった農業再編が開始され，他方，

昭和49年以降，不況により，出稼就労そのものが困難となりつつある。かかる段階で，果たして，

従来通りの出稼を通じて，農業生産の維持・発展が可能であるか否か，また，高度経済成長期に

おいても，果たして，農民が(出稼を余儀なくされる中で)意図した知く，出稼が，農業生産維

持・発展のためのひとつの手段たりえたのか否かが，改めて問い直されざるを得ないのである。

第2節戦後出稼研究の到達点と課題

それでは，こうした出稼者による家族・村落社会再編をも射程に収めた実態把握の必要性に

対し，日本の出稼研究は，知何に応えてきたのであろうか。

日本における出稼研究は，明治期以来の長い伝統を有している¥

本戦前の出稼研究について簡単に述べれば，まず，すでに明治・大正期から，横山源之助12).柳田国男13)

等の諸氏によって，出稼者の労働一生活実態が，かなり克明に記録されてきた。また，昭和初期になる

と，出稼発生メカニズムについて，大きく 3つの見解が提示されるに至った。

まず第 1は，社会政策学派の潮流である。この潮流には，中島仁之助14).久保佐士美15).安田辰馬16) • 

池田善長171・奥谷松治18)・渡辺信一19)・野尻重雄20)等の諸氏による出稼研究が含まれる O 彼らの多く

は，過度の労働集約化がなされている小農制における，農民層の労働生産性向上の営為として出稼を捉

え，その意味で基本的には，農業内部の要因から出稼の発生を説明していた。

第 2に，労農派の潮流がある。この中で，直接，出稼の問題に触れたのは，猪俣津南雄21)・河田嗣郎・

硲E夫22)等の諸氏である。彼らは，出稼の発生を，自小作別を問わず，商品生産者たる農民層内部で

の農民層分解から説明する。ここでは，分解という視点は入りつつも，やはり，農業内部に，出稼発生

の要因が求められているのである。

そして第3は，講座派の潮流である。この立場から，直接，出稼者の問題に言及しているのは，風早

八十二23).平野義太郎24)等の諸氏である。また，山田盛太郎お)氏は直接，出稼という用語を用いては

いないが，氏のいう日本資本主義の「労役土壌J= I半隷農的零細小作農民=半隷奴的賃金労働者」の
中には，きわめて多くの出稼者が含まれており 26) 戦前の出稼者の日本資本主義に占める位置をみる

上でも，氏の所論は欠くことができない。こうした講座派においては. I半隷農的小作料と半隷奴的労

働賃金との相互規定」にもとづき.I家長的家族制度Jと，それに結びつけられた出稼の発生が説明さ
れる。それゆえ，ここでは，単に農業(地主・小作の階級関係)のみならず，出稼先労働過程の実態，

そこでの低賃金・高蓄積の構造がきわめて詳細に分析され，出稼需給メカニズムの理論枠の重要な柱と

して，位置づけられているのである。

もとより，労農派・講座派をめぐる日本資本主義論争は，出稼労働のあり方を直接的に問題としたも

のではない。しかし，その具体的な研究対象には，きわめて多くの出稼者が内包され，とりわけ，講座

派の理論枠には，出稼先労働過程と農業生産・農民生活の統一的把握として，戦後の多くの出稼研究を

も上回る射程がすでに提起されている。こうした意味で，これらは，日本における出稼研究の系譜にお

いても，欠くことのできない位置を占めていたといえよう。

こうした研究蓄積をふまえ，戦後日本の出稼研究は，とりわけ高度経済成長期以降，量的に

急増したのみならず，質的にも以下の如き，新たな発展をとげてきた。

まず第1に，出稼需給メカニズムの解明が志向される中で，特に昭和30年代以降，単に農業

内部から出稼供給の論理を導き出すだけでは充分でなく，何よりも，資本蓄積に沿った労働市場
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変容の側から，いわば出稼吸収の論理が明らかにされなければならないこと，そして，むしろ，

農業生産は，そうした出稼吸収の論理に適合的な形で再編されつつあることが，明らかにされて

きた事。

*戦後に限ってみるとき，こうした出稼需給メカニズムにおける新たな視点は，次のような過程を経て

確立されてきた。昭和20年代，大内力27)・ 6谷正夫28)・野尻重雄・龍野四郎29)・大島清30)等，主に戦前

の労農派・社会政策学派の流れをくむ論者が，農業生産の側から出稼供給メカニズムに言及した。この

中で，大内氏は，出稼発生メカニズムをみる際，資本主義総体との関わりで決定される農産物販売額の

もつ意味を重視し，その意味で，農業内部の要因を重視した戦前労農派・社会政策学派と，戦後の出稼

研究との橋渡しの役割を果した。そしてその後，昭和30年代以降の諸研究は，大内氏の指摘を受けた形

で，出稼の発生が，農業内部の要因のみからは説明しえないことの確認から始まった O すなわち，宮出

秀雄31)氏は，積雪地帯の冬期出稼が，余剰労働力の収益化というより，むしろ，不可欠の労働をも一

切放棄しての労働力収益化に他ならないことを明らかにし，的場徳造32)氏は，農業における商品生産

の展開と農民層分解の進展のみでなく，地元労働市場構造の変容の視点からも出稼発生のメカニズムを

明らかにしている。また，必ずしも出稼問題だけを取り扱ったものではないが，小林謙一33)氏は，資

本主義の進展そのものが，一方で農業生産の歪曲を通して，他方で雇用構造の形成を通して，知何に過

剰l人口を生み出してきたのか，という視点で分析を進め，さらに，大川健嗣34)氏は，国独資下の戦後

日本資本主義が，農業・農村を自らの資本蓄積過程の中に如何に位置づけ，それを収奪対象として如何

に再編してきたのか，という問題の中に，出稼の発生を位置づけた。いわば，資本による出稼吸収のメ

カニズムが，究極的には，出稼供給側のあり方をも支配せさるを得ないとするマクロな視野が，出稼労

働に絞った形で，こうして提示されるのである。

第 2に，特に昭和40年代以降，出稼に伴う現実の諸矛盾の深化を反映し，出稼による農業生

産や家族生活の破壊，とりわけ，子弟の教育上の問題や，出稼者及びその家族の健康破壊の実態

が，かなり克明に発堀されてきた*。

*こうした試みは，経済学・社会学をはじめとして，農村医学・教育学等々の分野から，きわめて学際

的に展開されてきた。今，その一端を示すならば，出稼農民及びその家族の健康破壊については，天明

佳臣 I都市の断面 出稼の社会医学J35j，若月俊一『農村医学j36)等が詳しし、。出稼に伴う農業破壊の
実態については，美土路達雄「むしばまれゆく米どころJ37) 西川大二郎他編『日本列島一農山漁村，
その現実J38)等がある。また，出稼に伴う諸矛盾を幅広くとりおさえたものとしては，美土路達雄『出

稼ぎJ39)等があげられる。その他，出稼者自身による記録の公刊やジャーナリズムからの問題告発，地

方自治体による実態報告なども，数多く存在する。

そして第3に，特に昭和50年代以降になると，従来，体系的にはほとんど明らかにされてこ

なかった出稼就労先での労働過程の実態が，徐々にではあるが明らかにされつつあるへ

本こうした出稼先での労働過程の実態を把握する必要性は，戦後においても，すでに昭和20年代，大河

内一男氏の「出稼型」賃労働論40)を理論的に克服する過程で，方法論的には確認されてきた。すなわち，

周知の如く，大河内氏の「出稼型」賃労働論に対して，高橋洗41)・大友福夫42)等の諸氏は，賃金・労

資関係・労働組合など，すべての労働問題の規定要因を，農村の労働力供給構造に基礎づけられた賃労

働の「型」に一元的に求めるのではなく，資本・賃労働関係のもつ独自の意昧を重視すべきだという方

法論上の批判を寄せた。また他方で，並木正吉43)・関谷三喜男44)等の諸氏は，農家と結び、つかない賃

労働者の存在の確認をふまえ，日本の労働者を「出稼型」と特徴づけること自体に対する対象把握上の

批判を進めた。これらは，いずれも正当な批判であり，こうした「出稼型」賃労働論の克服は，確かに，
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方法論的には，出稼農民・労働者においても，その供給構造のみならず，出稼先労働一生活の実態把握

が不可欠であることを提起するものであったのである。しかし同時に，こうした論争の過程で，現実に

農村との結びつきを無視しえない出稼農民・労働者が，労働問題研究の主要な分析対象として位置づけ

られなくなり，その実態解明がきわめて遅れる結果となったことも否めない。もとより，その後，日本

人文学会編 I佐久間ダムJ45)をはじめとして，出稼農民・労働者を含む対象の労働実態は，明らかにさ

れてきている。しかしながら，出稼農民・労働者に絞った形で，出稼先での労働一生活実態が総体的・

体系的に明らかにされはじめたのは，やはり，昭和52年，羽田新・渡辺栄編 I出稼労働と農民の生活J46)

以後のことといわねばならない。羽田・渡辺両氏編の前掲書は，東京都=出稼先での労働条件や就労経

路，出稼者諸個人の意識等に関する詳細な分析をふまえ，出稼労働者の「二面的性格一農業経営者と雇

用労働者Jが，雇用事業体との関係で，つねに出稼労働者に消極的役割りしか果たせられなくさせられ
ていることを明らかにしている。その後，加藤佑治47)氏は建設業出稼者に，美崎陪48)氏は自動車製造

業出稼者にそれぞれ注目し，それらの労働実態を明らかにする中で，出稼が，技術革新等に伴う単純労

働分野の拡大に基づいて行なわれており，したがって，常雇・臨時雇と同じ職務に従事しながら，資本

による「搾取手段としての分業」の一環として活用されているということを指摘している。

さて，次に指摘すべきことは，このような発展をとげた戦後日本の出稼研究においても，以

下に示すような，いくつかの重要な問題が内包されていたということである。

まず第 1に，出稼先労働過程の現状を，日本資本主義の発展諸階梯に沿った出稼労働変容が

刻印されたひとつの帰結として，いいかえれば，各階梯に創出された古い出稼の残存と新しい出

稼の萌芽を内包する複合的な局面として，把握しえていない。その結果，現状分析の個々の局面

では，きわめて多様な労働内容・労働諸条件下にある出稼者の姿が浮き彫りにされているにもか

かわらず，その多様性をもたらす基盤は必ずしも明らかにされず，内在論理を別出する段階では，

そうした多様性は一挙に捨象され，結局， (多くの場合，常雇労働者との対比で)r出稼者独特の
二面的(労働者・農民)性格」として一般化されてしまうのである。オイル・ショックを経て，

出稼労働のあり方自体，大きな転換点を迎えている今日，こうした問題は，改めて重要なものと

なっているといえよう。

第2に，出稼労働の構造・変動が，出稼者自身の全生活の再生産を基底においた，生業の総

体的な変容や社会関係等との関連で，明らかにされていない。したがって，そこに描き出される

のは， r二面的性格」を資本によって巧妙に活用される出稼者であり，また，出稼者が周期的に
家族・村落社会から不在化することに伴う農業生産・生活破壊の実態である。これらは，確かに

出稼の一面をいいあてたものではあるが，しかし，ここからは，出稼を自らの生活・土地所有を

維持するための一手段としてしたたかに位置づけ，地元労働市場や農業生産，さらには自らの技

能習得や社会関係形成との関わりで，出稼就労先を選択している出稼者の姿は，浮かび、上がって

こないのである。とりわけ，出稼者自身の在宅兼業化49)や，農業生産面での減反転作などの大

きな変化が進行しつつある今日，出稼と家族・村落社会との内的相互関連は，こうした生業の総

体的把握の中でこそ，はじめて検出されうるのである。

そして第3に，従来の研究が以上の如き諸問題を内包していたのは，より基底的には，出稼

労働，地元での生業基盤，家族・村落社会のあり方を，それぞれ個別の局面としてのみ把握し，

それらを，諸個人の生産・労働一生活過程のレベルにまでおりて，統一的に把握する視点が弱かっ

たことにもとづいている。もとより，出稼者諸個人の出稼労働体験は，それ自体，出稼先と地元 a
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での労働市場の2重の展開や，農業生産のあり方によって，階級・階層的に基礎づけられている。

しかも同時に，出稼者諸個人が，自らの出稼労働体験を通して培った諸変化・諸社会関係は，当

然にも，彼自身の家族・村落社会への関わり方を変化させ，結果的には，生業の総体的変容を基

底においた家族・村落社会変容をもたらさざるをえない。このように，諸個人のレベルにまでお

りて内在論理をたどることによって，はじめて，出稼先の労働一生活実態と，それをふくめた生

業総体の展開，そして，家族・村落社会の再編を統一的に把握しうるのである。

第3節本稿の課題と方法

以上の検討をふまえ，本稿では，現実の出稼労働が，日本資本主義の発展諸階梯に沿って知

何なる変化をとげ，そこでの諸体験を通じて，出稼者が自らの家族・村落社会を知伺に再編して

きたのかという問題を明らかにする。

この課題にアプローチするに際しては，次の視点を重視する o

第1は，現実の出稼労働の史的変容を，日本資本主義の諸階梯における出稼労働市場の構造

的変化から捉えるのみならず，それを貫いて存する諸個人の出稼歴の歩みの中からも把握すると

いう，複眼的な視角である。こうした複眼的視角は，出稼労働変容の内在論理を，資本による選

別・出稼労働者による選択の交織の中から明らかにする場合，不可欠であると思われる oそして，

ここで出稼労働の変容という際，単に，地域間，産業聞の移動・変化にとどまらず，具体的な就

労事業体の特質や，就労経路の変化，そして，出稼労働者自身の技能習得等のレベルにまでおり

て，捉えねばならないことは，いうまでもない。

第2は，現段階における出稼労働の特質を，諸個人の出稼歴の帰結として，すなわち，資本

主義の各段階に生み出された多様な出稼労働の，残存と萌芽の複合的局面として，把握する視点

である。こうした視点をもたなければ，新たに創出されつつある出稼労働の特質を浮き彫りにす

ることもできず，また，今日の不況に対する出稼労働者の多様な対応形態も充分に把握できない。

そして，こうした出稼労働の現段階的特質は，少なくとも，客観的に与えられた労働諸条件のみ

でなく，出稼労働者自身の技能習得，労働諸条件の受けとめ方，出稼先での社会関係形成など，

主体的な営みをも内包した形でなければ，捉えきれないと思われる。

第3は，地元労働市場や農業生産への関わり方も含め，諸個人の全生活の再生産を基底にお

いた，生活史の歩み総体の中に，彼の出稼労働のあり方を位置づけて捉える視点である。出稼労

働は，諸個人のレベルにまでおりて捉えるならば，他の生業と同様，全生活を再生産するための

一手段にほかならず，したがって，現実の出稼労働のあり方も，地元での在宅兼業や農業生産，

さらには，家族生活上の変化にもとづき，大きく変化している思われる。ここでは特に，土地所

有が出稼労働に対してもつ意味が改めて確認される必要があり，また，農業生産面での階層差や，

在宅兼業における差異が，現実の出稼労働に如何なる差異を刻印しており，あるいは，していな

いのかが，明らかにされねばならない。

そして第4に，このような出稼労働を通じた諸体験をふまえ，農民層が営々と築きあげてき

たものを，具体的には，家族・村落社会の経済的基礎構造と，そこでの協働形態のあり方の変容・

変革の中から割出する。かかる諸点にこそ，出稼農民層の農業生産・生活の維持・発展の営みが，

史的に累重されているからである。そしてこのことは，いいかえれば，かつて「家父長的」とい

われた農民家族や.i村落共同体的」といわれた村落社会にかわる新たな協働形態と，それを支
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える経済的基盤を，農民層が出稼の下で知何に構築しつつあるのか，また，その中で出稼労働は

如何なる意味をもっ社会現象であるのかを明らかにすることでもある。

第5に，本稿では，日本有数の出稼供給地帯=秋田県湯沢市に位置するT部落出身の出稼者

31名，及び，その家族員を事例として，モノグラフィ一法を採用する。なぜならこうした特定の

出稼供給地域出身の出稼者を事例とするモノグラフイ一法は，就労先地域・産業の枠を超えて展

開する出稼労働の史的変容や，それにもとづく家族・村落社会再編の実態を，地元労働市場・農

業生産の変容との関わりで，しかも諸個人のレベルにまでおりて捉える上で，きわめて有効と考

えるからである。

なお，本稿の素材となった，日本有数の出稼地帯=秋田県湯沢市の地域社会調査は，昭和53

年以来，北海道大学生活社会学研究会によって継続的に進められてきているものである。また，

本稿で，直接，分析の対象としたT部落に関する調査は，文部省科学研究費による「戦後日本に

おける住民層の生活様式の変容と生活圏樹立に関する基礎研究J(l982-1984年，代表布施鉄治)
に基づいて実施された，集団的な地域社会調査の一環である。本稿の内容は，浅野慎ーの責任に

おいてとりまとめたものである。

注

1) B. H レーニン「農業における資本主義Jrレーニン全集，第4巻j大月書庖(1954年)148ページ。
2 )大川健嗣『戦後日本資本主義と農業』御茶の水書房(1978年)30ページ。

3 )日本における出稼の起源は，少なくとも18世紀前後にまでさかのぼることができる。もちろん，藩制期

における出稼の実態を総体的に把握した資料はないが，出稼の存在を示す部分的な記録は各地に散見さ

れるのである。例えば， r八戸藩日記J(1706年)には，他藩からイワシj魚や港湾作業に来た出縁者に対
する監督・巡視の記事があり，また， 18世紀後半の寛政の改革時には，幕府により I他国出稼禁止令』
が出されるほど出稼が一般化していた。さらに，植村元覚氏は，r行商圏と領域経済j日本経済評論社(1959
年)の中で，富山の売薬出稼が，少なくとも19世紀初期には，全国的な販路を確保していたことを様々

な資料分析を通して明らかにしている。

しかし，出稼が全国的規模で行なわれ，また数的にも激増したのは，やはり，明治中期以後のことで

ある。すなわち，明治後期・大正期を通じて出稼者数は増加し続け，大正後期には70万人を超え(大正

11年，農商務省資料，宮出秀雄『農村潜在失業論j有斐閣， 1956年より)，昭和 9年一10年には100万人

を突破した(内務省社会部社会局 f昭和 9年に於ける出稼者に関する調査概要jより)。そして，この

段階の出稼の多くは，零細小作農家の未婚の子女を中心とした，繊維産業(大正期=製糸業，昭和初期

=紡績業)へのそれであり，北陸・九州・中国の各地方を中心に，全国から広範に供給されていた。ま

た，この他に，東北地方から北海道・カムチャッカ・樺太への林業・漁業出稼や富山の売薬出稼，そし

て，各地方に存した酒造杜氏出稼など地域的に特有の出稼が，多様に展開されていた。なお，こうした

戦前の出稼における地域間・産業問移動については，金崎肇『出稼j古今書院(1967年)が詳しい。

4 )こうした戦後=高度経済成長期における出稼の地域間・産業問移動については，大川健嗣氏の前掲書に

詳しい。

5 )出稼は，その総体的把婦がきわめて困難な社会現象のひとつである。ピーク時といわれる昭和40年代

中葉の出稼者数を，全1.iiJ出稼者組合連合会が約120万人，労働省が約60万人.そして農林省が約30万人

と把握Lていることにもそれはうかがえる。総体把握の困難さは，主としで地域・産業を超えて移動

する出稼符の作.ff.形態の飽雑さに起肉する。 l昭和46年.農林省と労働省の間で r1カ月以上. 1年未調
居住地を離れて他人Ir.雇われて就労し，再び元の居住地に戻る者」と出稼IC対する規定が統一されたが，

その後も，両者の調査目的.調査対象，調査機情その他の相異iとより，杷握8れる出稼者数Ir.は大きな

ひらきがある。なお.ζ 乙で，最もひかえめに見積っている農林省の農家就業動向調査に依拠したのは.

- 129 -



必ずしも.それが現実を震も反映したものと考えるからではなL、。現Ir，より確かだと思われる地方自

治体独自で調べた出稼者数が.農林省の把握したそれを.しばしば大きく上回る。 ζ乙であえて農林省

の資料を用いたのは，本稿の主な対象が農民出稼である乙と，労働省の数字は臨時・季節の労働力の移

動を示すので.そのまま出稼の実態を示すとはL、えないのに対し.農林省のそれは.少なくとも出稼に

照られているとと等の理由からに他ならなL、。

6 )低成長下における出稼労働の実態は，未だ，十全に明らかにされているとはいいがたい。しかし，少な

くとも部分的には，これが単なる量的な減少にとどまらず，出稼供給・需要各地域の拠点性を，一層鮮

明に浮き彫りにしながら進展し(大川健嗣「出稼ぎ多発の農村構造の形成と展開Jr社会政策学会年報
第24集，不安定就業と社会政策j御茶の水書房1980年参照).また，兼業季節出稼の減少・専業通年出

稼の増加を内包していると思われる(品部義博「農家出稼の変貌と今後の課題」労働科学研究所『労働

の科学J1981年5月号参照)など，一定の質的な変容を伴っていることが指摘されている。また，浅野

慎ーは， r低成長下における全国出稼労働市場の構造(上)J北海道大学教育学部産業教育計画研究施設
『研究報告書第26号一産業と教育第4号J(1984年)において，オイル・ショック以降の出稼労働の変

貌が..一方で大工など一定の技能・資格を有した出稼者の確保を進めつつ，他方で 2次・ 3次下請を

含めた零細事業体において，劣悪な福利厚生状況下での出稼労働の再生産を内包していることを明らか

にしている。

7 )大川健嗣前掲書227ページ。

8 )戦後日本資本主義は，重化学工業化を，その初発から r1個の至上命令J(山田盛太郎「戦後再生産梅
造の基礎過程」竜谷大学「社会科学研究年報J第3号， 1972年)として運命づけられ，高成長期を通じ

て，農業・農村を低賃金労働力の給源として再編しつづけてきた。その際， r農忍法農政J，r総合農政」
といわれる戦後農政の展開が大きな役割を果たしたととは，もはや周知の事実である。農基法は，農工

間格差解消という装いをもってたちあらわれたが，事実上， r構造改善」を通した「選択的育成」の結
果，多数農民の賃労働者化を促すものであり.また「減反Jと結合された「総合農政Jは，そうした装

いすら捨てて，農地制度と米管想制度の質的改変を通して.低賃金労働力の給源地を，より露骨に拡大

するものに他ならなかった。詳しくは，河相一成『危機における日本農政の展開J大月書庖 0978年)

参照。

9 )かかる地域間格差構造は，すでに昭和30年代， r太平洋ベルトJ締想の中で形作られていた。その後， r地
域間格差の是正」・「過密・過疎現象の基本的な解決J等々の名の下iζ ，r旧金総Jr新全総Jr三全総」
等が策定された。しかし，乙れらは結局，低賃金労働力と，用地・用水のより一層の獲得という資本の

要請に沿った「地域間格差解消」の試みであったため，工業の農村進出はそれ自体，部分的.虫喰い的j(

しかなされなかった。乙れらの地域開発政策の展開について，詳しくは，小林 甫「戦後日本資本主義

の発展と地域諸政策の展開過程」北海道大学生活社会学研究会「戦後日本資本主義の発展Ir伴う地紙住

民生活の変貌と「社会計画JJ0980年)参照。また，島崎 稔氏は， r“農工一体化"政策と農村社会J
中央大学経済研究所編『農業の綿造変化と労働市場』中央大学出版会 0978年)の中で，高度経済成長

期を通じて，ひきつづき，とりわけ東北への工業導入が遅れているとと，しかも全図的にみても，工場

の地方分散が7大都市以外の市部Ir隈られ，農村部町村での事業所数全国比は，かえって低下している

ζとを指摘している。

10)詳しくは，浅野慎一前掲論文参照。

11)大川健嗣氏は. r戦後日本資本主義と農業J御茶の水書房(1981年)の中で，東西過疎地帯の比較をお
こない，西日本の過疎が明らかに「挙家離村型」の人口流出と残存住民のフ。ロレタリア化として現象す

るのに対し，東北地方に代表される東日本では，農業基盤に比較的恵まれていることから，挙家離村型

の人口流出ではなく.r出稼型Jの過疎地域として再編されつつあることを明らかにしている。ただし，
ここでいう過疎とは「大体昭和30年以降，特に，農・山・漁村において，人口の激しい減少がおこり，

これが地域の生産，および生活基盤に多大な影響を与え，住民は，これまでの生活環境の維持すら困難

となり，さらには，地方自治体の存立基盤そのものが危くなっている現象J(斎藤晴造編『過疎の実証
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分析j法政大学出版会.1975年)を指しているが，その本質はむしろ，人口減少をもたらした地域産業

の解体にあると思われる。

12)横山源之助『日本の下層社会J(1898年)(岩波文庫版.1949年)。

13)柳田国男編『山村生活の研究J(1938年)(1975年復刻・国書刊行会)他。

14)中島仁之助「我国IL於ける職業別並びに地方別労働力移動序説(上)(下)Jr社会政策時報』第199号・
第200号 (1937年)。

15)久保佐土美「但馬の農民出稼の研究Jr社会政策時報』第177号 0935年)。
16)安田辰馬「但馬出稼水田地帯の農山村事情，労力関係及び出稼と同地方に於ける町村組合立職業紹介所

の意義(上)(中)(下)Jr社会政策時報』第204号，第205号，第206号 0937年)。
17)池田善長「出稼群の諸形相Jr社会政策時報』第220号 0939年)。
18)奥谷松治「灘地方の酒造労働事情及び酒造出稼地の農村事情Jr社会政策時報』第220号 0939年)。
19)渡辺信一『日本農村人口論』南郊社 0938年)。

20)野尻重雄『農民離村の実証的研究』岩波書庖 0942年)。

21)猪俣津南雄『農村問題研究』中央公論社 0937年)。

22)河田嗣郎・硲 正夫『農家負債と其の整理』有斐閣(1940年)。

23)風早八十二『日本社会政策史J0937年)(青木文庫版.1951年)。

24)平野義太郎『日本資本主義社会の機構』岩波書広(1934年)。

25)山田盛太郎『日本資本主義分析J0934年)(岩波文庫版.1977年)。

26)金崎肇氏の前掲警によれば，昭和2年当時，製糸業従事者約50万人のうち，季節出稼者は10万人を超え，

3-5年間の長期出稼を含めると，出稼者の比重は一層高くなる。紡績業では，昭和3年当時，従業員

22万人のうち，季節出稼者に限っても，約半数に達しているのである。

27)大内 力「農村過剰人口の存在形態」農村人口問題研究会編『農村人口問題J第2集 (1952年)。

28)硲 正夫「農村過剰人口と小農告IJJr農村人口問題』第3集 0954年)。
29)野尻重雄・龍野四郎「最近における農村人口の移動の性格Jr農村人口問題』第3集 0954年)。
30)大島 清「都市と農村における労働の移動形態(!)(2)J r農村人口問題』第 1・2集 0951・52年)。
31)宮出秀雄 f農村潜在失業論』有斐閣 (1956年)145頁参照。

32)的場徳造編『出稼ぎの村』農業総合研究所 0958年)。

33)小林謙一『就業構造と農村過剰人口』御茶の水書房 0961年)。

34)大川健嗣『戦後日本資本主義と農業』御茶の水書房(1981年)。

35)天野佳臣『都市の断面一一出稼の社会医学』三省堂 0969年)。

36)若月俊一『農村医学』勤草書房(1971年)。

37)美土路達雄「むしばまれゆく米どころ」堀江正規編『日本の貧困地帯J(下)新日本新書 (1969年)。

38)西川大二郎他編『日本列島 農山担当村，その現実』勤草書房(1972年)。

39)美土路達雄『出稼ぎj日経新書(1971年)。

40)大河内一男『繁明期の日本労働運動』岩波書庄(1952年)。

41)高橋 洗『日本的労資関係の研究』未来社 (965)。

42)大友福夫「組織」遠藤湘吉他『統一的労働運動の展望J0952年)。

43)並木正吉「農家人口の戦後10年Jr農業総合研究』第9巻第4号 0955年)。
44)隅谷三喜男『日本の労働運動』東京大学出版会 0967年)。

45)日本人文学会編『佐久間ダム』東京大学出版会(1958年)。

46)羽田 新，渡辺栄編『出稼ぎ労働と農村の生活』東京大学出版会 0977年)。

47)加藤佑治『現代日本における不安就業労働者(上)J御茶の水書房 0980年)。

48)美崎 給『現代労働市場論』農山漁村文化協会 0979年)。

49)農林省『農家就業動向調査』によれば，昭和50年代以降，農家出稼者の中で，出稼前の就業状態が「農

業が主」の者の比重が激減し，これにかわって.I通勤が主」の者が増加しつつある。
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第 1章湯沢市の地域社会構造と出稼

湯沢市は，秋田県南部・雄物川上流の横手盆地最南端に位置している。気候は裏日本式で，

晩秋から初春にかけて， 1 m-3 m もの積雪がある11。乙の地域は，昭和29年市制が施行され21， 

また，国道13号線や国鉄奥羽本線が走るなど，湯沢・

雄勝一帯の行政・交通の中心地となっている。しか

し，市白人口は，昭和34年をピーク lζ，高齢化を伴

いつつ3; 漸減しつつあり，昭和55年現在， 37，841 

人，うち45歳以上が約4害IJを占めるに至っている

(表 1-1)。

県 第1節地主義産業構造と出稼の発生

湯沢市における最も中心的な産業は農業で‘ある。

昭和55年現在，農業従事者は，全就業者の24.5%を

占め，農家人口は，総人口の41.6%を占めている

(表1-2・3)。市の農業は，稲作を基調として

おり，田は，全耕地の86.5%を占めている(表1←

4 )。そして，こうした稲作の生産性は極めて高く，

水田の反収b 全国・秋田県の水準を大きく上回っ
ているのである41 (表 1-5)。

もとより，乙うした稲作に対しては，昭和45年以降，減反・転作が課せられつつある。とり

わけ，昭和53年に始められた水田利用再編対策に伴う減反・転作は，目標を大きく上回って実施

された(表1-6)。しかしながら，湯沢市では，永久転作は山聞の水田に限られ，転作の3割

近くが稲の青刈であり，しかも，減反に伴い，稲の多収穫品種への集中 51がみられるなど，依然、

として，稲作生産への志向が根強く存している。

とはいえ，乙うした諸事実は，湯沢市における稲作農家が，経済的に安定したものである乙

とを示すものでは全くない。湯沢市の農家l戸当りの平均経営面積は， 0.98haと，きわめて零細

で，しかも，昭和35年-40年には 1ha前後だった分解基軸が，昭和50年-55年には， 2 ha以上に

まで上昇している(表 1-7)。そして，その中で，昭和35年-55年の20年聞に，専業農家は

43.7%から， 6.4%へと激減し，兼業農家の中でも，とりわけ，第2種兼業農家が急増している

表1一1 年齢階梯別人口の推移(人， %) 

l年~乏竺 15歳未満 15-29 30-44 45-59 60歳以上 計
昭 30年 14，516 1l.413 7.414 5，342 2，911 41，596 

実 35 13，694 9，843 8，601 5，672 3，416 41，228 
40 1l，713 8，933 9，356 5，872 4，005 39，878 
45 9，611 8，795 9，332 6，636 4，654 39，028 

数 50 8，394 8，127 8，380 7，842 5，262 38，005 
55 7，807 7，474 7，810 8，651 6，099 37，841 
昭 30年 34.9 27.4 17.8 12.8 7.0 100.0 

構 35 33.2 23.9 20.9 13.8 8.3 100.0 

成
40 29.4 22.4 23.5 14.7 10.0 100.0 
45 24.6 22.5 23.9 17.0 11. 9 100.0 

比 50 22.1 21. 4 22.0 20.6 13.8 100.0 
55 20.6 19.8 20.6 22.9 16.1 100.0 

資料:国勢調査より作成
円
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湯沢市における産業別就業者数の推移cl5歳以上就業者数)(人.%) 

第 次産業 第 2 次産業 第 3 次産業
分能業類の不産総計

林狩猟業業 卸売・小業金融動・保険業運通輸信・ 電水気・ガス サービ 五A 初誼五十 農業 漁業 ー十 鉱業 建設業 製造業 五十
不産 業道業ス業

昭3018.668 10.653 10.376 275 2 2. 794 174 685 1. 935 5.218 2.277 129 459 1，804 549 3 

実 35 18. 780 9.542 9. 249 247 3.002 126 1， 011 1. 865 6.233 2.845 184 536 28 2，086 554 3 

40 18.104 7.930 7. 746 183 3.478 82 1， 376 2.020 6.675 3.024 238 620 38 2.223 532 21 

45 19. 245 7.572 7.425 146 3.643 47 1， 295 2.301 8.017 3.401 247 768 41 2.868 692 13 

数 50 18.387 5.942 5， 796 145 4.052 74 1. 388 2.590 8.368 3.621 301 831 49 2.942 624 25 

551 18.553 4，547 4.400 145 2 5.070 79 1， 939 3.052 8.928 3.937 332 704 51 3.307 597 8 

昭30 100.。57. 1 55.6 1.5 。。 15.0 0.9 3. 7 10.4 28.0 12.2 O. 7 2.5 9. 7 2.9 0.0 

構 351 100.0 50.8 49.5 1.3 0.0 16.0 O. 7 5.4 9.9 33.2 15. 1 1.0 2.9 0.1 11.1 2.9 0.0 

401 100.0 43.8 42.8 1.0 O. 0 19.2 0.4 7.6 11. 2 36.9 16. 7 1.3 3.4 0.2 12.3 3.0 O. 1 
成

0.2 12.0 451 100.。39.3 38.5 0.8 0.0 18.9 6. 7 41. 7 17.7 1.3 4.0 O. 2 14.9 3.6 0.1 

比 501 100.0 32.3 31. 5 0.8 0.0 22目 l 0.4 7.6 14. 1 45.5 19.7 1.6 4.5 0.3 16.0 3.4 0.1 

551 100.0 24.5 23. 7 0.8 。。 27.3 0.4 10.5 16.5 48.1 21. 2 1.8 3.8 0.3 17.8 3.2 0.0 

表 1-2

1
5
ω
!
 

資料:国勢調査より



表 1-3 農家人口の推移(人.%) 

農家人口

実 数 農世家帯1員戸数当

昭和35年 21. 563 6.3 

40 19.306 5.6 

45 17.810 5目1

50 16，353 4. 7 

55 15，717 4. 7 

資料:農業センサス

表 1-4 経営耕地面積の推移 (ha.%) 

総人口

41. 228 

39，879 

39，473 

38，300 

37，800 

農率家人(%口) 

52.3 

48.4 

42. 2 

41. 6 

構 成 比
総面積 回 t回 樹園地

総面積 回 畑 樹園地

昭和35年 3，271 2，659 483 129 100.0 81. 3 14.8 3.9 

40 3， 238 2，633 389 216 100.0 81. 3 12.0 6. 7 

45 3， 276 2， 724 337 215 100.0 83. 2 10.3 

50 3，343 2.818 321 205 100.0 84.3 9.6 

55 3，354 2.900 256 198 100.0 86.5 7.6 5.9 

資料:農業基本調査

表1-5 7)<陸稲作函積・収穫量(昭和52年度)

水 稲 陸 稲

作付面積 収10a 量当 収穫量 年10a収当平量 作況指数 作付面積 収10a 量当 収穫量 1年Oa収当平量 作況指数

ha k9 t k9 ha k9 t k9 

全国 2，723，000 478 13β22.000 455 105 33，500 218 73，000 204 107 
東北 633，000 530 3，354，000 513 103 2，670 240 6，410 222 108 

秋田県 124，800 583 727，600 541 108 178 238 424 222 107 

湯沢市 2，690 628 16.900 593 106 221 2 220 100 

資料:秋田県統計情報事務所『水陸稲市町村別収穫量』

表 1-6 減反・転作実施状況 (ha. ~ち)

年 次 政策名 転作目標 転作実施 湯沢市達成率 秋田原達成率

昭和45年度 米生産調査お 208 250 120 137 
46 よぴ稲作転換 466 400 86 102 
47 対策 377 392 104 102 
48 342 556 163 110 

49 稲作転換対策 131 101 77 98 

50 62 80 129 121 

51 水田総合利用 69 74 107 80 

52 対策 68 77 113 113 

53 水田利用再編 197 230 117 115 

54 対策 177 263 134 119 

55 319 343 108 
』・・・ーーーーーーーー

資料:湯沢市農林課資料
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のである(表 1-8)。

さて，乙のような農業に次ぐ基幹産業は製造業である。昭和55年現在，製造業従事者は，全

就業者の16.55彰を占めている。そして，乙うした製造業は，大きく 2つの柱からなり立っている。

表 1-7 経営耕地面積別農家数の推移(戸. a) 

総農家数 例外規定 10-49 50-99 100-149 150-199 200-249 250-299 300以上

昭和35年 3.432 O 1. 064 991 677 394 186 69 51 

40 3，450 O 1， 107 989 682 415 159 60 38 

45 3，460 4 1. 092 1， 010 659 414 187 49 45 

50 3，437 1， 119 954 625 371 235 73 

55 3，367 。1， 093 919 587 376 225 101 65 

資料:農業センサス

表 1-8 専・兼別農家戸数(戸，必)

実 数 構 成 比

総農 専業 兼 業 農 家 総農 専業 兼 業 農 家

家数 農家 総数 T 兼 2 兼 家数 農家 総数 兼 2 兼

昭35 3，432 1. 501 1. 931 1. 178 753 100.0 43. 7 56.3 34.3 21. 9 

40 3.450 650 2.800 1. 578 1， 222 100.0 18.8 81. 2 45. 7 35.4 

45 3.460 342 3.118 1. 655 1， 463 100.0 9.9 90. 1 47.8 42. 3 

50 3.437 134 3.303 906 2，397 100.0 3.9 96. 1 26.4 69. 7 

55 3.367 215 3. 152 1. 111 2，041 100.。 6.4 93. 6 33.0 60.6 
資料:農業センサス

表 1-9 製造業・産業中分類別事業所統計(昭和54年度)(人，千円.%) 

実 数 構 成 比
産 業

事業所数 従業者数 製造品出荷額 事業所数 従業者数 製造品出荷数

食 料 60 859 13，856，880 27.6 26.0 47.6 

(うち酒類) (8) (533) CJ2， 566，870) (3.7) (16. 1) (43.2) 

繊 維 4 69 453.240 1.8 2.1 1.6 

衣 n~ 12 359 635.740 10.9 2. 2 

木 材 28 205 1，529，870 12.9 6. 2 5.3 

家 具 47 427 1， 935， 190 21. 7 12.9 6目6

紙 4 X o. 5 O. 1 x 

EP 帰り II 69 223.950 5.1 2.1 0.8 

皮 革 45 X 0.5 1.4 x 

土 石 6 62 728，310 2.8 1.9 2.5 

鉄 鋼 4 X 0.5 O. 1 X 

金 属 13 67 377，000 6.0 2. 0 1.3 

機 械 2 5 X 0.9 O. 2 x 

電 気 6 246 836. 700 2.8 7.4 2.9 

輸 送 X o. 5 O. 0 x 

精 密 3 800 8.184.660 1.4 24.2 28. 1 

その他 21 82 188.340 9. 7 2. 5 1.5 

5十 217 3，304 29， 113，860 100目。 100.0 100.0 

資料:昭和54年工業統計
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表 1-10 誘致企業の推移

従 業 員 数
年 次 事業所数

男性 女性 計

昭和41年 259 159 418 

44 2 280 178 458 

46 3 282 196 478 

48 7 275 373 648 

50 8 269 431 700 

51 9 284 576 860 

52 9 301 519 820 

53 9 361 694 1. 055 

54 9 334 639 973 

資料:工業統計

図 1-1 産業別就業者数の推移 (49--54年)
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資料:工業統計より作成

すなわち，第 1は.r両関Jr燭慢」の銘
柄で知られる酒造業.r曲木細工Jで有名
な家具製造業，そして，地元林業と結びつ

いた木製品製造業などの，伝統的な地場産

業である(表 1-9)。とりわけ，酒造業6)

は，従業者数で全製造業の16.1%. 出荷額

で43.2%を占め，地場産業の代表的存在で

ある。他方， ζれと並ぶ第2の柱は，精密

機器製造・電気製品製造・衣服製造等をは

じめとする，昭和35年以降，市や県によっ

て誘致された製造業諸部門7)である。中で

も，精密機器製造業は，従業者数で酒造業

をも凌駕し，出荷額で酒造業lζ次ぐ位置を

保っている。

しかしながら，乙うした製造業の中で

も，まず，酒造業をはじめとする伝統的地

場産業に注目すると，近年，全体として伸

び悩み，その従業者数は，徐々に減少しつ

つある(図1-1)。乙れに対し，誘致さ

れてきた精密機器・電気製品・衣服各部門

への従業者は，昭和54年までは増加してい

る。しかし，それらは，主として，女子型

の部門にほかならず(表1-10). しかも，

昭和56年になると，パート労働者の解雇が

始められるなど 8) 必ずしも，前述した農

業部門での過剰人口を，充分に吸収しうる

ものとはなりえていないヘ

*なお，乙うした製造業の他lζ，就業者数

としては卸・小売業(全就業者の21.2%). 

サービス業(同じく 17.8J引等が多い。し

かし，卸・小売業事業体の79.1%.サービ

ス業事業体の76.7%は，家族経営を中心と

した 1-4人規模のそれに集中している。

従って，乙れらも，農業部門での過剰人口

の吸収先としては，不充分なものといわざ

るを得ない。

ζ うした中で，地元の過剰人口は，市外・県外へと流出さざるを得ない O 現lと，昭和52年度

湯沢職安資料では，常雇・臨時・季節雇用求職者は25.342名登録されているが，そのうち，湯沢

市はもとより，秋田県内に就職しえた者も1.9%にしかすぎず，そのほとんどが，県外に職場を求

めざるを得なかったのである(表 1-11)。
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表1-11 常用・臨時・季節雇用(学率を除く)の状況

¥¥¥  求月職間有者効数 求月間人有効数 紹介件数 就職件数 (うち他県)

自十 25，342 5，391 4， 150 3， 758 3，271 

実
(男) 18. 570 2， 731 3， 529 3，312 / 

(女) 6， 772 2.660 621 446 / 

常 用 7，906 4，292 759 476 26 

(男) 2.953 1. 736 431 271 / 

(女) 4，953 2. 556 328 265 / 

臨時・季節 17，436 1. 099 3，391 3，282 3，245 
数 (男) 15.617 955 3.098 3.041 / 

(女) 1. 819 104 293 241 / 

自十 100.0 21. 3 16目4 14.8 12.9 

情
(男) 100. 0 14. 7 19.0 17.8 / 

(女) 100. 0 39. 3 9. 2 6.6 / 

成 常 用 100.0 54. 3 9.6 6.0 0.3 

(男) 100.0 58.8 14.6 9. 2 / 

比 (女) 100.0 51. 6 6.6 4.1 / 

( 

臨時・季節 100.0 6. 3 19.4 18.8 18目6% 
) 

(男) 100.0 6. 1 19目8 19.5 / 

(女) 100.0 5. 7 16.1 13.2 / 
し一一

資料:昭和52年度秋田県産業労働部職業安定課『労働市場年報』

第 2節 出稼の展開と行政の対応

そ乙で，農民層の兼業化も，出稼という形態をとらざるを得なくなる。乙乙lこ，国勢調査の

産業別就業者数の表iとは現われず 91 r第4次産業」とも呼ばれる農民出稼が成立する。湯沢市
の出稼は，昭和30年以降急増し，昭和49年には2.133名のピーク K達した。その後，減少に転じ

たものの，昭和53年現在でも1.565名， 10農家当り4.6人もの出稼者が輩出されている(表 1-

12)。

こうした出稼は，その87.1%が関東地方への就労であり， 70.4%が建設業へのそれである

(表 1-13)。そして，出稼者の中で職安を介する者は半数にも満たず 101 多くは，特定のクールー

プ・リーダーを縁故として，クツレープで就労している111。また，その就労先の労働条件も不安定

なものが多く，その一端は，毎年平均 2.3人が出稼先で死亡し， 21.1人が賃金不払いに遭って

いる乙とにうかがえる(表 1-14)。

表1ー12 農家出稼者数の推移(人， %) 

農 家 人 口 出 稼 者 数 出 稼 率 10農家当り

男 女 j十 男 女 5十 男 女 言十 出稼者

昭40 9. 500 9.806 19，306 1， 166 45 1.211 12. 3 4.6 6.3 3. 5 

45 8.613 9. 197 17，810 1. 492 82 1，574 17.3 8.9 8.8 4. 5 

50 7.951 8，402 16，353 1. 702 85 1. 787 21. 4 1.0 10.9 

53 7， 751 8. 165 15，916 1，495 70 1. 565 19.3 0.9 9.8 4.6 

資料:秋田県農業基本調査
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①就労経路の正常化 ②モデル企業認定機業訓練実

地③求人・求職受理・紹介・相談④現地求人説

明会・現地紹介相談 ⑤現地訪問聡場指導 ⑥グル

ープ・リーダ育成⑦就労前講科会⑦その他

地域雇用協議会(宇節部会)

農業名転職対策会議

農業者転職相談 H

tB 審判l 談 H

職業
安定車

産業
労働部

〈依岡県出稼総合対藁〉〈職業安定所業務〉

①各縛職業訓練 ②校能検定

出稼総合対策協議会

①地妓相談指導 ②健康診断 ③安全就労推進集会
④グループ・リーダー打合会 ⑤出稼続労思議会
⑥指導資料作成送付⑦留守家族懇談会⑧文集・
郷土紙作成・送付 ⑨その他

宏事守家紋対積 ②雪カ‘き・火災対策

①就労先巡副相談 ②郷土通信・指導資科送付③
事故見舞金給付④賃金不払防止・一時たてかえ
⑤枝能議宵奨励 ⑥その他

③敏育対策

F折議相l保I
 
l
 
a-

く季節移動労働者媛議対策事業〉

①指導資料作成送付

②相談員配置

③郷土新聞送付

④就労懇談会

⑤グループリ ダー打合

⑥地域相談指導員

⑦安全純労推進集会

⑧その他

8労働条件・安全・保障関係業務 ②賃金不払解決
その他

露出縁者と留守蓬僚の連絡援助 ②農村婦人対策関
業務 ③その

1

5
∞
ー 特別協助員・婦人少年室協助員

①組織化推進②留守家族対策

教育議宵 ④その他

③生活施設・子供

③職①農業就業改善推進②転臓相談・出様相談

安への連絡④出稼中の営農相議

事業実施委 H会
就業改善相談員

|秋田県|環境保健部:I保健所①健康診断 | 

図 1-2 行政による出稼対策機構

!恒聖司1

j匝空百

十一U!.i沢市)一一→

秋岡県出稼 h助会

労働基準監督署;

農政事務所目
普 及 所 i(出稼農業者就業改善対策事業〉
良重指導セノ，-出稼農業者営農改善特別事業〉

資料:秋田県出稼互助会・湯沢市出稼対策室資料より作成



表 1-13 地域別産業別出稼者数(昭和56年度)

金坦き 関東 中部 近畿 その他 計

建 設 1. 023 65 22 27 1. 137 

製 造 264 50 3 4 321 

運 輸 60 11 4 76 

その他 58 3 5 66 

自十 1. 405 129 26 40 1. 614 

資料:湯沢市出稼相談所資料

乙のような出稼iζ対し，市や県では，

さまざまな出稼対策を実施している(図

1-2 )。

そ乙での第 lの特徴は，出稼対策室

(県)・出稼相談所(市)等，出稼問題を

専門的l乙担当する部局の設置，また，地域

出稼援護対策会議(職安管内)・出稼総合

対策協議会(市)等，いくつかの機関・部

局を横断的iと結集する機構の形成等によって，総合的な出稼対策が展開されている乙とである12)。

乙のことは，出稼に伴う諸矛盾が，農業生産，出稼先労働，留守家族等，きわめて多面的に発現

し，従来からの縦割りの行政機構では，対処しえぬものである乙とを示している。

第2I乙，秋田県出稼互助会の組織化や，グループ・リーダーの育成にみられるように，行政

が，出稼者のなかば「自主的」な組織化を積極的lζ進めている 13)。乙うした出稼者の組織化は，

一方で，行政による出稼対策実施の実質的な足がかりとして，不可欠な存在である。しかし，他

方で，既存の行政制度・施策のみでは解決しえぬ問題に対し，いわば行政が，出稼者に「自衛手

段」を講じさせるという側面も見逃す乙とができない。

そして第3に指摘すべきことは，乙うした行政や，出稼者の「自衛」組織による出稼対策が，

多面的に充実すれはするほど，それが出稼解消を実現する地域産業政策と結び、つけられない限り，

結果的には，出稼iζ行きやすい条件整備=出稼奨励策lζ化してしまう，ということである14)0 そ

して，湯沢市の地域産業政策は，企業誘致と農業構造改善を軸として展開されてきたが，それが，

乙れまでのところ出稼解消策たりえなかったことは，すでに前節でみた通りである。

表 1-14 出稼先での死亡・賃金不払い

死 亡 賃金不払い(リーダーが湯沢市在住の者)
年 次

労災(人) その他(人) 2十 (人) 件 数 人 数 金額(千円)

昭和47年 2 不明 不明 不明

48 2 3 91 

49 3 4 350 

50 2 4 63 5.454 

51 3 3 3 7 737 

52 3 3 6 41 8，034 

53 2 2 15 1，546 

54 11 724 

55 2 30 8.439 

4累7-55年計 7 14 21 20 169 25.375 

資料:秋田県出稼互助会資料より作成

第3節 山園地区の出稼と T部落

と乙ろで，湯沢市は旧町村をもとに， 8つの地区lζ分けられる。乙のうち，市役所のある湯

沢地区は，総人口の約半数，総事業体の約4分の3を有し，市の行政，第2次・第3次産業の中

枢を成している。
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表 1-15 地区別経営規模別農家数(戸， %) 

総農家数 例外規定 0.1-0目5 -1. 0 -1. 5 -2.0 -2.5 -3.0・3.0ha以上

湯沢 399 (1∞0) O( ー) 218 (54.6) 103 (25.8) 41 00.3) 20 ( 5.0) 10 ( 2. 5) 5 (1. 3) 2 (0. 5) 
山田 867000.0) 1 (0. 1) 268 (30.9) 227 (26.2) 13405.5) 12904.9) 75 ( 8.7) 25 (2. 9) 8 (0目9)

三関 391 000.0) o (ー) 149 (38. 1) 126 (32. 2) 86 (22. 0) 23 ( 5. 9) 6 ( 1. 5) 1(0目3) o (ー)
弁天 472 000.0) 。( -) 104 (22. 0) 137 (29.0) 8708.4) 5000.6) 42 ( 8.9) 25 (5. 3) 27 (5. 7) 

岩崎 333000.0) 。(ー) 113 (33.9) 88 (26.4) 6008.0) 29 ( 8.7) 23 ( 6.9) 8 (2.4) 12 (3.6) 

幡野 337000.0) o (ー) 61 08. 1) 68 (20. 2) 70 (20.8) 63 08.7) 4603.6) 20 (6.0) 9 (2. 7) 
須川 283000.0) o (ー) 66 (23. 3) 94 (33. 2) 69 (24.4) 37 03. 1) 12(4.2) 3 (1.1) 2 (0. 7) 
高松 305000.0) o (ー) 122 (40.0) 98 (32. 1) 5006.4) 25 ( 8. 2) 9 ( 3. 0) o (ー) 1 (0. 3) 

市計 3，387000目0)1 (0.0) 1， 101 (32.5) 941 (27.8) 597 Cl7. 6) 376 01. 1) 223 ( 6. 6) 87 (2.6) 61 0.8) 

資料.昭和53年度農業基本調査

表 1-16 地区別農家人口・出稼状況

|農家人口(人) 出稼者数(人) 出稼者シェア(%) 出稼者率(%)
者1当0世出(人帯稼) 

男 女 言十 男 女 自十 男 女 計 男女計

湯沢 867 931 1. 818 40 。 40 2. 7 。 2. 6 4. 6 。 2. 2 1.0 

山田 2，012 2，073 4.085 481 29 510 32.2 41. 4 32.6 23.9 1.4 12. 5 5.9 

三関 867 938 1. 805 125 126 8.4 1.4 8.1 14.4 0.1 7.0 3. 2 

弁天 1. 224 1，329 2.553 242 16 258 16.2 22. 9 16. 5 19.8 1.2 10.1 4.9 

岩崎 618 691 1，309 81 。 81 5.4 。 5. 2 13. 1 。 6. 2 2. 9 

幡野 793 793 1. 586 164 3 167 11. 0 4.3 10.7 20. 7 0.4 10.5 5.0 

須川 646 647 1. 293 135 6 141 9.0 8.6 9.0 20.9 0.9 10.9 5目。

高松 724 743 1. 467 227 15 242 15.2 21. 4 15.5 31. 4 2.0 16.5 7.9 

市計 7.751 8. 165 5，916 1. 495 70 1. 565 100.0 100.0 100.0 19.3 0.9 9.8 4.6 

資料:昭和53年度農業基本調査

これに対し，湯沢市最大の基幹産業たる農業の中心は.湯沢市の西部に位置する山田地区で

ある。山田地区はかつて，山田3千石とも呼ばれ，現在も，市内随ーの水田地帯を形成してい

る151。市内総農家数，農家人口のそれぞれ約4分の lが乙の地区に集中し，しかも，市内でも経

営面積1.5ha以上の比較的大規模な農家が多い(表 1-15)。

同時に，乙の山田地区は，湯沢市最大の出稼供給地帯でもある。市の出稼者の約3分1は，

乙の山田地区から出ており，また，農家人口lζ占める出稼者の比率や， 10世帯当りの出稼者数は，

いずれも市の平均を大きく上回っている(表 1-16)。

そして，乙うした山田地区の中でも，世帯数に占める出稼者の比率が最も高い部落が，本稿

で事例とするT部落である16)0 T部落は，山田地区南東部，元山田(大字)に位置し，雄物川lζ

迫った山際にへばりつくように存在している。乙の部落の起源は古く，少なくとも，江戸時代以

前にまでさかのぼることができ， r三五郎Jr太郎左衛門」等の通り名を今日まで継承する 3戸の
総本家と，その分家・孫分家によって構成されている。現在，部落は20戸の農家からなり，それ

らは雄物川と部落内を流れるT川とから水を得て，稲作を中心とした農業生産を行なっている。

そして，何よりも乙の部落は，昭和30年代以降急速に出稼を増加させ ピーク時には， 19戸から

20名の出稼者を輩出した「出稼のむら」である。
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注

1)湯沢市は昭和46年，特別濠雪地平静の指定を受けている。

2)昭和28年に施行された町村合併促進法にもとづき，翌29年，湯沢町.岩崎町，弁天村，幡野村，三関村，

山田村の2町4村が合併して市制が施行された。翌30年には，須川村を吸収合併して今日に至る。

3)若年層の流出は主として，新規学卒者の流出による。昭和52年度『労働市場年報J(秋田県産業労働部

職業安定謀)ICよれば，乙の地域の中卒就職者の70.6%，高率就職者の55.8%が秋田県外に就職してい

る。また，昭和56年度iζ市が実施した『高卒就職者アンケート』でも，就職者236名中75.8%が市外iζ

就職しているのである。

4)乙うした生産性の高さの背景には，圃場整備完了率の80.5%(昭和52年)という高さがある。乙の地域

の圃場整備は，明治43年，岩崎地区(当時は岩崎町)226.7haの耕地整開をその初発とするが，それが

本格的lζ展開しはじめるのは昭和37年以降である。その概略を示すならば，昭和37年弁天地区 48.9ha，

38年幡野地区 463.9ha，岩崎・弁天地区 300ha，43年第 l次構造改善事業で，湯沢・三関地区 12ha，

46年大規模圃場整備事業で，山田地区 8!Ohaと進んできた。ただし，減反，転作下の今日，幡野・岩

崎地区等では，再整備=暗きょ化が行政課題となっている。

5)昭和54年現在の水稲品種別作付面積をみると，キヨニシキ (41.8%)， トヨニシキ (23.8%)，アキヒカ

リC16.9%)なと多収穫品種に集中し，しかもこうした傾向は，昭和45年の減反開始以降一層顕著になっ

てきているのである(秋田県食慣事務所湯沢支所資料より)。

6)この地域の酒造業の歴史は古く「湯沢市史.JICよれば，少なくとも元和初年 0681年)にまでさかのほ

ることができる。しかし，それが地酒型零細経営の域を脱し，本格的IC展開するのは，明治40年~大正

にかけて，酒母の育成日数を半分lこ短縮する「速配醸法」が，この地で開発されて以降である。以後，

湯沢は「東北の灘」として知られるに至り， H百年55年度の販売量は， 26，286 kl (145，700イ1)で，出荷

額は127億5000万円l乙達する。なお，酒造用米のミヤマニシキ等は反収が上がらないため，高反収地帯

たる地元ではほとんと作られておらず，その大半は長野県なとの低反収地帯に依存している。

7)湯沢市は，低開発地域工業開発促進法にもとつく，県の工業化促進，開発地区に指定されているのみな

らず，市独自でも聞定資産税の課税免除措置をとるなど，特に昭和41年以来積極的に企業誘致を進めて

きた。しかし，三方を山に囲まれて地価が高く，新たな工業団地造成が困難である乙と，背後の消費力

が弱いこと，仙台と結ぶ国道108号線も冬期には積雪でしばしば不通になること等の理由で，特に昭和

50年以降企業誘致は伸び悩んでいる状況にある(本文中表1-10参照)。

8)市内最大の誘致企業=N宝石精密(昭和56年度，資本金l億円，従業員641名)でも，昭和56年以降，

時間給制の女子パートを解雇し，これに代わって，より景気変動に対応しやすい出来高給制の労働力を，

「納屋工場Jr内職工場Jr内職作業場」等，多様な形態で確保しつつある。「納屋工場」は農家の土地
に会社が建物と機械を設置し，そ乙でその農家の女性を就労させる形態で市内に約40カ所ある。「内職

工場」は土地だけでなく建物も農家に出資させ，会社は機械のみを設置する形態で市内に60-70カ所あ

る。また， r内職作業場」は会社が土地，建物，機械をすべて出し， 20-30人位が作業できる施設を作
り，就業時閣を定めずに付近の農家の女性家族員を就業させるものである。これは市内iζ6カ所ある。

そして，こうした「納屋工場」や「内職工場」を開く農家は原則として， rしばらく休んでくれ，と言っ
ても，かまどが(なりたたない)・目..ーということにならないJ1 ha以上経営層とされており，明らか

に時間給制のパートより，雇用調節弁としての機能を一層強められている。現に「納屋工場Jr内職工
場」の約 1割は現在稼動していない(昭和57年現在)。

9)昭和25年以降の国勢調査の対象は， 10月l日現在の「常住人口J(当該世帯1C3カ月以上にわたって住

んでいるか，あるいは3カ月以上にわたって住もうと思っている人)であるので， 11月初旬から出稼IC

出る出稼者の多くは，地元の人口・職業で統計上含められる。

10)市の出稼相談所や職業安定所では， 9月-10月にかけて就労先の斡旋や面接選考会を何回か行なってい

る。しかし，実際には， 8月頃lζは企業と就労グループ・リーダーとの聞の電話連絡，または個別訪問

Irよか今年は何人必要という情報が伝えられ，それに応じてリーダーが人を募集している。そのため，

市や職安が選考会を行なう頃には，すでに9割近くの出稼者が，既iζ就労先を決定している。
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11)乙うした就労クツレープについては従来，その存在は指摘されつつも，実態はほとんど明らかにされて乙

なかった。それは，出稼者そのものの把握の困難さに加え，離合集散をくり返す就労クツレープの流動性，

就労グループがしばしば市町村の範囲をも超えて結成されているという広域性，また，企業側から市レ

ベJレ→旧行政村レベル→部落レベルと，重層的R:組織化された就労グループもあれば，同一部落内で

農民層が全くインフォー7)レに作った就労クツレープもあるという多様性等々によるものである。本稿は

もとより，乙うした就労クツレープの総体的把揮を直接的な課題とするものではないが，就労グループの

出稼先での機能・構造(第l章・第2章)等は，出稼労働の実態解明IC不可欠の問題として，分析の対

象とする。

12)出稼相談所は，昭和39年「秋田県出稼総合対策」にもとづいて秋田県各市町村に設置された。昭和43年

には県からの補助金が打ち切られ，以後，湯沢市においては市によって継続されている。また，出稼対

策室は，昭和45年，職安課長を室長として設置され，数名の専任職員を持ち，出稼問題に総合的に対処

している。他方，地域出稼援護対策会議は，昭和47年，各職安単位に「出稼援護対策事業を総合的に実

施するため・ ー関係機関の相互協力を目的としてJ(秋田県職業安定課資料)，本文中図 1-21ζ示す如

き諸機関を結集して設置された。また，湯沢市の出稼総合対策協議会も企画室，財政課，福祉事務所，

教育委員会，農林課等の部局を横断的K貫いて設置された機関である。

13)財団法人・秋田県出稼互助会は昭和45年「明るく安全な就労ができるよう必要な措置を講ずるとともに，

出稼から派生する諸問題i乙対処するJ(秋田県職業安定課資料)乙とを目的に，行政の補完対策として

設立された。設立者は知事(理事長)，各市町村長で その寄附金によって基本財源 1億円を積立てた

ほか，業務は会員会費・市町村拠出金・県補助金等によって運営している(昭和55年度補助事業に要し

た経費約l億7000万円，うち県補助金9000万円)。昭和55年度の会員数は32，356人で，出稼者の約85.7

%を組織している。こうした互助会の活動の基調は， i会員の相互理解と相互扶助の精神」にあるとさ

れ，それを最も端的に示すのが厳密な契約関係によらない事故見舞金給付の事業である。なお，乙うし

た互助会(名称は援護協会・共済事業団等もある)組織は，秋田県のほか，岩手・山形・鹿児島・長崎・

大分・宮崎にもみられる。乙うした諸組織のほか，出稼者の全くの自主的な組織としては，湯沢市にも

「出稼者組合」と「農村労組」がある。

14)乙の問題lζ関連して，近来，出稼者のみに行政の保護が片寄りすぎるとする「出稼者過保護論」の立場

から，出稼対策の行きすぎの指摘や「出稼者自身の自覚」を促す論調がみられる(例えば、，山ド雄三

『出稼ぎの社会学』国書刊行会， 1978年，参照)。しかし，乙うした問題はより基底的ICは，出稼対策が，

地域産業政策総体の中K十全に位置づけられていないととから発生した問題にほかならず，決して，出

稼対策の削減や「出稼者の自覚」によって解決するものではありえない。

15)山田地方は，少なくとも鎌倉時代以前から，湯沢・雄勝一帯の稲作の中心であったが，特K急速に開田

が進むのは，室町時代lζ山田村五カ村堰が築かれて以降である。乙うした生産力を背景IC，山田地方は

湯沢・雄勝一帯の経済的・文化的中心となり，主要な駅路が敷かれ，馬市でにぎわい，また「白山女神

信仰」等の宗教的中心にもなった。そして，江戸時代K入り，政治・文化の中心は，領主の館のある旧

湯沢町lζ移ったが，山団地方が農業・稲作の中心地である乙とは，それ以降も変わりはない。「湯沢市

史Jpp. 37-197より。

16)山団地区は，元山田，松岡，深堀，石塚という 4つの大字，そして， 195の小字から成っている。小字

は必ずしも現在の部落ではないが.T部落は，かつての小字のひとつである。

第2章 T部落における出稼労働の史的展開

本章では， T部落における出稼経験者31名全員I1を対象として，出稼労働市場と，そ乙での

彼等の労働実態が，如何なる内在論理をもって史的変容をとげてきたのかを明らかにする。その

際，まず第1の視点として，日本資本主義の発展に伴う諸階梯毎の出稼労働の変化に注意し，そ

して第 2，ζ，そうした諸階梯を貫いて厳存する，諸個人の出稼歴の歩みのレベノレにまでおりて，
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その変容の論理をとりおさえてし、く。

第1節 目本資本主議の発展諸階梯と出稼労働の史的変容

T部落で最初に出稼が発生したのは昭和21年の乙とであった21。以来，乙のT部落の出稼は，

日本資本主義の発展諸階梯iと沿った形で，大きく 4つの画期を刻印しながら展開し，今日lζ至っ

ている(図2-1)。

すなわち，第I期は昭和21年-30年で，戦後日本資本主義の生成=再建期にあたる。乙の期

には，毎年1名(昭和25年のみ2名)の出稼者が， T部落から北海道恵庭の営林署lζ送り出され

ていた 31。

これに対し第E期は，昭和31年-40年で高度経済成長の第1局面にほほ.相応する。この期lと

は，東海道新幹線の建設や，東京オリンピックに向けた建設ブームを背景に， T部落でも出稼者

が急増し，男性学卒者の42.3%= 11名が出稼化するに至った。また，彼等の出稼先も第I期とは

大きく異なり，東京・静岡・愛知の建設業， 10人-29人規模の事業体であった刷。

そして第E期は，昭和41年-48年，高度経済成長の第2局面である。乙の期， T部落の出稼

者はさらに増加し，男性学卒者の66.7~ぢ =20名にまで達した。また，その中で彼等の出稼先も，

地域的lとは関東地方(東京・埼玉・神奈川・千葉)に集中しつつ，産業的には，建設業から製造

業(自動車製造・食料品製造等)へと拡がってゆき，しかも，乙うした製造業事業体の多くは，

300人以上の比較的規模の大きい事業体にほかならなかった 51。

ところが第W期，昭和49年-57年になると儀相は一変する。乙の期は，いうまでもなくオイ

ル・ショックを契機とする不況期であり， T部落の出稼者iとも様々な形で雇用制限が加えられは

じめるへその結果，出稼者数は19名-20名で停滞し，男性学卒者lζ 占める出稼者の比率は50~彰

前後にまで低下してきている。しかも，その中で関東地方への地域的集中，製造業その他への産

業的拡大という，第E期以来の傾向は引き継がれつつも， 300人以上規模の事業体への出稼は急

速に減少し，再び， 30人未満規模の事業体への就労が増加しつつあるのである61。

取第lV期における季節出稼者の雇用制限は，不況に直面した建設業等の産業で，年齢制限，能力的選別

等の形でストレー卜に現われたのみならず，相対的に不況の影響の少ない自動車製造業等でも，新卒者

や通年出稼者の確保が容易iとなるに伴って季節出稼者が排除されるという形でたちあらわれた。 ζ うし

た諸事実は，いずれの産業部門においても.第W期において，季節出稼者が最も有効な雇用調節弁とし

て活用されてきた ζとを示している。以下は，建設業と自動車製造業において，それぞれ如何なる形で

季節出稼者lζ対する雇用制限が行なわれてきたかを示す事例である。

<建設業>

「今まで雇用の募集は多かったが，安定所IL行ってもそれが来なくなった。毎年，職場を換える人は，

職慢しで大変になっている。……昔は立ちんほうでも金が出たが，今はまヒめに正直lζ働く人しか雇わ

れなL、。年齢制限も60歳以上はだめ，というように出てきた。J(②夫)

<自動車製造業>

「よく雇ったのは，オイル・ショック頃まで。そのあとは限定しだした。 N自動車が成長する頃は，

季節従業員を大切にした。(会社は，季節労働者を)r逃がすな』といって，宿舎の設備など(整えた)。
その後乙ろっとあたりが変ってくる。新卒の新入社員が思うようにとれるようになってくると，季節は

とらないということが露骨になってくる。出稼にしても沖縄，九州の人をとるようになり，春になった

ら帰ってしまう東北の人をとらなくなった。J(⑦夫)

以上の如く， T部落における農民出稼は，日本資本主義の発展諸階梯毎l乙，そのあり方を大
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図2-1 出稼労働の史的変容
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きく変容させてきた。この事実は.T部落出身出稼者の出稼労働の史的変容が，何よりもまず，

日本資本主義の経済変動，とりわけ，全国労働市場に組み込まれた全国レベルでの出稼労働市場

の変動に，深く規定されてきたという乙とを物語っている。

しかし，乙こで注意すべき乙とは，乙のような諸階梯毎の特質の変化が，現実の出稼者諸個

人の出稼歴の歩みと，直ちに一致するものではないということである。出稼者諸個人はそれぞれ

異なる時期に，異なる年齢で出稼を開始し，また，それぞれ固有の矛盾を内包した多様な出稼歴

を歩んで今日に至っている。そこで次に，乙うした諸個人の出稼歴のレベルにまでおいて.T部

落農民の出稼労働の史的変容を貫く内在論理を，さらに深く明らかにしていこう。

第 2節 諸個人の出稼歴の歩みと出稼労働の史的変容

T部落の出稼経験者31名は，その出稼開始時期の違いにもとづき，大きく 4つの層に区分し

うる。すなわち，第 I期出稼開始層(3名).第E期出稼開始層 01名).第血期出稼開始層 (11

名).そして，第IV期出稼開始層(6名)である。そして，こうした出稼開始時期の違い，いい

かえれば，日本資本主義の如何なる発展階梯に出稼を開始せざるを得なかったのか，という違い

は，その後の各層の出稼歴の歩みにもきわめて大きな差異を刻印している。

第 l項諸個人の出稼就労経路

まず，各層の出稼就労経路の差異についてみていこう(表2-1)。

第 I期出稼開始層は，いずれも湯沢周辺に在住した民間の周旋人を介して，単身で就労して

いる。

乙れに対し，第E期出稼開始層はすべて，特定のグループ・リーダーを手づるとして，グルー

プ就労を行なっている。こうした就労グループは，地縁・血縁・学縁・職縁など，様々な形での

インフォーマルな社会関係を基礎に結成されるが，毎年，新たなメンバーで再編成されるという

意味で，きわめて流動的なd性絡をもち， しかも，その再編成は，市町村の範囲をも超えて，きわ

表2-1 出稼就労経路

単 身 就 労
グノレープ就労

Tフーズ系 柳田組系 内田工務自系

周旋人 J 個人縁故 J 職 業安 定 所 lクツレープ・リーター縁故
第 I期出稼開始層|⑦弟⑨弟

⑫弟

⑬夫←一一⑮夫⑫夫 ⑬夫⑬父

②夫←一一一②夫③夫 ⑬夫⑬父

⑧父 ⑨夫

⑬夫←一一 ⑬夫
卜一一一
第 m Jtllt1j~mI始層( ⑤夫 ①夫 ⑥長男⑮炎男l!s ⑭夫:ID父

⑭長男 i吋長 ④開父
⑮夫←一一⑬夫

第IV期出稼開始!醤

③長男⑬

⑨長男③

資料.実態調杏より作成
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めて，広域的になされている 7)。しかし，乙れをT部落内部でのメンバーの移動に即して捉えて

みると，大きく 3つの系統一一柳田組系・内田工務居系・ Tフーズ系一ーに区分しうる(閲2-

2 )。そして，このうち，第E期出稼開始層によって結成されたのは，柳田組系と内田工務庖系

の2系統である。彼等は，特定の事業体と結び、っきの深いグルーフリーダーを縁故IC出稼し，

事前の労働条件に関する交渉も，グループ・リーダーにすべて一任しているのであるヘ

ホ柳田組系グループ・リーダー⑧父は，その具体的な様子を次のように述べている。

「今の会社には，もう30年近く(出稼で)つとめている。オラがたくさん人を連れていって，それで，

今の会社も大きくなった。オラが育てて立派にしたようなものだ。社長や専務とは友達だ。死ぬまで来

い，と言われている。毎年，乙ちらから「今年もどうだー』と会社に電話する。すると r5 -6人欲し
いなーJと返事がくる。こちらから(人を)探しまわることはしなし、。出稼であぶれた人が向うから頼

みにくる。仕事のことを説明して(話が)合えば一緒に行く。」

さて，第E期出稼開始層では，新たな 2つの就労経路が形成される。すなわち，一方で職業

安定所を介して，いずれの就労グループにも所属せず，単身就労を行なう出稼者が2名現われ，

図2-2 就労グループ系統

仰閏組系統労グループ T 7 ーヌピ吊
恥tヴfクソレーー 7' 内田工務庖系統労グループ

A控al

B嬢"量
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他方で Tフーズ系という新たな就労グループ系統を結成して，これを子づるにグループ就労を

行なう出稼者が4名あらわれたのである。そして，このTフーズ系グループは同じ就労グ‘ループで

あっても，第E期出稼開始層の結成した柳田組系・内田工務庖系のそれとは，異なる特質を有し

ている。すなわち第 1，と，就労前の労働条件に関する交渉を，リーダーと事業体の個別交渉任せ

にせず，職業安定所を介する乙とによって，賃金不払等の事故防止に備えており，第2，と，事業

体の側が制度的lζグ司ループ・リーダーを位置づけたり，グループの連絡網を地域的lζ形成したり

することによって，安定的な労働力確保のための機構として就労グループを積極的に組織・編成

しているのであるヘ

*その一端は， Tフース守系グループ・リーダー⑬夫の次の言葉IC示されている。

「当初は，雄勝町の I氏をリーダーとしてTフーズIL出稼を始めたが， 3年後位から，会社の人事部

とも知りあいになったし， r人足りなし、から連れてこいや』という乙とで，自分が地方連絡員になり，
他の人をつれていくようになった。グループには，雄勝郡全体のリーダーがおり，その下iζ，湯沢・雄

勝・羽後・稲川等，各市町IC小グループ・リーダーがいる。このノレートで会社から連絡がくる。」

そして，第IV期出稼開始層になると，そのすべてが，職業安定所を介して単身で就労してい

るのである。

第2項 諸個人の出稼先事業体移動

そして，このような出稼開始時期毎の就労経路の差異は，諸個人の出稼先事業体移動の歩み

にも，大きな差異を刻印している(表 2~2 ・図 2~3 )。

すなわち，まず，第 I期出稼開始層は，毎年，北海道・林業の同一事業体(恵庭営林署)に

出稼し， 4年-5年後lζは，出稼そのものを中止して北海道に定住している。

乙れに対し，第H期出稼開始層は， 11名中 8名が16年間以上にわたって出稼を継続し，その

聞に 5社以上の事業体を，約3年毎l乙転々と渡り歩いて今日に至っているへそして，その中で

も柳田組系グループ員が， 10人-29人規模の建設業事業体のみを移動してきているのに対し，内

田工務自系グループ員の移動は，地域的lとは中部地方と関東地方の聞を，産業的には建設業と製

造業の間を，それぞれ激しく往復しながら進められる中で， 10人-29人規模から， 30人以上のよ

り規模の大きい事業体への移動を伴っているのである。

ホこうした事業体転換はし、うまでもなく，よりましな労働条件(それは，しばしはより高い賃金という

条件に特化されるが)を求めての営みにほかならなし、。しかし，それは結果的には出稼者を現場での労

働に慣れさせず，現場での危険を一層助長することiζなる乙ともある。 20年間の出稼生活の聞に10事業

体を渡り歩いてきた⑩夫の次の言葉は，その乙とを端的に物語っている。「その年，その年で，ワリの

いい方lこ行っていた。仕事IC慣れるまでが苦労。やり方がいろいろ変わる。道具や機械の名前を覚える

のが苦労だし，怪我も心配。仕事を覚えて自信がつけばゆとりも出る。同じ職場に3年位勤めれば大丈

夫。」

第皿期出稼開始層，とりわけ，との期，新たに発生したTフーズ系グループ員と，職業安定

所を介した単身就労者は，第E期出稼開始層とは大きく異なり，事業体移動をほとんど経験せず，

10年間以上にわたって，同ーの事業体に継続的lζ就労している (Tフーズ系グループ員について

は，同系グループ結成以後)。そして，その事業体とは，多くの場合，関東地方に位置する製造業・

運輸業の， 100人以上規模の，きわめて規模の大きい事業体である81 。

最後に，第W期出稼開始層になると 6名中4名が，出稼経験が5年未満と浅いにもかかわら

- 147 -



平j-)主m-ー同;--r野市
竺壬 JJ¥¥JIJLJ217 

川

一

一

ι~rJ弟
弟
一
夫

1
一
⑦
⑨
⑬
一
⑬

T
I
l
l
-
f
t
 

身

一

系

石

市

組

玩
H

刀

車

引

雨|
|
|
ト

寸
l
i
l
-
-「
l

l

一
層
一
層

一
始
一
始

一
関
一
関

一
稼
一
稼

一

山

一

出

川

一

同

第

一

第

表 2-2

2111-H I 
数

8-9社
体

日-7社
事 業

]-3 HT-:-4ぞill111 
数

16-2011 

出稼先事業体の移動

10社以上

③夫⑮夫

一似

ハ
止
夫
一
夫
夫
父
一
夫

一
⑩
⑥
一
⑨
⑬
⑩
一
⑩十ー父⑥

 

⑬夫

弟
弟
弟

l
⑪
⑨
⑫
 夫

ハ
凡
夫

③
⑩
一
⑩
一iv 〈犬⑨1ょ

63ijょ

ií~X 

⑩夫⑩夫@父

⑨夫

⑭長男

@父
⑮夫
②夫
⑩夫
②夫

⑨夫
⑩夫
⑬夫
⑭夫
I1'JX 
⑪夫

富美
⑥父

④長男
⑩夫
⑨長男
⑦夫

①夫
⑨夫

襲撃男

⑥父

夫
夫
夫
父
夫
一
父

⑩
⑬
⑭
⑩
帥
昭
一
②

⑩夫

(空〕長'JJ
{両夫
⑧長男⑦

私
一
似

寸

i
l
l
-
i
J
I
l
l
-
!
i

長

一

長

⑭

一

⑪

T

1

|

 

両
刃
刷
H
m
M

夫

瓦

長

長

市
川
一
⑪
⑨
③

工
裳
↑
一

一
⑥
男
男

夫
長
長

⑨
⑨
③
 

を))く第画期厄該扇面扇寸肩『百日f系

議画期H~縁嗣語層 T 両 HI 組哀þ2)j(

例 11i語系 T⑨父

rU←+でで両者の聞を数年毎IC往復
資料:実態調査より作成

T 7 ース系

(::z ズ系)
IC移行後

単身

T7ーズ系
(~2 ス系
に移行後

第m期lil稼開始同

第W期Hl稼開始wi

-

E
∞
l
 



ず，第E期出稼開始層とは異なり， 2社以上の事業体を渡り歩いてきている。そして，その移動

の仕方は，第E期出稼開始層のそれとも異なり，必ずしもより規模の大きい事業体への移動とはな

っていないのである。

図2-3 出稼先事業体の従業者規模推移

日召手口 (第II期) (第1II期)
30 35 40: 45 

第叩稼開始層|柳叩|…人|

30-49人
@父

10-29人|

弘d|3川上|
100-299人

50-99人

「⑨夫
10-29人

5 -9人

第III期出稼開始層|柳田 |3川上

100-299人

30-99人

10-29人

一阻止
30-299人

単
身川3C口0)人2以9人上

100-299人

30-99人

10-29人

5 -9人

第W期出稼開始層|単 身 |3川上

100-299人

50-99人

30-49人

10-29人

資料:実態調査より作成
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第 3項諸個人の年齢・技能習得と職種移動

さて，乙のような出稼開始時期に基づく諸個人の就労経路，事業体移動のあり方の違いは，

彼等の年齢や技能習得，そして，それらにもとづく出稼先職種の違いによっても基礎づけられて

いる(表2-3)。

まず，第 I期出稼開始層は，すべて20歳未満で，専業=通年出稼を行なっていた。そして，

彼等はその若さを生かした重筋労働者=r伐採夫」として，出稼を行なっていたのである。
第E期出稼開始層は，第 I期出稼開始層とは異なり 11名中7名が30歳以上になってから出

稼を始め，すべて農閑期(11月-4月)に限定した兼業=季節出稼者である。彼等は.r土工」
や「製造工程諸作業員」として，特別の技能・資格を必要としない職種に従事しながら，今日に

至っている91。すなわち，この層の柳田組系グループ員は，一貫して「土工Jとしてのみ出稼を

行ない，内田工務庖系グループ員は「土工」と溶接工・コーム製造工等の「製造工程諸作業員」と

の聞を往復してきているのであるヘ

*一例として，柳田組系グループ・メンバーである⑨夫と，内田工務自系ク、ノレープ・メンバーである⑩

夫の出稼先職種移動をあげておこう。

<柳田組系就労グループ・メンバー⑨夫>

鉄道工業(土工)→柳田組(土工)→三浦建設(土工)→若松築工(土工)→柳田組(土工)→今

西建設(土工)→高泰工務庖(土工)→H建設(土工)

<内田工務自系就労グノレープ・メンバー⑩夫>

内田工務庖(土工)→横浜ゴム(コム製造工)→トヨタ白工(自動車組立工)→大金製作所(自動

車部品製造工)→不二屋製菓(包装工)→佐々木組(土工)→三星化学(色素製造工)→新舗道建

設(土工)→共栄土建(土工)→K産業(ビヤ樽製造工)

第皿期出稼開始層では，様相はやや異なる。すなわち，乙の第E期出稼開始層のうち.Tフー

ズ系グループ員はそのクループ結成以後「土工」を全く経験せず，一貫してノ、ム製造工・包装工

等の「製造工程諸作業員」に従事している。また，職業安定所を介した単身就労者は，すべて，

30歳未満で出稼を開始し，その多くが「フォークリフト運転手J・「トラック運転手」など，一定

の技能・資格を身につけた者に限られているのである。

そして，第W期出稼開始層になると. 6名中4名が30歳未満で、出稼を開始し.しかも彼等は，

「大工」・「トラック運転手」など，一定の技能・資格を生かして出稼を行なっている。

第3節 出稼労働の史的変容とその論理

以上.T部落出身出稼者における出稼労働の史的変容過程を分析してきた。ここでは，出稼

労働の史的変容を貫く内在論理として，次の諸点を指摘しうる。

まず第 1，と.T部落における農民出稼労働のあり方は，日本資本主義の発展諸階梯lこ沿って

きわめて大きな変化をとげてきた。すなわち，戦後日本資本主義の生成=再建期にあたる第 I期

には.T部落出稼者は，北海道の林業「伐採夫Jとしての1名にすぎず，しかも，その1名も農

作業に従事しない専業出稼者であり，数年後lζ他出すべき傍系家族員であった。と乙ろが，高度

経済成長を迎えた第H期になると.T部落でも30歳以上の農業基幹労働力が急速に出稼化し，し

かも，その出稼先は，太平洋ベル卜地帯の10人-29人規模事業体での「土工」へと大きく変化した。

さらに，高度経済成長の第 2局面lζ相応する第E期には，新たに30歳未満の層も出稼化し，そし

nu 
"hu 



出稼者の年齢・職種・生業形態

出稼開始時の年齢 職 種 移 動 出稼以外の生業形態

20歳未満20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60歳以上 伐採夫 士 工
製造工程 トラック・フオー

大工 その他 なし 農 業 農兼業・在宅業諸作業員 クリフト運転手

第 I期出単身⑦弟 ⑦弟

稼開始層 ⑨弟 ⑨弟

⑫弟 ⑫弟 ⑫弟

第H期出 柳田組 ③夫 ⑧父 ③夫⑫父 ⑫父⑮夫←ト⑮夫
稼開始層 系 ⑮夫 ⑫父 ⑬夫⑫父 ⑧父

②夫 ②夫 ③夫

②夫

内田工 ⑩夫 ⑨夫 ⑬夫 ⑩父 ⑪夫 ⑩夫 ⑩夫 ⑬夫
務居系 ⑬夫 ⑨夫 ⑨夫 ⑨夫 ⑨夫

⑬夫 ⑬夫 ⑩父一一一 ⑩父

⑭夫 ⑭夫 ⑩夫←ー ⑩夫

⑩父 ⑩父 ⑪夫 ⑭夫

⑪夫

第E期出 柳田工 ⑬夫 ⑤父 ②父 ⑤父②父 ②父 ⑬夫
稼開始層 系 ⑥父 ⑥父 ⑥父

⑩夫 ⑬夫 ⑤父

Tフー ④長男 ⑬夫 ⑦夫 ④長男一一ト→④長男 ④長男一ー④長男
ズ系 ⑨長男 ⑬夫 ⑬夫 ⑬夫一一一 ⑬夫

⑧長男 ⑦夫一一一 ⑦夫

⑦夫 ⑧長男←ー ⑧長男

単身⑥夫 ①夫 ①夫 ⑥夫 ①夫 ⑬長男
⑬長男 ⑭長男 ⑥夫

第W期出単身③長男 ⑪長男 ③妻 ⑬父 ⑪長男ーナ→⑪長男 ⑤夫 ③妻 ⑨長男一一 ⑨長男③妻
稼開始層 ⑨長男 ⑨長男一ト→⑨長男 ⑩父 ⑪長男一一 ⑪長男

⑤夫 ③長男一一ド③長男 ⑬父 ⑤夫

③長男一一 ③長男

表2-3

l
E
H
l
 

→=前者から後者への移行注)←→=両者の聞を数年毎iζ往復
資料:実態調査より作成



て，その出稼先は300人以上規模事業体での「製造工程諸作業員」へと拡がってくる。そして，

オイル・ショックを経た第W期になると，一方で，比較的規模の大きい事業体で，高齢者を中心

とする雇用制限が強められ，他方で， 30人未満規模の事業体で， rトラック運転手」など，一定
の技能・資格を有した若年層の出稼が再生産されつつある。このような諸事実は， T部落におけ

る出稼労働が何よりもまず，日本資本主義の経済変動，とりわけ，全国労働市場に組み込まれた

出稼労働市場の変動に，深く規定されてきた乙とを物語っている。

とはいえ第2に注意すべき乙とは，このような各階梯毎の出稼労働の変化が，すでに出稼化

していた者が自らの出稼労働のあり方を変化させるという形よりも，むしろ，各階梯の新規出稼

開始者によって創り出されてきた，ということである。すなわち，第E期における「土工」出稼

の発生・増加は，第 I期出稼開始層の「伐採夫J出稼者の職種転換によってではなく，第E期の

新たな出稼開始層によって担われていた。また，第E期における300人以上規模の製造業事業体

への就労の発生・増加も，第H期出稼開始層の事業体転換より，むしろ，第皿期比新たに出稼を

開始した層によってもたらされている。そして，第W期における出稼者の技能・資格の習得も，

主要には，第H期や第E期の出稼開始層が，その長い出稼経験の中で蓄積してきたものではなく，

第W期の不況下lζ新たな出稼を開始せざるを得なかった層によって担われていたのである。乙の

ように，出稼労働の変容がつねに新規出稼開始層によって担われてきたという事実は，出稼者諸

個人の側から捉え返すならば，日本資本主義の如何なる発展階梯l乙出稼化せざるを得なかったの

か，という乙とが，彼のその後の出稼歴の歩みの総体をも，深く規定しているということを意味

している。

しかも第3，乙，乙うした各時期出稼開始層の出稼歴をより詳しくみるならば，彼等の出稼就

労経路の違いや技能習得の違いが，きわめて大きな意味をも勺てたちあらわれてくる。すなわち，

第E期出稼開始層はL、ずれも，特別の技能・資格を必要としない職種に従事しているが，その中

でも，柳田組系グループ員と内田工務居系グループ員の出稼歴は，異なる特質をもち，前者が

「土工」として10人-29人規模の事業体を渡り歩いてきているのに対し，後者は「土工」と「製

造工程諸作業員」との聞を往復しながら，徐々に，より大規模な事業体に移動してきているので

ある。また，第E期・第町期の出稼開始層においても，特別の技能・資格を有しない出稼者と，

有する出稼者の出稼歴は大きく異なり，前者がTフーズ系グループlζ属し， r製造工程諸作業員」
としてグループ就労しているのに対し，後者は職業安定所を介して単身で， rトラック運転手」
「大工」などとして就労している。このように，諸個人の出稼歴の歩みは，最も基底的lとは，彼

の出稼開始時期の違いにもとついて大きく異なっているが，同時期lと出稼を開始した者の中でも，

就労グループをはじめとする社会関係や，彼等自身の技能・資格習得のあり方によって，多様な

変化をとげざるを得ないのである。

ところで，以上の如き各階梯毎の出稼労働の変容，及び，諸個人の出稼歴の歩みの相異は，

それらの帰結として，現段階の出稼労働のあり方にも，一定の共通性と相異性を刻印せざるを得

ない。そこで，次章では，現段階における出稼労働実態lζ分析を進めよう。

注

1)出稼経験者31名のうちには，現在は既lζT部落を他出した2名，死亡した2名，そして， T部落に在住

しているが出稼を中止している8名が含まれている。 31名の内訳は，男性が30名，女性が 1名と圧倒的

に男性が多い。

2) T部落において戦前出稼がみられなかったのは，戦前の湯沢地域で，酒造や製糸業が隆盛を見ており，
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むしろ出稼の吸収地帯であった乙と，また， T部落でも湯沢の製糸業を背景とした養蚕経営が各農家で
営まれており，多量の労働力を必要としていたとと等にもとづいていると恩われる。

3)ζ うした北海道の林業出稼の実態については 野添憲治『出稼ぎ』三省堂新書 0968年)等が詳しい。

4)乙うした動向は，全国的な出稼の動向とほぼ軌をーにしている。すなわち，全国的にも出稼の第lのピー

クは東京オリンピ yク前年の建設ブームにあり， 30万人(農林省把握)の出稼者が生み出されているの

である。また，その出稼就労先が建設業に集中するととについて，山下雄三『出稼の社会学J図書刊行

会 0978年)は，土木・建設業の現場組織が工事毎iζ編成され，臨時の最小限の規模で運営される乙と

(187ページ)，作業の主要部分の機械化は進み得ても，配管・配電工事・型枠作業・足場組立作業等の

補助労働部門は，合理化がむずかしく 091ページ)，依然として労働集約型産業としての性格が「季

節的」で「不熟練Jな出稼者を受け入れる素地をなしている乙とを指摘している。

5)乙うした第W期の動向もやはり，全国的な出稼の変化と軌をーにしている。すなわち，出稼の第2のピー

クは第1次減反が強行された45年からオイノレ・ショックに至る48年であり，乙の期，再び全国的1;::30万

人以上(農林省把握)が出稼を行なったのである。また，特lζ大規模な製造業事業体での出稼者の活用

の背景lζづいて，美崎崎氏はすでに:述べたように『現代労働市場論J，農山村文化協会(1979年)にお

いて，出稼者が景気変動K応じた雇用調節弁として活用されるのみならず，新卒者採用以前の谷聞を埋

める意味でも有効に活用されうること，そして技術革新に伴う単純労働分野の拡大に相即したものであ

る乙とを明らかにしている。

6)オイル・ショック以降，全国的にも出稼が急減しつつある乙とはし、うまでもなし、。そして，そ ζでの出

稼労働の実態は十全には明らかにされていないが，より小規模な事業体への集中，一定の技能の習得と

いう傾向は，秋田県全体の出稼者の動向とも一致している(秋田県出稼対策室資料)。

7)ζ うした就労グループの構成原理は未だ明らかにされていなL、。事例的にみるならば，あるグループは，

T部落の⑬夫をリーダーにその部落内の親戚=3名.部落外では，以前に同じグループで出稼をした人

の親戚=2名，地元の在宅兼業先で知り合いになった人とその知人=4名，リーターの親戚の学校時代

の同級生=1名の合計12名からなっており，また，他のグループはT部落⑧父をリーダーに部落内の親

戚l名，部落外iこ住む1)ーダーの弟1名の計3名から成っている。乙のように，様々な形でのインフォー

マノレな社会関係によって就労グループは織成されているわけである。そして，特に部落内に限定してみ

ると，就労グループは，親戚，とりわけ同族のつながりを生かして形作られている場合が多い。

8)ζ うした100人以上規模の製造業事業体の労働現場では，徹底した労務管理と労働強化が実施されてい

fこ。次の事例はその一端を示している。「日産自動車追浜工場で車体組立をやった。内装と，ボディと

シャーシのドッキング。流れ作業lζ慣れるのが大変で2-3年かかる。ひとつの部品をつけるのに必要

な時聞を計られ，それをコンベアーの流れるスピードの3分の2にする。 1週間交代で半分は夜勤。出

稼の人にも勤務評定があり，長くいるようになると，出稼の人でも『うちの会社』と言ったり『日産の

車を買う』と言うようになる。J(⑦夫)

9)乙れら第E期出稼開始層は，全員が「土工」を経験していると乙ろに，他の時期の出稼開始層と異なる

ひとつの特徴がある。彼等の「土工」としての出稼はきわめて危険なものであり，以下の言葉はその一

端を示している、「熊谷組の下請で，大学体育館や病院の改築工事をしていた。資材のコンクリートが

落下してきて頑を3針ぬった乙とがある。乙れで10カ月通院した。J(③夫)I道路工事が多くなり，夜

間作業が増えた。夜，酔っ払し、や車が(現場の)バリケードlζ突っ込んで来た乙ともある。穴の中で一

緒に仕事をしていた兄が怪我をした。J(⑩夫)Iビル工事の時は， 30何階にのぼって仕事をした。風が

吹くと，もう金はいらないと思った。隆道堀りの時は危険だったけど， 1日12時間労働だったから稼げ

た。J(⑨夫)
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第3章 T部落における出稼労働の現状

本章では，前章で行なった出稼労働変容の史的文脈lと関する分析をふまえ，その帰結として

の出稼労働の現段階的特質を明らかにする。その際， T部落において，昭和56年秋から57年春に

かけて出稼を行なった19名全員を分析対象とし，彼等の出稼開始時期と，それにもとづく出稼就

労経路の差異を分析の基軸として，第 11<::出稼先事業体の特質と，そ乙で出稼者が従事する職種，

第 21と彼等をめぐる労働諸条件とその受けとめ方，そして第 31<::，出稼先で形成される諸社会関

のあり方の諸相を明らかにしてし、く。

第1節 出稼先事業体と出稼者の臓種

まず，はじめに指摘しておくべきことは，前章でみた諸個人の出稼歴の歩みの，いわば，必

然的な帰結として，現在の出稼先事業体1)や，そこでの諸個人の職種のあり方も，彼自身の出稼

開始時期，及び就労経路の違いにもとづいて，きわめて多様なものにならざるを得ないというと

とである(表 3-1)。

すなわち，第E期出稼開始層を中心とする柳田組系グループ員は，現在も10人-29人規模の

建設業事業体2)で「土工戸として就労しており，内田工務居系グループ員は，それよりもやや大

表3-1 事業体と職種

グノレーフ。 クノレーフ
所在地 従(う業ち員出稼規者模) Y請E・別下 業務内容 出稼者 職 種

系統名 事業体名

柳田組系 Y建設 埼玉 16 (1 J) フE 道路工事 ⑮夫 土工

②夫 土工

⑬夫 土工

i
S建設 静岡 20 (3 ) 下・元 新幹線の地震対策工 ⑫父 土工

事 ⑥父 土工

H建設 東京 25 (20) 下 下水工事・道路工事 ⑨夫 土工

内田工務庖系 K資材 東京 70 (50) JC 型枠製造 ③夫 合板工

K産業 神奈川 200 (JJ) 下 流し台・ビヤ僧製造 ⑩夫 ビヤ樽製造工

K工務后 神奈川 40 (不明)下・元 下水工事・宅地造成 ⑬父 土工
寸

Tフーズ系 Tフーズ 埼玉 1. 000 (80) JC ノ、ム製造 ⑬夫 ノ、ム製造工

⑬夫 包装工

④長男 冷凍庫内品揃え

⑧長男 ハム製造工・販売員

単身就労 Yパン 東京 1. 000 (430) JC パン製造 ①夫 包装工

A家具 東京 8 (不明)フE 家具卸売 ⑥夫 トラック運転手

K運輸 宮城 100 (不明)フE 運輸・貨物運送 ⑬長男 トラック運転手

M運輸 東京 120 (80) JC 委託倉庫・一時預り ⑬長男 フォークリフト運転手

A鐙設 東京 15 ( 0 ) 下 建築 ⑤夫 大工

M建設 東京 20 C!5) 下 土建 ⑨長男 ダンプ運転手
L-.. 

資料:実態調査より作成
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表3-2 @父(=土工)の作業内容 日(時間)

コンクリ打 足場働け 運 搬
山壁削り 型枠大工 鉄接筋工・溶一 土 工 雑残物整役埋 その他ノてラシ 木根取り 手元 手冗

11月 6 ( 33) 4 ( 17) 6 ( 18) 1 ( 18) 3 ( 10) 2 ( 6) 

12月 6 ( 23) 20(06) 2 ( 13) 2 ( 13) 7 ( 37) 2 ( 8) J( 4) 

1月 7 ( 44) !( 4) 1 ( 4) J( 4) 4 ( 28) 1 ( 4) 3 ( 16) 

2月 5 ( 25) 4 ( 16) J( 8) J( 4) 1 ( 4) 5 ( 37) 3 ( 12) 5 ( 33) 

3月 10 ( 52) 4 ( 20) 6 ( 40) 1 ( 4) 2 ( 8) 10 ( 52) 1 ( 8) 1 ( 8) 5 ( 28) 

4月 5 ( 26) J( 5) !( 4) 7 ( 30) 

Z十 39 (203) 34 (68) 17 ( 87) 6 ( 33) 7 ( 40) 22 (126) 4 ( 20) 14 ( 60) 16 ( 87) 

資料・⑧父の出稼日誌より作成

きい40人-70人規模の製造業・建設業事業体で「製造工程諸作業員J(合板工・ビヤ樽製造工)

や「土IJとして働いている。乙れに対し第皿出稼開始層から成るTフーズ系クソレープ員は，

1000名規模の製造業事業体で， r製造工程諸作業員J(ハム製造工・包装工等)として就労して
おり，そして第E期・第W期出稼開始層である単身就労者は，運輸業・卸売業・建設業など，多

様な業種と規模の事業体で「トラック運転手」・「フォークリフト運転手J・「大工Jなど，一

定の技能・資格を必要とする職種に就いているのである。

*もとより，一口に土工といっても日々の具体的な作業内容は，現場により，また，工事の進展状況に

より多様である。例えば，⑧父は土工であるが，コンクリート打ち (203時間)，足場働け，パラシ 068

時間)，鉄筋工手元(126時間)をはじめ，きわめて多種多様な作業l乙従事している(表3-2)。一方，

製造工程諸作業の内容も多岐にわたる。しかし，乙れらに共通しているのは，単身就労者の職種とは対

照的に，いずれも特別の技術・資格を必要としない作業内容にほかならない乙とである。

第2節 労働諸条件とその受けとめ方

さて，以上のような出稼開始時期・就労経路の違いにもとづく，事業体や職種の差異は，当

然にも，出稼者諸個人をめぐる労働諸条件，及び，その受けとめ方にも大きな差異を刻印せざる

を得ない。

第 1項賃金とその使用法

まず，賃金とその使用法についてみてい ζ う(表 3-3)。出稼者の賃金形態は，そのほと

んどが日給月給制約で，ごく一部lζ日給制や請負給制がみられる。そして，賃金額についてみる

と，第H期出稼開始層を中心とする柳田組系・内田工務庖系グループ員の手取月収は18万円-20

万円強である。ただし，この中で「土工」の基本日給は7，500-10，000円，手取月収は20万円強

で， r製造工程諸作業員」のそれらを上回っている。
そして，第E期出稼開始層を中心とするTフーズ系クーループ員は， r製造工程諸作業員」で

あるにもかかわらず，したがってまた，基本日給 (7，100円)や手取月収 08万円-20万円)は

それほど高くないにもかかわらず，出稼期聞を通してみれば，第皿期出稼開始層の「土工」と同

レベノレの手取収入を事実上確保している。というのは，彼等には毎月の賃金の他に，就労前の仕

度金4万円，正月時のボーナス 6万円，帰郷時の慰労金4万円が支給されるからである。

これらに対し，第E期・第W期の出稼開始層である単身就労者では，その多くが27万円-30
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賃金とその使用法

グルーフ系統 事業体 出稼者 職 種 賃金形態 基本日給(円) 月収(万円) 食費(円/日) 家への送金(万円)

柳田組系 Y建設 ⑮夫 土工 日給月給・請負給 7. 500-10. 000 20強 1. 500 13-15 

②夫 土工 日給月給・請負給 7.500-10.000 22-23 1. 500 まとめてもって帰る(月平均15)

⑬夫 土工 日給月給・請負給 . 7.500-10.000 20強 1. 500 まとめてもって帰る(月平均15)

S建設 ⑩父 土工 日給月給 8. 500 22-23 500 10.最後に30まとめて

⑥父 土工 日給月給 8.500 17-18 500 15 

H建設 ⑨夫 土工 日給 8.500 25 1. 000 19 

内田工務応系 K工務自 ⑩父 土工 日給月給 8.500 13-20 15 

N資材 ③夫 合板工 日給月給 6.000 18 700 18 

K産業 ⑩夫 ビヤ樽製造工 i 日給月給 7.000 18 400 15 

T フーズ系 Tフーズ ⑬夫 ノ、ム製造工 日給月給 7.100 20 250 

γP) ⑬夫 包装工 日給月給 7.1∞ 18 250 15 仕度金4万円

④長男 冷凍庫内品ぞろえ 日給月給 7.100 20 250 10 ボーナス 6万

⑧長男 ハム製造工・対面販売 日給月給 7. 100 20 250 10 慰労金4万金

単身就労 Yノfン ①夫 包装工 日給月給 6. 700 17-18 450 10 

A家具 ⑥夫 トラック運転手 日給月給 (外食)

K運輸 ⑬長男 トラック運転手 日給月給 7.000 30 (外食)

M運輸 ⑬長男 フォークリフト運転手 日給月給 6.400 30 (外食) O 

A建築 ⑤夫 大工 日給月給・請負給 10.000-12.000 27-30 1. 500 12-13 

Mi主設 ⑨長男 ダンプ運転手 日給月給 8.500 27-30 1.200 20 

表 3-3

-
H
E
1
 

資料:実態調査より作成



万円ときわめて高い手取月収を確保している。そして， ζのうち建設業事業体で就労する「大

工」・「トラック運転手Jでは，基本日給それ自体が8.500円-12.000円と高いのに対し，運輸業

事業体で就労する「フォークリフト運転手J・「トラック運転手」の基本日給は6，400-6.700円

と低く，後者は後述する残業・時間外労働の多さで，高い手取月収を支えているのである。

さて，こうした賃金収入の中から，何よりもまず，出稼の「必要経費Jが支出される。すな

わち，出稼先での食費・布団代・暖房費等々 41である。これらは，その日々の仕事の有無にかか

わりなく確実に出稼者の出費とならざるを得なL、。特に，食費として会社や寮に支払われる金額

は一般に基本給の高い産業ほど高くなり，製造業では 1カ月7.500円-20.000円であるのに対

し，建設業では20.000円-47.000円に達している。なお，運輸業の場合，外食となるため，毎月

40.000-50， 000円の食費が支払われている。そして，これらの「必要経費Jを手取収入から差し

引くならば，出稼者の手元lと残るのは，第E期出稼開始層を中心とする柳田組系・内田工務居系

グループ員では，毎月約16万円-17万円，第E期出稼開始層から成るTフーズ系グループ員では，

毎月16万円-17万円プラス ボーナスその他の手当，そして，第E期・第W期出稼開始層である

単身就労者では，毎月約20万円-25万円となるのである。

そして， ζうした残金の中から，郷里への送金がなされる。第E期出稼開始層を中心とする

柳田組系・内田工務庖系グループ員は 毎月15万円前後すなわち 残金のほとんどすべてを送

金している。乙れに対して，第皿期以降の出稼開始層を中心とするTフース系グループ員，及び，

単身就労者の送金は，毎月10万円前後とやや少なく，出稼先で乗用車やステレオ，最新のジャズ

レコードなどが自由裁量にもとづいて購入されている。いわば，第H期出稼開始層が郷里に少し

でも多額の金を送るために. I必要経費」以外の出費を極力きりつめた出稼生活を送っているの

に対し，第皿期以降の出稼開始層では，出稼先で手取収入の 3分の 1程度を自由裁量で使うこと

を前提に，より多額の手取収入そのものを直接的に追求する志向性が色濃くみられるのである。

第2項残業と休日出動

このような志向性の相異は，彼等の時間外労働の状況，及び それに対する出稼者自身の態

度においてもみてとれる(表3-4)。

すなわち，第H期出稼開始!曹を中心とする柳田組系・内田 E務庖系グループ員では， 1カ月

の平均残業時聞は，多くの場合50時間以下と比較的少なくなっている旬。しかし， ζれは，彼等

が，より長時間にわたる残業を望んでいなL、からでは決してない。不況で仕事自体が減少し，特

別の技能・資格ももたず，比較的小規模の!事業体で就労する彼等は，自ら希望するだけの残業を

行ない得ていないのである*。そのことは，こうした第E期出稼開始層の多くが「残業の少なさJ

を，職場での最大の問題点として指摘していることに端的に示されている。そして，このように

残業による子取収入額向上が困難な中で，郷里への一定の送金を前提とする以上，彼等第E期出

稼開始層は，可能な限り，出稼先での出費をきりつめざるを得ないのである。

*特iζ，建設業事業体において仕事が少なくなるのは， 3月下旬から 4月にかけてであり，これは出稼

期間の最終盤と一致する。乙の時期lζ特に仕事が減るのは，不況下で，公共事業の比重が増大し，乙れ

は， 3月中旬までに工事を完了させる必要があるためである。仕事が途切れても，出稼者は，雇用保険

受給の条件を満たすために出稼先にとどまらざるを得ず，例えば@父は社長の家の建設や，会社のトラソ

クの手入れなどをしてしのいできたという状況である。

乙れに対し， 1， 000名規模の事業体で就労するTフース、系クソレープ員，特定の技能・資格を
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図3-1 出稼先での労働・生活時間

8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3o 0 30 0 0 15 0 0 0 15 0 3ゆ o 0 

+↑ t 1 t  t t t . t  t t t 
-ー起朝事 仕 在仕 昼 仕 存仕 帰婦人両食酒・話・T 就一一
床食を 事ニ事 食 事こ事 社宅浴11<¥'事 V

位3 グ》 グ ・ー

7 77 」」事
現場によって移動時間ちが
うので出る時間・朝食の時 11 現場内達さによって
聞はいろいろ。現場遠けれ 現場1':よって一服休みのあるところとないところがある 帰宅時間もいろいろ。
1;1' 6 : 30ころ出る 」

(道路規制の時)
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 
3o 0 0 0 3ゆ o 30 

一一一一一一J ↑ t t ↑ ↑ + 
仕 帰 入(食酒 就一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー起 食 翠 仕
事宅浴洗事寝 床事 5

濯
る

11 

11 10 

6 
⑬父

7 8 9 10 11 
0 

下
------ ~朝"!" 1-.1... 円 、比 伸 lム 円、 食 風 T 就
床食品 事 み 事み 事み事福 事呂 V 寝

る る

(夜

①夫
ー
同
盟
ー

6 
30 

仕 44 ↑↑
ー一一一起 仕

事 寝 床事

5 4 3 2 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

11 5 6 7 8 9 10 11 12 
030  0 0 

⑪長男 t t t t 

起朝時 仕 休 仕
床撞聞 事 み 事(車が入ってきたら休めない。入ってこなければいつでも休み)

べな
る L

資料:実態調査より作成

10 9 8 7 6 4 3 



第3-4 休日出動と残業

グループ系統 事業体 出稼者 休日形態 休日出動 定時労間働時間(時)
早(時出残間業) 職場きで一番題
大な問

柳田組系 Y建設 ⑮夫 第 1・3日曜 雨天振替え 8 25 仕事なくなる

②夫 第 1・3日曜 雨天娠替え 8 25 仕事なくなる

⑬夫 第 1・3日曜 雨天振替え 8 25 仕事なくなる

S建設 ⑧父 第 1・3日曜 雨天振替え 8 10以上 仕事減っている

⑥父 日曜 雨天振替え 8 20-35 ない

H建設 ⑨夫 第 1・3日曜 雨天振替え 8 40 仕事少ない

内田工務庖系 K工務庖 ⑬父 第 1・3日曜 雨天振替え 8 いろいろ なし

N資材 ③夫 日曜 4-5日/月 8 50 なし

K産業 ⑬夫 日曜 3日/月 8 30 なし

Tフーズ系 Tフーズ⑬夫 日曜 2-3日/月 7.5 80-90 なし

⑬夫 日曜 2日/月 7.5 80-90 正社員とのトラブノレ

④長男 木・臼曜で編週休 2-3日/月 7.5 100 なし

⑧長男 木曜 1-3日/月 7.5 70-90 なし

単身就労 Yノfン ①夫 火曜 なし 8 50 なし

A家具 ⑥夫

K運輸 ⑭長男

M運輸 ⑬長男 週1日 1-3日/月 8 100-160 食費支給されない

A建築 ③夫 第 1・3日曜 雨天振替え 8 なし

M建設 ⑨長男 第 l・3日曜 |雨天振替え 8 50 なし

資料;実態調査より作成

有する単身就労者など，第E期以降の出稼開始層では，きわめて長時間にわたる時間外労働が

「自発的」になされている。すなわち，彼等の 1カ月の平均残業時間は70時間-160時間にも達

し，しかも，その残業は「昼夜2交代制J(①夫)， I断片的な仮眠時間を除してすべて労働時間J

(⑬長男)など，きわめて不規則な就労を含んでいる(図3← 1)。また，彼等の多くは，週 1

日の定休日にも可能な限り休日出動をしており，現実の休日は 1カ月に 1日-2日におさえてい

る。ことには，彼等が大規模な事業体に就労したり，特定の技能・資格を身につけたりする乙と

を基礎に「自発的」な労働強化を可能とし，それを通じて，より多額の手取現金収入を追求して

いる姿が浮き彫りになる。そして，乙のような「自発的」な労働強化が，出稼者の健康破壊と，

紙一重のところでなされているということは，改めていうまでもあるまいヘ

*長時間労働に伴う過労・健康破壊の例には枚挙i口、とまがないが，ここではさしあたり⑪長男の言葉

を掲げておこう。 i(残業は)強制ではないからやらなくてもいいけど，出稼は季節だから 1日8時間な

んて考えないで，何んほでも稼ごう(と考える)。この乙ろは，だいたい月に100-160時間位残業し

ますね。 3-4時間寝れば何とかなるし。戟食は食べる余絡ないし 昼・夜も何時に食うということは

ない。腹が減ったら出前を取って食う。休日も 1月に 1日位。体の負担は慣れれば全くねえですね。機

械(フォークリフト)が動くんだから。それでも精神的にはくたびれる。機械に乗ってるから寝不足は

危い。それに，不規則だから胃かいようになって 1年間入院しました。」
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第3項職業安定所と社会保険

そして，以上のような出稼先労働諸条件及び，その受けとめ方の相異は職業安定所や社会保

険など，公的な保障機関・制度への関わり方にも大きな違いをもたらさざるを得ない(表3-5)。

まず.r必要経費J以外の出費を極力きりつめる第E期出稼開始層，すなわち，柳田組系・
内田工務庖系グループ員は，その掛け金を引かれる乙とを嫌い，厚生年金や健康保険に加入して

いない6)。また，労災保険をかけていない事業体に就労している者も 4名みられる。そして，乙

うした彼等の多くは.'職業安定所を全く介さず，グループ・リーダーの縁故で就労しているのであ

る*。

*柳田組系クソレープ員のうち 3名は，第H期出稼開始層でありながら，職安を介して就労している。し

かしながら，乙れは今年度初めてみられた現象である。彼等は昨年まで職安を介さず，グループ・リー

ターの縁故でS建設に就労していたが，乙れが賃金不払し、を出した上，倒産し，今年新たな出稼先を求

めさるf与す，職安lζ赴いたものである。

これに対し，健康破壊を伴った「自発的J労働強化に自らを追い込んでいる第E期以降の出

稼開始層，すなわち.Tフーズ系グループ員や単身就労者は，そのほとんどが職業安定所を通し，

また，厚生年金や健康保険にも積極的に加入するなど，公的な保障の存在を重視している。彼等

表3-5 職業安定所経由と社会保険加入状況

グループ リーダー
グノレ
結事手業体と

出稼者I年齢 l1賠有無訴
保険加入状況

グルーフ。系統 ーフ。 びっく
雇保用険労保災険厚年生金健保康険 国康民保健険名 出身地

人数 づる

柳田組系 Y建設 山田地区 10人 職安 ⑮夫 45 O 。X × O O 
②夫 40 O 。× × × × 

⑬夫 45 O O × × 

S建設 T部落 3人 リーダー ⑧父 64 × O O × × O 
⑥父 69 × O O × 。× 

H建設 山田地区 6人 リーター ⑨夫 53 × 。O × × O 
内田工務庖系 N資材 平鹿町 40人 リーダー ③夫 53 × O O O × × 

K産業 山団地区 10人 リーダー ⑩夫 68 × 。O × × × 

K工務庖 羽後町 40人 リーダー ⑩父 48 × 。× × × × 

Tフーズ系 Tフーズ T部落 12人 リーダー ⑬夫 52 O 。O 。O × 
⑩夫 52 O 。O O O × 
④長男 28 O 。O O O × 
⑧長男 27 O 。O O O × 

単身就労~ ~ レ/職安 ①夫 40 。。O O O × 
ど/三/三~ 1/ 姉の嫁ぎ先 ⑥夫 27 × 

~ / 職安 ⑭長男 29 O 

~ どイどイ職安 ⑬長男 26 O O 。O O × 

ヒ三~ / 
職安 ⑤夫 27 O O 

ど~どイ職安 ⑨長男 23 O 。O O × O 
資料:実態調査より作成
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第E期以降の出稼開始層で.r必要経費J以外の出費が多かった乙との一端は，乙うした社会保
険の掛け金の支出の多さに裏づけられていたといえよう。

第3節 出稼先での諸組織・社会関係

と乙ろで，以上みてきたような出稼開始時期・就労経路にもとづく出稼労働一生活上の相巽

は，彼等出稼者が出稼先でとり結ぶ諸社会関係のあり方にも，大きな差異を刻印している。

第1項 労働現場組織における出稼者

まず，労働現場組織についてみていこう(表 3-6)。

第E期出稼開始層を中心とする柳田組系・内田工務居系グmループ員は，いずれも，その就労

クソレープとは無関係に編成される労働現場組織で，常雇労働者=班長・現場監管の指示の下で働

いている。すなわち，彼等が「土工」として就労する建設業労働現場では，その現場チームは，

工事の進行状況や現場の規模に応じて，臼々再編成され，きわめて流動的である。そして，その

現場チームの中で常雇労働者は，監督と若干の技術者(測量技士・型枠大工等)に限られており，

チームの大半が出稼者lζよって構成されている。したがって，個々の出稼者は，労働現場では不

特定多数の出稼者と接する機会は多いが，特定の出稼者と恒常的に同じ現場チームになる乙とは

少ないのである。他方，彼等第H期出稼開始層のうち「製造工程諸作業員Jが就労している製造

業労働現場では，現場チームは生産工程毎lと固定しているが，そのチームの大半は常雇労働者に

よって構成されており，出稼者は，常雇労働者二班長の指示の下，他の多数の常雇労働者と同様

lと， ビヤ樽製造などの生産ラインに配属されている。従って，個々の出稼者は労働現場において

は，他の出稼者と接する機会そのものが少ないのであるヘ

*乙の乙とは，就労グルーフ。が建設業・製造業を問わず，労働現場チームとしては機能していないこと

を示している。すなわち，建設業の労働現場チームはきわめて流動的に再編され，製造業の労働現場で

は固定的な複数の現場チームに 1-2名ずつ出稼者が配属されるため 同じ就労クループのメンバーも

分散されるのである。したがって，建設業の現場で仕事の段取りを監督に代わって出稼者が指示する際

も，指示者は必ずしもグループ・リーダーであるとは限らない71。

そして，第皿期出稼開始層からなるTフーズ系グループ員が就労する製造業労働現場では，

第H期出稼開始層のそれと同様，その現場チームは就労グループとは無関係iU主産工程毎に編成

され，その各チームに出稼者は 1名-2名ずつ配属されている。しかしながら，このTフーズ系

クループ員は前述のように，すでに10年間以上にわたって同ーの事業体に就労してきており，い

わば，多くの常雇労働者よりもベテランである。そこで，彼等の多くは. 1名-3名の小規模な

労働現場を任され，そ乙の責任者とされたり，また. 4月に新入社員lζ仕事を引き継ぐ際の教育

係lζ指名されたりしている。

これらに対して，第皿期以降の出稼開始層である単身就労者の就労先=卸売業・運輸業・建

設業の労働現場についてみると，それらの現場チームは，ほぼ固定した2名-3名からなり，し

かも，それらはすべて出稼者のみからなっている。したがって，彼等は現実の労働現場では，常

雇労働者とはほとんど接触せず，また，単身就労であるにもかかわらず，特定の出稼者と日常的

に接触する機会は最も多いのである。
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現場チームと就労グループ

グノレープ系統 事業体
現場チー

(詰長)!チーム編成 班 長 現場チ ムと就労グループの関係
ム人数

柳田組系 Y建設 4-8 3-7 現場毎K編成 現場監督は常雇。実際の段取りは出稼 現場チームが流動的であるため、出稼グノレ←プと必ずしも一致し
者がやることもある。その時、班長はグ ない。 10人必要な現場だと、クループの者が同時に入るとともあ
|ノレープのリーターとは限らなL、。 るが、小さい現場の時は、 2-3現場IC分かれる。複数の就労グ

ループのHI稼者がi司じ現場で働く乙ともたまにある。

S建設 10-30 3 -10 現場毎に編成 班長は本雇。実際の段取りは、下請の 実際IC行く現場は、同じ出稼グループでもばらばら。例えば⑩父
山下組の事務員(本雇)が、朝、指示がS建設直轄の仕事に出て、あとの 2人は組関係の仕事K出ると

する。 か。

H建設 1-50 1 -49 現場毎に編成 現場監督は本雇。現場が大きいときは 言葉使いが同じ方がいL、から。仕事iζ慣れていない人は、同じ
出稼者が現場監督をやる乙ともある。 出稼グループの人と一緒の現場にする O 仕事のできる人は、グノレ

そのときは本雇の人が仕事のできる人 ープIC関わりなく、自由IC動かされる。大体正月まではグループ
を指名する。出稼グループのリーダと で、その後は、ぱらぱら。 fこ、から正月以後は別の出稼グノレープの
は限らなL、。 人と同じ現場になる ζともある O

内田工務庖系 K工務庖 14-15 ほとんど現場毎IC編成 監督は高校や大学を出た本雇の人で 7一致しない。同じグループでも現場は別。
人いる O あとの人もだいたい仕事の段

取りは知っている。

N資材 3-4 2 ドライヤ一部門 工程毎の本雇が班長 グループのうち 2人がドライヤ一部門。

K産業 10 ビヤ樽製造ライン 班長は正社員

Tフーズ系 Tフーズ 30 食肉加工部門 班長は本雇 出稼クツレープ30人のうち、 20人は販売の方にいき、 l人が冷凍、

30 包装部門 班長は本雇。新入社員の教育係は⑬夫
残りは製造。各部所(現場)は、もっと細かく分かれるので、結

局、グループはばらばら。
冷凍部門 連絡をとる人は決まっているが、長はいない

3 販売部門 ⑧長男。部長ICrあんたに任せるから
社員たのむよ|と言われ、 2人位使っ
た。自分の立場を考えると、いゃな乙と

も先IC立ってやった。

単身就労 Yパ「ン 10 ド ナツ整形部門班長は本雇

M運輸 3 3 倉庫内荷物整理 特IC班長はいない

A建築 1 -5 1-5 現場毎iと編成 班長は出稼者の大工

M建設 2 2 資材運搬 特lζ班長はいない

A家具 1-2 1 -2 家具運搬 特に班長はいない

表3-6

E

N

l
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第 2項 常雇労働者・労働組合との関係

さて，以上の如く第H期・第皿期の出稼開始層であるグループ就労者は，現実の労働現場で

常雇労働者と日々接触しているのに対し，第皿期・第町期出稼開始層からなる単身就労者は，ほ

とんど接触していない。そして，こうした中で第E期・第E期のグループ就労者では，前節でみ

た「自発的」な労働強化への志向に基づき，常雇労働者との聞に残業時聞をめぐる対立や，賃金

額をめぐる反発がもたらされているヘ乙れに対し，第E期・第W期の出稼開始層からなる単身

就労者では，そうした対立・反発は表面化していない。

市そうした対立・反発の一端は次の諸事例lこ端的にうかがえる。

「本雇は休日をよくとる。(本雇K)合わせていられないのでその時は出稼者だけでやる。ふだんで

も監督は早く帰りたし、から早く行乙う，早く行こうと言う。私らはもっとやりたい，やりたいと言う。」

(([夫)

「本雇は週休2日だし。本雇もたまに休日出動もあるが，それも交代でやるから l人当りの休日出動

は出稼者に比べて少ない。出稼』ζは有休がないし，祭日も休日でなL、。残業も30時間位出稼者の方が多

い。それで同じ年代の正社員と比べるとこっちの万が給料がいい。へんな目でみられる。J(⑧長男)

また，労働組合への関わり方についても各時期出稼開始層では，微妙な違いがみてとれる

(表3-7)。すなわち，出稼者は一般に労働組合への加入を認められてなく，また，出稼者の

側でも「組合費をとられるJi残業を制限するj等の理由で，労働組合の必要を認めていない。

そして，こうした傾向が特に顕著にみられるのは，第E期・第E期の出稼開始層からなるグルー

表3-7 労働組合との関係

グ‘ノレープ系統 事業体 出稼者 労働組合の有無 労働組合への加入 労働組合は必要か

柳田組系 Y建設 ⑮夫 × × ム
②夫 × × × 

⑬夫 × × × 

S建設 ⑧夫 × × × 

⑥父 × × × 

H建設 ⑨夫 × × × 

内田工務居系 K工務庖 ⑩父 × × ム

N資材 ③夫 。 〉ぺ ム

K産業 ⑩夫 O × × 

T フーズ系 Tフーズ ⑬夫 O × × 

⑬夫 O × × 

④長男 O × × 

⑧長男 O × × 

単身就労 Yノfン ①夫 O × × 

A家具 ⑥夫 × × × 

K運輸 ⑭長男

M運輸 ⑪長男 O × O 

A建築 ⑤夫 × × × 

M建設 ⑨長男 × × × 

資料:実態調査より作成
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プ就労者である。第E期出稼開始層を中心とする柳田組系・内田工務庖系グループ員は，労働組

合の必要を全く感じていないか，もしくは「我々(出稼者)にとっては，良い面と悪い面がある」

という評価をもっており，また，現実に労働組合が存するTフーズ=第皿期出稼開始層では，全

員が労働組合lこ否定的な評価をもっているヘ

*常雇労働者の労働組合の主張と出稼者のそれとの対立は，労組によるストライキ闘争中に最も顕在化

する。その間，出稼者にとってみれば仕事につけず，子取り収入が切り縮められる一方，食費等の出稼

「必要経費」は，日々着実に出さなければならなし、からである。そして，乙うした体験が結果的には出

稼者をますます労働組合から離れさせる乙とになり，乙の意味で，資本による組合対策，常雇労働者対

策としての出稼者活用は，一定の効果をあげているといわねばならない。 Tフーズ系グソレーブ員⑬夫は，

次のように語っている。

「労組はあっても(効果)ゼロだと思うな。あってもねえようなもんだ。昔，西武化学K出稼lζ行っ

たが，ここは，労組強いとみえた。労働組合の人たちがストライキをやった時， r働く者がいるから，
会社成立する』と言うんだっけ。そこで「我々考えるには 企業というものがあるから労働者が働ける

んでないか』と言うと， rそういう乙とを言うから，百姓は馬鹿なんだ。 3反， 5反の土地があるから，
企業であるような気になっているから，はい上がれねえんだ』と言われた。その人の話，たいして感心

もされな(できな)かったし，賛成され(でき)なし、。第一，資本主義国家なんだから。企業あっての労

働者だ。」

他方，第E期・第W期の出稼開始層からなる単身就労者も，労働組合lζ加入せず，また，労

働組合lζ積極的な評価をもっているわけではない。すでにみたように，彼等は労働組合による組

織的な労働条件の改善よりは，むしろ「自発的」労働強化による個別的な子取収入向上の道を選

択し，また，第E期出稼開始層のグループ就労者lζ比べ，そうした個別的対応が可能になる条件

も大きかったのである。しかしながら，ここで注意しなければならない乙とは「フォークリフト

運転手」として， 1カ月160時聞に及ぶ残業をしている，その意味で，単身就労者の特質を最も

端的に体現している⑪長男が，食費の支給という自らの生活に根ざした要求から，労働組合の必

要性を主張しているという事実である*

* i(労働組合は)あったほうがいい。ふつうの会社なら残業をすれば食費の補助がある。乙こはない。
(残業をすれば)金はかせげでも その分食費がかかるので不満だ。J(⑪長男)

第3項 宿舎生活上の諸社会関係

しかし，以上の常雇労働者・労働組合との関係から，出稼者，とりわけ，第E期・第皿期出

稼開始層のグループ就労者が各人孤立し，個別的な「自発的J労働強化のみを志向する存在にな

りきっていると考えるのは早計であろう。なぜなら，彼等は劣悪な労働条件の下，健康破壊と紙

一重の労働強化に自らを投じながらも，出稼者相互の紐帯lこ，自らの生活防衛の役割を託してい

るからである。そして，こうした出稼者相互の紐帯が長も日常的に培われるのは，半年聞にわた

る宿舎生活においてであり，そこでの特質は出稼開始時期・就労経路毎lと大きく異なっているの

であるぐ表3-8)。

まず，第E期出稼開始層を中心とする柳田組系・内田工務白系クループ員の宿舎は，プレハ

フその他の6畳-16畳に 2人-8人の相部屋である。相部屋になるのは同じ就労グループ員同志，

とりわけ，同じ部落出身で年齢の近い者同志である場合が多い。彼らは半年間ひとつの部屋で寝

食をともにする O そして，こうした就労グループの内部では， I不平等があるともめるもと」に

なるため，グループ員相互の平等な関係がきわめて重視されており，高収入になる夜勤や請負の
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宿舎生活上の社会関係

グノレ プ系統 事業体 出稼者 形 肯'也E、 部屋の広さ(畳) 部屋人数 相部屋メンバー 最も気心の知れた仲間

柳田組系 Y建設 ⑬夫 プレハブ 10 5 5人ともグノレ プメンバ グループメンパー・同室・うち 3人同部落

②夫 フレノ、フ 10 4 4人ともグループメンバー グループメンパー・同室・うら 3人同部落

⑬夫 フ。レノ、フe 10 5 5人ともグループメンバー グループメンバー・同室・うち 2人同部落

S建設 ⑩父 ブ。レノ、ブ 12 3 3人ともグループメンバー グループメンパー・同室・うち 3人同部落

⑥父 プレノ、ブ 10 4 2人グループメンバー グノレープメンバー

H建設 ⑨父 8 6 言葉が同じで同年齢

内旧工務庖系 K工務庖 ⑩父 普通の家 16 8 グノレ プメンバ一同年齢 グループメンバー・同室

N資材 ③夫 寮 6 2 クソレーフ。メンノ〈ー 特になし

K産業 ⑩夫 寮 8 2 同郷で同年齢 同郷(湯沢)で同年齢・同室

Tフーズ系 Tフーズ ⑬夫 寮 6 グループメンバー・同部落

⑬犬 寮 6 クループメンパー・同部落

④夫 寮 6 

⑧長男 寮 6 

単身就労 Yノマン ①夫 寮 6 他の出稼者(東北出身)

A家具 ⑥夫

K運輸 ⑭長男

M運輸 ⑪長男 寮 10 3 他の出稼者(東北出身) 他の出稼者(東北出身)

A建築 ⑤夫 10 3 他の出稼者(同県人) 他の出稼者(岡県人)

M建設 ⑨長男 フ。レノ、フ 12-13 5 他の出稼者(東北出身) 他の出稼者(同県人)

表3-8

I
H
S
-

資料:実態調査より作成



仕事は，グループ内で公平に分配され，また，グループ・リーダーといえども，特別の手当を支

給されたり，労働現場や宿舎生活において特別の役割を担わされたりすることはないのであるへ

またこのことが，結果的に，ごく部分的にではあるが，無制限の「自発的」労働強化に対するブ

レーキの役割を果たしていることも否定しえない**。

権第H期出稼開始層の就労グループにおけるリーダーの役割について，柳田組系グループ員②父は次の

ように述べている。

「グループ・メンバーはみんな同じ。問題が出た時，リーダーだけやるというのでなく，リーダーだけ

に責任をもたせないようにする。むしろ，気を使ってリーダーには話さぬことも多い。一番気楽に何で

も話すのはグループのメンバーの中でも同じ部落の人。長年一諸に行っているから。リーダーは就職先

を決める時とか，その時に賃金の交渉をするときだけ。J(②父)

* *そのことの一端は，次のような出稼者の声に示されている。
「みんなで気をつけあって，体の弱い人は昼勤に回すようにしている。それに仕事には，日雇仕事と請

負仕事があってヲ請負の方がワリがいいけど仕事はきつい。みんな請負をやりたがるので仲間うちでグ

ループ・リーダーを中心に人の人に片寄らないようにわりふりをしている。J(⑫父)

乙れに対し，第血期出稼開始層のTフーズ系クループ員の宿舎は，鉄筋の社員寮で6畳l聞

の個室である。こ乙では，寮lζ帰った後 r1人でテレビを見るだけJの出稼者が多く，出稼者相
互の交流はきわめて少ない。乙こには，第E期出稼開始層にみられた「自発的J労働強化に対す

る，最低限のブレーキも存しないのである。

そして，第E期・第N期の出稼開始層である単身就労者の宿舎は，その多くが2人-5人の

相部屋である。そこで同室となるのは，従来，全く面識のなかった東北地方出身の出稼者同志で

ある。従って，同室者相互間でも，第E期出稼開始層のような密接な交流はみられず.r自発的」
労働強化に対するブレーキの役割も弱い。しかし，彼等は労働現場においても同じチームに配属

され， 1日の労働一生活を通じて行動をともにするという生活を，半年聞にわたって続ける中で，

農業の乙と，留守家族のこと等 出稼に伴う様々な問題を話し合いそれを通じて出稼そのもの

の中止を決意するに至る者もあらわれている*。

* I自分では，気軽な気持ちで(出稼lζ)行き，仕事が終ったあとも良かったと思っていたけど，同じ
部屋になった秋田から来ていた30歳代の家庭もっている人が，奥さんと別れたりして来ていて，そんな

人たちとつきあっていていろいろ思うと乙ろがあって出稼はやめた。j(③長男)

第4節 出稼労働の現状とその多様性

これまで T部落をめぐる出稼労働の現状を分析してきた。そこで，明らかとなった乙とは

以下の諸点である。

第 1IL:，前章でみた諸個人の出稼歴の，いわば，必然的な帰結として，現段階における出稼

先事業体の特質や，そ乙での出稼者の職種のあり方が，諸個人の出稼開始期・就労経路の差異毎

l乙，きわめて多様なものになっている。すなわち，第H期出稼開始層を中心とする柳田組系グルー

プ員は，現在も10人-29人規模事業体で「土工」として出稼しており，内田工務庖系クγレープ員

は，それよりやや規模の大きい事業体で「製造工程諸作業員」または「土工」として就労してい

る。乙れに対し，第E期出稼開始層からなるTフーズ系グループ員は， 1，000名規模の事業体で

「製造工程諸作業員Jとして従事し第皿期・第W期の出稼開始層である単身就労者は，多様な

- 166一



規模・業種の事業体で， r運転手J• r大工Jなど，一定の技能・資格を生かした出稼を行なっ
ているのである。乙うした事実は，出稼労働の史的変容にとってのみならず，伺よりも，現段階

における出稼労働の多様性にとっても，諸個人の出稼開始時期の違いが，決定的な意味をもっ基

軸であった乙とを物語っている。

しかも第 2Iζ，乙のような事業体や職種における違いは，現在の不況下における出稼の労働

条件，及び，その受けとめ万にも大きな違いを刻印せざるを得ない。すなわち，第E期出稼開始

層を中心とする柳田組系・内田工務庖系グループ員の多くは，より長時間の残業を希望しながら

も，現実には仕事がなくなるため， 1カ月10時間-50時間程度の残業しか行ない得ず，手取月収

も20万円前後におさえられる中で，様々な社会保険への加入をさしひかえるなど，出稼先での出

費を可能な限りきりつめる生活を余儀なくされていた。乙れに対し，第E期以降の出稼開始層か

らなるTフーズ系グループ員や単身就労者は，一方で職業安定所を介したり，社会保険i乙積極的

に加入するなど，一定の社会的な保障を講じつつ，他方で， 1カ月50時間-160時聞にも及ぶ残

業=健康破嬢を伴った「自発的J労働強化に自らを追い込み，それによって，月平均25万円-30

万円lζ達する月収を確保しているのである。乙うした諸事実は，不況下の今日，特別の技能・資

格をもたず，多くの事業体を渡り歩いてきた出稼者の労働諸条件が，きわめて低水準におさえら

れている一方で，同一事業体に継続的i乙就労してきた「ベテラン」出稼者や，一定の技能・資格

を有する出稼者が，健康破嬢を伴いながら積極的に活用されつつある乙とを意味している。

そして第3Ie:，乙うした労働諸条件やそれに対する態度の違いは，彼等出稼者をめぐる社会

関係や郷里とのつながりの違いとも深く結び.ついている。すなわち，第E期出稼開始層を中心と

する柳田組系・内田工務居系グループ員は，郷里に月収の7割以上を送金しており，また，彼等

の出稼先での主要な社会的紐帯は，宿舎で共同生活を営む，郷里でのインフォーマルな社会関係

を基礎とした就労クツレープ内部でとり結ぼれている。いわば，出稼先でも郷里との結びつきがき

わめて色濃いのである。乙れに対し，第E期以降の出稼開始層では，郷里への送金は比較的少な

い。また，出稼先での主要な社会関係をみても， Tフーズ系グループ員では，宿舎が個室である

ため就労グループ内部での紐帯がきわめて希薄であり，単身就労者では，出稼先で初めて知り合っ

た出稼者相互の紐帯が強いなど，総じて郷里との関係が希薄になるのである。乙乙lζは，明らか

に，出稼先での労働一生活における多様性が，決して，出稼先でのそれにとどまるものではなく，

郷里における生産・労働一生活実態の多様性と不可分に結びついていた乙とが示されている。

そ乙で次章では，諸個人の郷里での労働一生活をも射程に収め，それと出稼先での労働一生

活との相互関連へと分析を進めてい乙う。

注

1)昭和56年度の19名の出稼者を受け入れたのは，関東・中部・東北各地方で，建設・製造・運輸・卸売各

産業を営む13事業体であった。それらの規模・業務内容は多様である。が，特徴的な乙とは，少なくとも

6事業体で，出稼者が全従業者の過半数を占め，出稼者なしでは業務遂行が不可能になっていること，

及び，建設業6事業体中 5事業体までが不安定な下請企業である乙とである。そして乙うした傾向は，

T部落出身の出稼者の就労先に限ってみられるわけではない。近松順一「土木労働の現況一一地下鉄工

事のー現場においてJr労働科学J42 (8) (1966年)の東京都地下鉄現場の調査では 8割が都外からき
た出稼労働者であり，うち東北出身者が5割弱を占めていたことが明らかにされている。また，秋田県

出稼対策室資料によっても出稼者就業先事業体の4割，うち建設業事業体の5割以上が従業者の過半数
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を出稼者lζ依存しているのである。

2)ただ L，乙うした柳田組系グループ員の建設業出稼者の中には，雇用された事業体から，さらにその下

請企業に派遣されて実際の就労を行なう場合もあり，さらにそうした『人貸し』を専門に行なう事業体

すらみられる。 S建設に雇用されながら，実際の仕事は，その下請のY組で行なっている⑧父は， r仕
事の段取りもわからなL、から，まま子扱いになってつらL、。職安は本当に仕事をしている会社か，それ

とも『人貸し』の会社かまで，きちんと把握すべき。jと述べている。

3)ζ うした日給月給制という賃金形態では， 4月中旬i乙帰郷する出稼者の場合，最終月の賃金が送金ICな

る乙とが多く，この乙とが賃金不払い事故のひとつの土壌となっている。以下の事例はその一例である。

「半分位の人が4月分は送ってもらう。自分もそうだった。例えば， 4月15日まで働いても， 25日〆と

か， 30日〆とかの日給月給だったら 4月分は送金になる。そ乙は信頼関係。 20日分， 12万円不払L、にあっ

たこともある。とれないまま倒産しちゃった。J(⑥父)

4)かつては布団をもって出稼に行ったが，今はほとんど出稼先事業体が貸布団屋から借りている。布団代

は大半の事業体で 1日70円-100円である。また，暖房費は宿舎に暖房施設がある時は，食費等ととも

に暖房費を納めるという形で支払われ，それがない場合には，同室の者で金を出し合って石油のドラム

缶を購入したりしている。なお，昭和54年lζ⑥父が出稼をしたS建設の飯場では「火事が心配」と暖房

が認められていなかった。そして食事については，特に近年，宿舎で炊事婦を確保できない事業体が多

くみられるo T音s落ではみられなかったが，湯沢市全体では，弁当屋・給食屋から食事を買う会社への

出稼者も多く，そ乙では「毎日同じような食べ物でやりきれないので，スーパーなどへ行って補充する。」

という事態も生み出されている。

5)しかも，建設業出稼者の場合，乙の残業時間の中には，宿舎から現場までの通勤時聞が含まれる乙とが多

く，実際の労働時聞は一層少なくなる。特に，近年，地価の高騰に伴い，宿舎と現場の距離が遠くなる

傾向にあり，通勤のみで1.5時間-2時間ということも多いのである。

6) とは~、え，こうした第E 期出稼開始層も含め，すべての出稼者は，雇用保険には加入している。そして，

雇用保険の受給資格は6カ月以上，しかも，毎月最低11日以上の被保険者期聞を必要としている。出稼

者の11月半ば-4月半ばという出稼期間の設定は，確かに農作業の完了と開始の間を縫ったものではあ

るが，同時に雇用保険受給のための最低限の期聞にほかならないものでもある。

7)その場合，現場チームで最も仕事のできる出稼者が，監督から指名され，実際の段取りの指示にあたる

乙とが多い。

第4章 地元労働市場と農業・農民生活

本章では，前章までの分析を通じて明らかになった出稼労働の史的変容，及び，その帰結と

しての現段階の出稼労働の多様性をふまえ，そうした出稼労働のあり方が，地元の生業・生活

のあり方と如何に結び、ついているのかを明らかにする。とりわけ，前章までの分析では，諸個人

の出稼開始時期，すなわち，日本資本主義の如何なる発展階梯lこ出稼化せざるを得なかったのか，

という問題が，出稼労働の史的変容・現段階における多様性を貰く基軸であることが明らかとなっ

た。そ乙で，本章における問題の焦点も，こうした諸個人の出稼開始時期が，何によって基礎づ

けられていたのか，という点にすえる。そして乙の問題は，もはや出稼先での労働一生活の局面

のみからは説明し得ず，明らかに， T部落農民層をめぐる地元労働市場=在宅兼業や，土地所有

に基づく農業生産・生活の史的変容をも射程lと収めることによって，はじめて明らかにしうるの

である。
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第1節地元労働市場と在宅兼業の展開

そこでまず， T部落における在宅兼業経験者58名(男性34名，女性24名)全員を対象として，

地元労働市場=在宅兼業と，出稼労働変容の内的連闘を明らかにしてい乙う。その際，まず第1

1ζ，T部落における出稼と在宅兼業の関係を概観し，その上で，第2IC.，出稼者自身の在宅兼業

歴の中から，そして第3I乙，出稼経験のない者の在宅兼業歴の中から，諸個人の地元労働市場へ

の関わり方と，出稼開始時期の関連を明らかにしてし、く。

第l項在宅兼業の展開と出稼

T部落における在宅兼業の起源は，出稼より古い。そして，近年の在宅兼業をみるならば，

とりわけ男性の在宅兼業は，出稼と並ぶ農民兼業形態として，一方が停滞するときには，他方が

増加するという形で推移し，相互補完的l乙総体としての兼業化を推進してきた乙とが明らかとな

る(図4-1)。すなわち，出稼発生以前の第O期(昭和3年-20年)，及び，出稼が端緒的に始

まった第 I期(昭和21年-30年)には，男性の在宅兼業者が徐々に増加し，男性学卒者の約25%

にまで達した。乙れに対し，出稼が本格的に増加した第E期(昭和31年-40年)や第皿期(昭和

41年-48年)Iこは，男性在宅兼業者は学卒者の20%強で停滞し，そして，出稼が停滞しはじめた

第W期(昭和49年-56年)になると，男性在宅兼業者が急増し，学卒者の50箔を突破するに至る

のである。

そして，こうした出稼と男性在宅兼業の相互関連を，諸個人のレベルにまでおりて捉えるな

らば(表4-1 )，出稼経験のある男性30名のうち， 18名が在宅兼業の経験をも有しており， し

かも，乙の中で第E期出稼開始層の多くが，第O期・第 I期から，すなわち，出稼開始以前から，

在宅兼業化していたのに対し，第E期以降の出稼開始層の多くは，第W期になってから，すなわ

ち，出稼にふみきると同年次か，それより後lと，在宅兼業化しているのである。乙のととは，諸

個人が出稼lとふみきる際の地元労働市場への関わり方が，出稼開始時期毎lと大きく異なっている

ことを示している。

第2項 出稼経験者の在宅兼業歴

そこでさらに，出稼者諸個人の在宅兼業歴にまでふみ込んで，出稼者の地元労働市場への関

わり方と，そ乙での出稼開始の論理を明らかにしよう(表4-2 )。

まず，第H期出稼開始層は前述の知く，出稼開始以前(第O期・第 I期)から在宅兼業化し

ているが，その在宅兼業先が冬場の林業「伐採夫」臨時雇1)から，夏場の建設業「土工J日雇へ

と移動・集中する中で，出稼lとふみ出している。このことは，彼等第E期出稼開始層の出稼化の

背景に，地元の林業衰退lと伴う冬場の兼業先の喪失があったことを示している。

他方，第皿期・第W期の出稼開始層は，主要には第W期になってから，出稼lと在宅兼業を併

行させる形で，従って，夏場に限定した形で在宅兼業を開始した。そして，彼等，とりわけ，単

身就労者の多くは「トラック運転手」・「大工」・「内装工」など，出稼先で身につけた技能・

資格を生かした職種で，在宅兼業にもふみ出しているのである。ここには，出稼労働市場の変容

に対応した技能・資格の習得が，新たな在宅兼業化の道をも拓いていることが示されている。

そして，彼等出稼経験者の，現在の在宅兼業先労働諸条件(表4-3)をみるならは¥彼等

の基本日給額は， 4，300円-4，500円と，彼等自身が出稼先で同じ職種lζ従事した場合の，約半
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図4-1 在宅兼業者数・学卒者lζ占める在宅兼業者構成比の推移
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資料:実態調査より作成

表4-1 出稼・在宅兼業開始時期(男性)

第 I期出稼開始層 第H期出稼開始層第E期出稼開始層

第0期在 ⑬夫⑧父

兼開始層 ⑨夫

⑩父

第 I期在

¥¥  
⑮夫 ⑬夫

兼開始層 ⑬夫

⑭夫

第H期在

に¥兼開始層

第皿期在

兼開始層

¥¥  
第W期在 ④長男⑧長男

兼開始層 ⑬夫

⑦夫

在宅兼業 ⑦弟 ⑫夫 ⑤父①夫

経験なし ⑨弟 ②夫 ②父⑥夫

⑬弟 ③夫 ⑥父

資料:実態調査より作成
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第W期出稼開始層 出稼経験なし

⑨父⑫兄

⑦父

⑫夫

⑬父

⑫弟

⑧夫

⑬夫

④次男⑬長男⑬弟

男¥¥
⑪長 ⑬長男⑫次男

⑤夫 ⑬長男⑫長男

⑬父

〉く



出稼者の在宅兼業歴

在宅兼業 在兼開始
在兼年数 就労事業 1均事業体年当 産業移動 職種移動 雇移用形態動 現兼在の有の在無開始時期 時の年齢 体 数 平就労

第E期出稼開始層 1柳田組系 ⑧父 O 15 12 2 6.0 農→林 若勢→伐 臨日 × 

⑮夫 15 11 11. 0 林→建 伐→土 臨日 × 

内田工務応系 ⑨夫 。 15 29 4 7.3 林→建 伐→土 臨日 × 

⑬夫 。 15 37 3 12.3 林→建 伐→土 臨日 O 
⑩父 。 15 34 3 11. 3 林→運→建 伐→運→土 臨日 O 

⑩夫 18 24 24.0 建 土 臨日 × 

⑭夫 28 26 26.0 建 土 臨日 × 

⑬夫 I 35 17 17.0 建 土 臨日 O 

第E期出稼開始層 柳田組系 ⑬夫 I 18 27 2 13.5 林→建 伐→土 臨日 O 

Tフーズ系 ④長男 W 23 3 3.0 建 土 臨日 × 

W 53 1.0 建 塗装工 臨日 O 

W 24 1.0 製 製 臨日 × 

W 47 5 2 2.5 建 運 臨日 O 

単 身 ⑭長男 E 15 14 14.0 建 土→運 臨日 O 

第W期出稼開始層 単 身 ⑨長男 W 18 4 3 1.3 建→運 運 常→臨日 O 

③長男 W 20 3 3.0 製 製 常 O 

⑬長男 W 22 4 2 2.0 建 内装工 常→自 O 

⑤夫 W 23 4 4.0 建 大工 自 O 

表4-2

l
H
己

|

注)職種移動で伐=伐採夫土=土工運=運転手製=製造工程作業員

雇用形態で臨日=臨時日雇常=常雇 自=自営

資料:実態調査より作成



出稼経験者の在宅兼業労働条件(昭和56年)

現在出 従業者 就0=業通期間年 月収 ボーナス
労合無働の組有 労メ加泊、働組労合働必組要在兼者 稼の有 事業体

規模
業務内容 職 種 雇用形態 賃金形態 基本給

(万円)有無
休 日 への

無 X 夏のみ 入 か

在兼+出 ⑬夫 O T組 100 道路工事・除雪土工 日雇 × 日給月給 4.300 9-10 × 第 1・3日曜 × X × 

稼併行 ⑩父 O I工務庖 30 河川・建築工事 土工 日雇 'X 日給 4，500 9-10 × 第 1・3日曜 × × × 

⑬夫 O W水道 10 道路・河川工事 土工 日雇 × 日給月給 4.500 10 × 日曜・雨天 × × × 

兼出稼→在 ⑪夫 × W水道 10 道路・河川工事 土工 日雇 O 日給 4，500 9 -10 × × × × 転換

出稼+在 ⑭長男 O M土工 15 土木工事 トラック運転手 日雇 × 日給月給 × 第 1・3日曜 × × × 

兼併行 ⑬夫 O S建設 40 土木工事 機械点検員 日雇 × 日給 4.300 12-13 × 第 1・3日曜 × × × 

⑨長男 O U運輸 50 長距離輸送 トラック運転手臨雇 × 月給 12 × 
3日K1日か

× × O 4日Ir:2日
⑪長男 O 内装工事 内装工 自営 × 

⑤夫 O 建築 大工 自営 × 

⑦夫 × A塗装 7 左官工事 塗装工 日屡 暇な時 日給 4，500 × 第 1・3日曜 x × × 

③長男 × T酒造 12 酒造・販売 機械運転員 常雇 O 月給 9 -10 O 臼曜・祭白 × × O 

表4-3

ー
コ
N

l

資料:実態調査より作成



客員-6害1]の額でしかない。しかも，残業や休日出動も，出稼先でのそれより少ない2)ため，手取

月収も9万円-13万円ときわめて低くなっている。このような地元と出稼先との賃金水準格差が，

彼等を出稼lζ向かわしめている乙とはいうまでもない。

そして，乙うした事実はいずれも，各時期の出稼開始がつねに，地元労働市場と出稼労働市

場の2重の構造・変容の中でもたらされてきたことを物語っているといえよう。

第 3項 非出稼経験者の在宅兼業歴

ただし，乙乙で指摘しておかなければならない乙とは，乙のように，地元労働市場のあり方

が出稼発生lと大きな意味をもっ乙とが事実であるとしても，現実に出稼解消策として進められて

きた，企業誘致による地元労働市場再編は， T部落の場合，直接的な形では，ほとんど出稼に影

響を与えなかったということである。

すなわち，一定の企業誘致がなされた第皿期を経て，第W期になると，たしかに出稼が停滞

し，また，中学・高校卒業後，出稼を全く経験せず，直ちに「製造工程諸作業員」・「事務員J等

として，通年常雇で就職する在宅兼業者が発生・増加してきた(表4-4)。しかしながら，そ

れらの在宅兼業者の就労先は，ほとんどの場合，新たに誘致された事業体ではなく，従来から地元

に存した事業体にほかならないのである。しかも，そこでの彼等の労働諸条件をみても，社会保

険の整備やボーナスの支給はみられるものの，手取月収は10万円-12万円と，地元日雇在宅兼業

者のそれと同水準であり，決して出稼先との賃金水準格差が解消したわけではない31(表4-5)c 

従「て，乙うした第W期における通年常雇在宅兼業者の増加は，企業誘致による地元労働市場

再編にもとづくというよりは，むしろ，一方で，一定の技能・資格を有していないと出稼そのも

のが困難になったという，出稼労働市場の変容に対応したものであり，また他方で，従来は不可

能であった常雇通年在宅兼業と農業生産との両立が，何らかの形で可能になったという，農業生

産面での変化l乙基づいていたと考えざるを得ないのである。

それでは，第E期以降，出稼対策として進められた企業誘致lζよる地元労働市場再編は， T

部落農民層l乙，何をもたらしたのであろうか。それは，何よりも，従来，農業専従者であった農

家の既婚婦人を「製造工程諸作業員」のパート労働者として急速に兼業化させ，農家兼業化を一

層深化させる役割を果たしたのである41(表4-6)。すなわち，第E期後半以降の女性在宅兼

業者の急増は，主として，既婚婦人によって担われ，その就労先はN精密宝石(昭和43年操業). 

U電子工業(同48年操業)等，県によって誘致された事業体群にほかならなかった*。

*しかも，こうした誘致企業における婦人労働者の労働諸条件はきわめて劣悪である。彼女達は，時計

部品組立・検査・テープヘッド組立等，同じ労働現場で働く男性労働者と問機の職種lζ就いているが，

それにもかかわらず，彼女達の手取月収は， 6万円-7万円と男性の約半額にすぎない。さらに，婦人

労働者の中でも，特lζパート労働者は，常雇と同じ職種lζ従事していながら，その賃金は時給計算で，

社会保険にも加入できず ，また，労働組合からも排除されているのである。

第2節 土地所有・農業生産と農民生活の展開

さて，それではこのような出稼・在宅兼業への関わり方は，各農家の土地所有や，それにも

とづく農業生産・生活のあり方の変化と，如何l乙結び、ついていたのであろうか。
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表4-4 非出稼経験者の在宅兼業歴

在開宅始兼時期業 在宅兼業者 在時兼の年開始齢 在兼年数 就体労事数業 就り1労平事均年業継体数続当 産業移動 職種移動 雇移用形態動

⑨父 43 12 12.0 林 伐 臨日

⑦父 28 10 10.0 林 伐 臨日。
⑫夫 24 建→林 土→伐 臨日15 2 12.0 

⑬父 56 4 4.0 公務 事務員 常

⑫兄 15 2 2.0 農 若勢 臨日

⑫弟 15 8 8.0 農 若勢 臨日

⑧夫 16 12 12.0 製 製 常

④次男 18 6 6.0 製 製 常

⑩長男 18 2 2 1.0 製 製 常

田 ⑬長男 18 3 2 1.5 I'.! 修理工→製 常→臨日

⑬長男 19 6 6.0 事国 修理工 常

町 ⑫次男 22 5 5.0 卸・小!事務員 常

⑫長男 18 5 5.0 iEP • '1、事務員 常

⑩弟 27 1.0 建 電気工 家従

⑩夫 18 11 2 5. 5 建 電気工 常→白

注)職種移動で伐=伐採工土=土木運ニ運転手製二製造工程諸作業員

雇用形態で臨日=臨時日雇常=常雇 自=自営

資料:実態調査より作成

表4-6 女性在宅兼業者の在宅兼業歴

在時兼の開年始齢在年数兼就業労体数事就り1労平事均業年継数体続当I産業移動 職種移動 雇用形態移動

第 1.II 新卒者 ②妹 22 1.0 公務 教師 常

期在兼開 就職 ⑬妹 18 3 3.0 卸小 事販 常

始層 ②妹 18 3 3.0 卸小 事飯 常

⑬妹 18 3 3.0 在日小 事販 常

第m.IV新卒者 ⑤妻 18 4 4.0 卸小 事販 常

期在兼開 就職 ⑬妻 18 2 I 2.0 卸小 事販 常

始層 ⑦長女 18 8 2 4.0 iEP小 事販

⑮妹 18 9 9.0 製 事販

⑬長女 18 3 3.0 韮日小 事販

③次女 18 2 2.0 卸小 事販 常

⑧五女 18 3 3.0 製 製 常

即婚者 ⑧妻 18 2 2.0 製 製 常

就職 ⑥妻 22 7 7.0 サービス 美容師 常

⑬妻 41 11 4 2.8 製 製 ノマート

②妻 28 6 2 3.0 製 製 ノ{-卜

⑩妻 34 7 2 3.5 製 製 ノマー卜

⑨妻 43 5 2 2.5 製 製 ノ、fート

①妻 35 4 2 2.0 製 製 ハート

⑭妻 28 6 6.0 製 製 ノマート

⑬妻 37 12 2 6.0 製 製 ノマート

⑤母 35 12 2 6.0 製 製 ハート

③妻 33 12 4 3.0 製→卸小 製→家政婦 ノマー卜

⑬妻 30 9 3 3.0 製→建 製→塗装子伝 ノぐート→日雇

⑬妻 37 10 3 3.3 建→製 土→製 日雇→パ卜

⑬妻 41 7 3 2.3 建→製 土→製 日雇→パート

注)産業移動で卸小=卸小売業製=製造業建=建設業雇用形態移動で常=常雇
職種移動で事販=事務・販売員製=製造工程諸作業員土=土工

資料:実態調査より作成
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非出稼経験者の在宅兼業労働条件

従業者 就O二業通期年間
基日給本 i;月(万円収) 

ボーナ 労合働の有組 労辺O:::J、働組労合働必組要在兼者 事業体 規模 業務内容 職 種 雇用形態 賃金形態
ス有無 休 日 への

×ニ夏のみ 無 加入 か

⑫夫 N宝石 600 時計部品・レコード針製造 時計部品研磨工 常雇 O 日給月給 5，612 12 。日曜と隔週土曜 O O O 
⑬長男 T車iIl 100 道路工事・除雪 アスフアルト製造工 常雇 O 日給月給 5.000 10 × 日曜 × × 。
⑬長男 T自動車 13 自動車修理・販売 自動車修理工 常雇 O 月給 10 C 日・祭日 × × × 

⑬次男 Cデパート 百貨庖 事務員 常雇 O 月給 12 O 週 1日 O O O 

⑫長男 Tスポーツ スポーツ用品小売 事務・販売員 常雇 O 月給 11 O 週 1日 × × O 

⑬長男 A電装 170 クーラー製造 クーラー組立工 臨雇 O 日給 3.300 11 O 週 1日 × × × 

⑬夫 3 電気内線工事 電気工 自営 O 

⑬弟 3 電気内線工事 電気工 家従 O 

表4-5

-
H
a
l
 

資料:実態調査より作成



第 1項階層織成と土地所有

T部落農民層は，経営耕地面積を指標として，大きく 4つの階層l乙区分しうる(表4-7)。

すなわち.200a以上を経営する上層農. 110a -159 aの中 I層農.89a-97aの中E層農，そ

して.33a-83aの下層農である。乙のような階層差は，大規模な農地貸借の少ない T部落で

は，基本的l乙土地所有の序列K尾健づけられている 7)。

そして，乙こで注意しなければならない乙とは， こうした階!両足が基本的には，戦前(第O

期)段階の経営面積格差を継承したものにほかならず8)(岡4-2). さらにいうならば，各農家

の創設時期によって，すでに決まっている(表4-8)という事完である。すなわち.[-.1国農は

いずれも明治以前から得する農家で，戦前から200a以 kを経営してきた層であり，中 1I爵農は

5戸が明治以前 2戸が明治時代に創設され，戦前から100a -150 a前後を経営してきて今日

に至る。中E層農は4}ゴ中 3):ゴが明治以降IC創設され，戦前から50a-100 aを経営してきてお

り，下層農は 7戸中5戸が昭和に入ってから新たに創設された農家で，その創設時から50a前後

の経営を維持してきた層である。

このように.T部落においては，少なくとも戦前(第O期)以米，階層の序列を崩すような

変化はきわめて少なかった。そしてこの乙とは，各農家が，出稼・兼業化の深化の下でも，ある

いは出稼・兼業化を通じてこそ，自らの土地所有・農業生産を，かろうじて.しかし， したたかに

維持・継続してきたことを意味している。また，今日においても全階層・全農家の後継者が，自

らの出稼・在宅兼業先での賃労働者としての生活体験をふまえた kで，土地と農業の世代的継承

袋4-7 現在の経営・所有面績(昭和56年)

情 l画 農家番号
事量 事守 出 横

所有面積
2十 l-~ JIi 同ち、TJlI水系:ト畑 樹園地

上!蛍農 1m 230 210 15 5 210 
⑨ 203 176 20 7 234 

一一
中I醐| ⑧ 159 137 20 208 

⑥ 157 150 7 195 

!百亘書ll ii」l 間
117 10 10 137 

135 130 5 135 

130 125 (40) 5 170 
125 120 5 157 

110 100 10 100 

97 72 (42) 10 15 117 

⑬ 95 80 15 95 

⑬ 89 79 (9) 10 55 

⑬ 89 45 (25) 37 7 100 

ド!国 .. ⑭ 83 63 (33) 20 83 
⑬ 64 44 20 62 

⑬ 60 30 (30) 30 60 

⑫ 54 44 10 54 

⑬ 52 42 10 52 

⑧ 40 20 (20) 20 24 

⑬ 33 23 10 33 

資料:実態調査より作成
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を自ら志向しているのであるヘそして，乙乙で確認しておかねばならないことは.T部落にお

ける農閑期lζ限定した出稼という形での兼業形態それ自体，また，他地域lζ流出せず1ζ賃金水準

の低い地元で通年就労化するという兼業形態それ自体，こうした土地と農業の維持・継続を前提

としたものにほかならないということであろう。

市乙うした後継者の土地・農業継承志向を示すものとして，出稼lζ日腫在宅兼業を併行している中 I層

農⑨長男，常雇通年在宅兼業を行なっている中H

層農⑬長男の言葉を掲げておこう。

<中 I層農⑨後継者>図4-2 経営面積の推移

|積層|鵠
日目制

20 30 4o 507'，年} rt，これだって，農家がかっこいいとは思わない。
仕事はきついし，他の人からは百姓，百姓と馬鹿

にされる。ただ，それでも，ビーピーしているサ

ラリー 7 ンよりはずっといい。結局，自分の土地

と家があるのだから。カ yコ良く東京iζ出ても結

局，アパート暮らし。やっと住宅建てても，一生

ローンの借金払い。乙んなことなら，農家の方が

ずっといい。それによ，自分の家にそういうもの

(土地・家)があってよ，先祖代々のそういうも

のをすてたくないっていう気持ちもあるしよ。都

会は楽しいことは楽しいが，心の底から住みたい

とは思わない。俺は『純粋なる田舎人』だからな。

親父が働けなくなったら俺が農業をやる。」

<中H層農⑬後継者>

「俺は，車関係の仕事につきたかったから，今

は望みi重りに乙とがはこんでいる。どっちにしろ，

農業をすてるつもりはなし、から，兼業でやってい

きたし、。俺も，高校で3年間農業を学んだから，

1:層農
三50a

:一一一~¥ //工

中I層塵
20lla 

150a IケV ¥て宍く??一 ij'¥、、¥うく〉く〉ペ
:::::;z三><ペー~こと~壬..><主
./、¥_____，~l 

中Il層農

i" / 一一lr-~111  

ト!再農 IJO(凶

/ペリ"それを足しl乙しかと思うし，聞があって遊ば
50a I 1; ，，，:::一一市三=-"!~-i7 ~4r丙
点/ 日ーJ いー¥ミ官 せるのも何んだしものを作るのはおもしろいし

資料:実態調査より作成

な。純然たるサラリー 7 ンは容易じゃない。人に

ペコペコ頑を下げて夢がない。息苦しくてコセコ

セする。なんとなく小さくて，とんと馬鹿なこと

言わない。その点，農家はもつものを持っている

からいざというときには強い。j表4-8 I家|の創設時期と現在の階層

明治以前 明治・大正期 第 O 期年 第(昭21~I30年期)|l 第(昭31~E40年期) 第(昭41~E48年期) (昭和初-20$) 

上層農 ①② 

中I層農 ③④⑤⑥ ⑦⑨ 

⑧ 

ープ
rt II層農 ⑮ ⑩⑬ ⑬ 

⑫⑬ ⑬ ⑭⑫ ⑬ ⑬ 

資料:実態調査より作成
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第 2項諸階層における出稼・兼業の展開

以上の如く諸階層は，出稼・兼業化を通じて，土地所有・農業生産を維持，継続するという

表4-9 階層別出稼開始時期

第 I 期 第 E 期 第 E 期 第 W 期

上層農 ②夫 ②父

①夫

中 I層農 ⑦弟 ③夫 ⑤父⑧長男 ③長男⑨長男

⑨弟 ⑨夫 ⑥父⑦夫 ③妻

④長男⑥夫 ⑤夫

中E層農 ⑬夫⑬夫 ⑪長男

⑩夫⑬父

⑪夫

下層農 ⑫弟 ⑫父⑭夫 ⑭長男 ⑬父

⑧父 ⑬夫

⑬夫

点では共通の性格をもって

いた。しかしながら，諸階

層がたどってきた出稼・兼

業化のあり方は，階層毎に

きわめて大きく異なってい

る。

に

及

稼

的

の

こ

定

一

務

集

層

1

'

出

底

人

'

規

4

工

に

始

第

み

の

基

個

は

て

表

団

農

開

ず

歩

て

も

諸

実

つ

(

内

層

稼

ま

の

し

最

た

'

よ

る

-

E
山
』

'

歴

と

'

い

が

と

あ

系

刷

引

ち

稼

結

を

て

期

却

河

口

H

降

肋

吋

時

献

刊

桝

幅

削

附

議

肌

す

人

そ

の

礎

開

た

引

い

朝

日

パ

E

調

'

働

基

稼

し

れ

入

汗

第

詫

び

労

に

出

う

さ

9

M

る

一
い
な

~
じ
よ
ソ

ー

〉
，刀

Q

U

'
↓
!
 

切

断

、J

古の

出

掛
J

や

は
口
貝

層

プ

始

一

聞

ル

稼

グ

出

系

期

ズ

ロu

一

第

フ
る

T

すム」

l
レ

、ι
対

中

に
を

れ

口

曲

目

乙

フ

o

一
る

レ

、

グ

て
系

し

居

中

資料:実態調査より作成

は17名中12名までが，上層農・中 I層農にほかならないのである。

表4-10 階層別男性兼業形態 (0二 60歳以上)

階 層 農家番号 出稼のみ 出稼+在宅兼業 在宅兼業のみ 兼業な し 兼業者数

上層農 ① 夫 ② 

② 夫 ②(胃がし、ょう)

④ 長男

⑧ 長男

⑦ 夫

⑤ 夫 父

③ 夫 長男 信号(身障者) 2 

⑥ @夫 2 

⑨ 夫 長男 2 

中E層農 ⑬ 夫

⑩ 夫 @ 2 

⑪ 長男 夫 2 

⑬ 夫 長男 2 

下層農 ⑫ 長男 ②夫(胃かいよう)

⑭ 長男 ③(胃がいよう)

⑬ 長男 夫(身障者)

⑬ 夫 長男 2 

⑬ 夫 長男 2 

⑬ 夫、夫弟 2 

⑫ @ 夫 2 

資料.実態調査より作成
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.4-11 階層別収入構造(万円. ~島)

農家 .業 収 入 内 訳 欄2十iζ成占め比る

糟 }画
番号 所得 器産物売 地代 受託 転奨 作励 雇保 用険 その他 d十 議産契

上層圏E ① 165 305 80 49 15 23 ー 472 64.6 16.9 

⑨ 163 300 80 35 12 23 50 500 60.0 16.0 

中IJ面農 ⑨ 113 238 330 33 5 9 33 76 724 32.9 45.6 

④ 111 235 124 33 9 23 24 424 55.4 29. 2 

⑤ 100 214 334 12 560 38.2 59. 6 

⑥ 100 211 204 35 11 34 495 42.6 41. 2 

⑦ 98 200 200 70 10 23 503 39.8 39.8 

⑧ 95 200 178 30 10 24 447 44. 7 39.8 

⑨ 94 193 190 10 51 26 470 41. 1 40. 4 

中IIJ国農 ⑬ 65 145 260 67 2 45 519 27.9 50. 1 

⑬ 63 142 606 5 34 827 17.2 78.1 

⑬ 56 126 374 ー 5 33 538 23.4 69. 5 

⑬ 40 98 94 山 5 22 219 44. 7 42.9 

下層農 ⑬ 58 130 170 ー 54 355 36.6 47.9 

⑭ 55 125 180 占 5 23 10 343 36.4 52. 5 

⑩ 39 96 356 ー 4 23 69 598 17.5 65.0 

⑫ 33 80 230 4 200 514 15目6 44. 7 

⑬ 27 70 200 2 272 25. 7 73白5

⑩ 15 47 343 24 415 11. 3 82. 7 

⑩ 7 20 408 ー 72 500 4. 0 81. 6 

資料:実態調査より作成

しかも第2I乙，出稼発生l乙密接な関連があった地元労働市場，とりわけ，男性在宅兼業の動

向についてみても，階層建のもつ意味は明白で・ある。すなわち，出稼開始以前の第O期・第 I期

からすでに，林業「伐採夫」等として在宅兼業化し，その後，林業妥退lζ伴って「土I.J在古兼

業lζ移動していったのは，主要には， ド!国農・中IlJi爵農の児性である。乙れに対し，第W期以降

iζ，出稼先での技能・資格を生かした形で，出稼と在宅兼業を併行しはじめたのは. 8名中6名

がtt1 /，同農であり，同じく第W期以降出稼を経験せず「事務員」・「割造-工程諸作業員」として.

通年常屈で在古兼業化したのは利回農・中lIIi国農の新たな男性学君存者なのである。

従って第3Ir..現時点における出稼労働のt町、手，及び，それのもつ意味も階層毎lζ大きく

実.なっている(表4-10・4-11)。すなわち.V爵農・中 I層農では出稼者は，比較的若年の

夫・後継者であり，また多くの場合，出稼・兼業収入は総収入の半分以下を占めるにすぎない 9)。

乙れに対して，下層農・中E層農では，出稼者は比較的高齢の父・夫(すでに学卒し，常・履在官

兼業化した夫・後継者がいる父や夫)が多く，また，その出稼・兼業収入は総収入の半分以上~

8害1)をも占めているのである。下層農・中H層農をtf:1IL'とする第E期出稼開始層が，出稼先での

出費を可能な限り切りつめ，手取収入の7害1)以 kを送金しているのに対し，上層農・中 I層農を

中心とする第m期以降の出稼開始層の送金が比較的少ないという，前章でみた違いは，乙うした
階層差・家族構成上の位置の違いに基礎づけられていたのである。

第 3項踏階層の生産・生活様式の変容

以上みてきたように諸個人の出稼・兼業開始時期・及び.その帰結としての出稼・兼業就業樽
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表4ー12 生活諸手段の導入

階層第E期第E期;第W期 階層第E期第E期.第W期

LPガス上 ①② 冷蔵庫上 ② ① 

中I ③ ④⑤⑤中③⑤⑤④

!中H ⑬ [中n ⑬⑨⑬
|下⑫⑬下⑬⑬⑬⑧

テレビ|上 |① 電 話上 ② ① 

|中 I ③⑤⑤⑨④中I ⑤④⑥③

中n ⑬ ⑬⑬中E ⑬⑬⑬  
!下|⑬⑧⑫下⑫⑬⑧

洗濯機上 |② ① 乗用 上 ①② 

中③⑤⑨ l⑤ 中I 巴ι
中II ⑬⑬⑬|中E

下!⑫⑬⑬⑧(⑬|下⑫(

資料:実態調査より作成

図4-3 下層農⑫の家計支出の伸び

3500 f U.~'・設備 'I~

3000 

2S0() 

飲食代

交際費

2000 家計費 Ji

1500 

lll00 

500 ........-・・・ (生産者米価)

)
 
(
 
{
 
l
 
3:¥ 3H 43 4H 53 56 昭和(年)

資料:⑫の家計簿より作成

表4ー13 家屋改築時期

造は，土地所有格差に基づく階層差によっ

て基底的lζ基礎づけられていた。そして，

最後に指摘しなければならないことは.こう

した階層差にもとづいて，諸個人が出稼・

兼業にふみ出さざるを得なかった背景や，

また，出稼にふみ出さずに地元在宅兼業化

した背景が大きく異なっているという事実

である。

すなわち，まず第 1Iζ，第E期lζ，下

層農・中E層農で出稼が多発した背景には，

乙れらの層における，上層農・中 I層農と

歩調を合わせた形での生活様式の変化があっ

た。すなわち，この第H期， LPガス・

テレビ・洗濯機等の生活諸手段が相次いで

導入され(表4-12)，また，テレビの普

及は，わらぐっ・わらじ編み・セー

ター編みなどの，従来からの夜な

べ仕事を中止させ，長ぐつや衣穎

の購入の割合を高めた。さらに，

fl国農・中E層農では他の階層l乙

先立って，乙の第H期l乙家屋の新・

改築を開始し(表4-13)，食生

活の面でも，にわとり・山羊・う

さぎ等の自給的飼育がみられなく

なり，肉や魚の購入が始まった10)。

乙のような，生活様式の総体的な

i 第I期 第E期 第皿期 |第W期 改築なし

上層農 ② |⑦ 

中I属鹿

長子中E層農 ⑬⑪⑬ | ⑬  

下層農 i⑫⑧⑬ ⑫⑬ l⑬ |⑬ 

資料:実態調査より作成
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変容の中で，住居・設備費をはじめとする家計費が，生産者米価の伸びをはるかに上回って上昇

していったのである(図4-3)。

さて第2に，上層農・中 I層農を中心とする第皿期・第W期の出稼開始層の出稼化の背景は，

第H期のそれとは大きく異なっている。まず第E期，上層農・中 I層農には，パインダー・乾燥

機が普及し，稲作の主要作業が4月中旬から10月末までの聞にすべて完了する体制が完成され，

出稼の時間的条件が整えられたIlJ(表4-14)。そして，基盤整備を経た第百期には， トラクタ

ー・田植機・コンパインが上層農・中 I層農に普及し，乙れによって稲作への従事日数は，年間

わずか2カ月聞にも満たなくなり，臨時・日雇であれば夏場の在宅兼業も可能となるに至ったの

である。そしてまた，乙うした生産諸手段の導入が，農業経営費のたゆまぬ上昇の中で，もたら

されてきた ζとはいうまでもなL、。その一端は，基盤整備121や農業機械導入に伴う長期負債が，上

表4-14 農業機械化の進展

第I期第E期第皿期第W期 第I期第E期第E期第W期

耕 起 上層農 団 回 刈取・脱穀 上層業 国 田 ①② 

口=耕転機 ロニパインダー

。=トラクター
中 I層農 [4]圏直 sJ③⑥ 

。ニコシtイン
中 I層農 園田 圏直団国c!⑥

回国国 ⑧ 団

中H層農 副回目 日 ⑬ 中E層農 囚回目

回

下層農 回 回目固 下層農 回囚

国函

回 植 上層農 国 回 乾 燥 上層農 団 田

口二田植機 口=乾燥機

中I層農 E sJ[4]圃 中 I層農 団四回[4][BJ 

[BJ[1J団 回iill

中H層農 回目 中E層農 回 回国

下層農 下層農

資料.実態調査より作成

表4-15 基盤整備・機械化に伴う長期負債

基 盤 整 備 農 業 機 械

な し 30万未満 50万未満 100万未満 100万以上 tJ. し100万未満200万未満 200万以上

上層農 ① ② ①② 

中I層農 ⑦ ③④⑤⑥ ③⑦ ③~⑨ ④ ⑧ 

⑧⑨ 

中E層農 ⑬ ⑮ !⑬⑬ ⑩⑬⑪⑬ 

下層農 ⑩ 
(附⑫

⑫⑭⑬⑫ 

⑬⑬ ⑬⑬⑧ 

資料:実態調査より作成
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層農・中I層農に蓄積されてきていることにみてとれる(表4-15)。

そして第3に，各農家の出稼開始時における家族構成，及び，出稼者の家族構成上の位置も，

階層毎・出稼開始時期毎に大きく異なっている(表4-16)。すなわち，下層農・中I層農を中

心とする第H期出稼開始層の多くは，家族内で最も中心的な労働力たる夫として，学校卒業以前

の子供を育てつつある段階，すなわち，家族周期的に特に出費がかさみがちになる段階に，出稼

を開始している。これに対し，上層農・中I層農を中心とする第皿期以降の出稼開始層は，その

多くが未婚の後継者として，学校を卒業した段階，すなわち，家族周期的に労働力が豊富になっ

た段階に，出稼を開始している。いわば，第E期出稼開始層が，出稼にふみ出す当初から，家族

員に対する重大な責任を背負っていたのに対し，第皿期以降の出稼開始層は，年齢的にも若く，

家族に対して比較的自由な立場で出稼を開始しているのである O

第3節 地元労働市場・農業生産一生活と出稼労働の変容

以上の分析を通じて明らかになったことは，以下の諸点である。

まず第 1に，諸個人の出稼開始時期が，最も基底的には土地所有格差にもとづく階層差によっ

て基礎づけられ，しかも，その出稼化の背景も，そうした階層毎に大きく異なっているというこ

とである。すなわち，第H期出稼開始層は，主要には，下層農・中H層農であり，彼等は，地元

での林業衰退に伴う冬場兼業先の喪失と，生活様式の諸変化に伴う家計費支出の増大の中で，就

学中の子弟を育てつつある既婚の夫として，出稼にふみ出さざるを得なかった。これに対し，第

皿期以降の出稼開始層は，上層農・中I層農であり，彼等は農業生産の機械化に伴う農閑期の拡

大と，経済的負担の増大の中で，未婚の後継者として，出稼を開始するに至っているのである。

こうした諸事実は，出稼労働の史的変容が単に出稼労働市場の変化のみならず，地元労働市場や

農業生産・生活上の階層差のあり方によっても基礎づけられていたことを示している。いいかえ

表4-16 結婚と出稼開始の年次差

結婚以 円IJ 結婚年 結 婚 後

10年 5年 -1年
~ 士O年 l年~ 5年~ 10年~

第H期 柳田組系グループ ②夫 ⑮夫 ③夫 @父 ⑫夫

内田工務居系 ⑬夫 ⑨夫 ⑪父 ⑩父

クツレーフ。 ⑬夫 ⑪夫

第血期 柳田組系グループ @父⑮夫

⑥父②父

Tフーズ系 ④長男 ⑥夫 ⑬夫 ⑦夫

グJレーフ。 ⑧長男

単身就労 ⑭長男 ①夫

第IV期 単身就労 @長男 ③長男 ⑤夫 ⑬父

⑪長男

資料:実態調査より作成
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れば，出稼供給基盤としての生業・生活における階層差が，出稼者諸個人の出稼開始時期や就労

先の選択，技能習得に対する意欲や可能性，出稼先からの送金や出稼先での自由裁量による消費

状況等々に，一定の影響を刻印していたのである。

しかしながら第2Ir..ここで沌意すべきことは，諸個人の出稼開始時期を基礎づけているの

は，あくまでも，出稼開始時期における階層走にほかならず，その後の階層間移動や，農業生産・

生活kの変化がストレートに，出稼開始以降の出稼労働の変容を規定したわけではないというこ

とである。 T部落の場合，各農家が出稼を開始した後も，開始時の階肘足が損存されたため，現

実の出稼労働における変符・多様性を貫く基軸である諸個人の出稼開始時期が，今日の階層差と

相即していたにすぎない。従って，厳密には階肘走は諸個人の出稼開始時期，すなわち，日本資

本主義の如何なる発展階梯lζ出稼を開始せざるを得なかったのか，という乙とには大きな意味を

もつが，その後の出稼労働そのものの変容は，やはり，出稼労働需要側の要因によってもたらさ

れてきたといえよう。

ただし第 3Iと.T部落各農家において，出稼開始時期の階!同と今日のそれが一致していると

とは，全く偶然であるわけではなし、。なぜなら，農閑期lζ限定した出稼という兼業形態それ自体，

土地所有とそれに基づく農業牛J:lf.の維持・継続を前提としたもの，それを可能とするための一手

段にほかならなかったからである。そして，今日，こうした七地所有の維持・紛i棋に対する志向

性は，すぐれて，出稼先で賃労働者のや活実態を知り，それとの比較のI-.t乙IT.って出代的に再生

産されてきている。こうした諸事実は今日の出稼労働のあり方それ自体が.Hl稼先労働 中活の

同而のみからは説明しえないととを示し，また同時に，出稼のあり}jをj主礎づける土地所1iのあ

り方自体が，出稼先で接する純粋の賃労働者の状態如何によって，大きくノc有される可能性があ

る乙とを物語っているのである。

i主

1)林業「伐採夫」は，高収入にはなるが，きわめて危険な仕事でもあった。当時.u木材で「伐採夫」と
して働いていた⑧父は次のように語っている。

111月から 3月にかけて. 5人-12人位の組を組んで，市内の山や速いと乙ろでは山形の山まで回っ

た。一石なんほで湯沢までそりで運搬したり，きこりもやった。食料は向乙う持ちで，飯場もあったの

で経済的だった。給料はひと山終わればもらうという形だったが，当時で農作業2人工の手間だった。

でも(正式の)契約も何もあったものではない。あっち行ったり，こっち行ったり，危険で苦しい仕事

fこった。」

2)乙の一端は，⑩夫の次の言葉にもあらわれている。「公共事業が縮小されて士鐙業は苦しい。年間通じ

て手間どりができなし、。たまに仕事があるというね度で，行きたいときに行けるわけではない。残業も

なくなるし，休みも多くなる。特に 4)j-5月にかけてf士事がなくなってしまい，これまで続けてきた

人も，休んで失保をもらうことをJ5えtHしている。」

3)乙れらの事業体における労働条件の劣悪さは，常履でありながら. 9名中3名が労働条件K不満をもっ

て，転職してきている ζとにもうかがえる。また，こうした中で，彼等の多くは労働組合の必要刊を認

め，闘わない組合に対しては不満をもっている。以ドはその事例である。

11円でも多くもらいたし、。組合がなければ会社の"，、なりになってもしょうがなし、。そういう組合

があるから我々働いているんでないでしょうか。なければ上がる給料も上がらない。J(⑧夫)

「自動車修聞のほかにセールスもやらされる。セーノレスは公用でも，伺人の車を使えと言われる。職

場K頼りになる人もいないし，組合はあっても会社のいいなり。それでやめた。J(⑬長男)

4)第W期，とりわけ昭和54年以降，こうしたパート労働者の解属が進められつつある乙とは，すでに第 1
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章でみた通りである。そしてこの影響はT部落でも顕在化しており，昭和54年以降，女性在宅兼業者は

若干ではあるが減少に転じている。

「パートをどんどん切っている。 7 イクロパスの送迎もなくなり，国道から会社までのパス賃だけを

出すようになった。契約の更新もしなくなってきた。私達が入った頃は，猶もしゃくしも欲しがったの

に。不況かもしれないが.~~~、者いじめはし、けなし、。法律がちゃんとあるのだから。田舎だから，そん

な乙と誰も知らねえべ，と思ってやっているのだろう。言葉使いも厳しくなった。会社側の方針気に入

らなければやめてけれ，と言われるようになった。パートは45歳でだめなと乙ろもある。 20万円出すか

らやめろと言う。J(⑫妻)

なお，こうした状況の中で，誘致企業で働くパート労働者7名のうち 6名までが，彼女達の権利を

守る労働組合の必要性を主張し，また，実際lζ労働組合結成lζ向けたピラ配布などの活動もなされてい

る。

i(労働組合は)絶対必要。パート Kは何も保障がない。労基法違反しているから会社に対してはあ

まりいい気持ちではない。全部む乙う任せではなく，乙っちでこうしてほしいと思うととも取り入れて

ほしい。 l人ではどうにもならないがまとまれば力がつくと思う。J(⑤委)

5)こうしたパート女性労働者の従事する作業の中には，かなり危険なものも含まれ，次のような事故も起

きている。「パートでも(少し前まで)8時間労働だった。労基法違反だ。仕事は薬品シンナー・トリ

クリンを使い，臭いに悩まされる。まなぐ(目)IC薬がついて焼けて医者IC走った人もいる。手をやけ

どしたとき(社会保険かけてないととはおかしいと)文句言ったが， r女の人 1人で闘かつても，どう
なるもんでもねえJ と言われてがまんした。~ (⑤母)

6)上層農・中 I層農でみられる農地貸与は，減反・転作lと伴う畑作拡大のため，労働力が不足し，他農家，

もしくは，砂利採取業者に貸与せざるを得なかったものである。また，借地は，戦前もしくは分家以来

の小作地の残存である場合が多い。これらはし、ずれも客細規模の貸借であり，各農家の階層序列を崩す

ほどのものではない。

7)しかも，こうした階層差は，その主要な生産手段としての水田の生産性の格差とも重層している。すな

わち.T部落の水田は，雄物川水系C1.610a)とTJII水系c177a)とに大別されるが，前者が基盤整備

を終え，一区画30a IC整砲されているのに対し，後者は未整理で，しかも水が冷たいため，生産性が低

い。そして上層農・中 I膚農の回はほとんど雄物川水系であるのに対し，中E層農・下層農では.11戸

中6戸にTJII水系の回が含まれているのである。

8)乙のことは，昭和22年K実施された農地改革の意味を否定するものではない。それ以前のT部落では，

総戸数16戸のうち11戸が小作地を抱え，地主は 3戸，自作農は 2戸にすぎなかった。そして，小作地に

は4分6分，あるいは 5分5分という高率の小作料が課せられ，これが当時の農民生活を強く圧迫して

いたのである。昭和29年「秋田県農地改革史」 によれば，昭和l年-10年までの旧山田村の平均小作料

は，契約額で1.300石(平均収量の46.4%).実納額で1，270石(同45.4%)に達していた。こうした地

主・小作の階級関係を基本的l己解体させたものが農地改革であり，その意味で農地改革は，今日の自作

農を中心とした土地所有制創出の出発点となったといえよう。ただし.T部落の場合，かかる農地改革

が，戦前の経営面積格差を残したままで行なわれたため，曙層差が温存されることになったのである。

9)農林省「農家経済調査」では，在宅兼業による収入は「農外収入JIζ含まれ，出稼による送金・もち帰

りの収入は「出稼ぎ・被購与扶助等の収入」に含まれる。たしかに出稼は，在宅兼業とは異なり，地元

と出稼先での2重生活を余儀なくされ，従って出稼による収入が必ずしも農家としての収入に直結しな

いという特質をもっ。しかしとこでは出稼が，兼業形態のひとつである乙とを重視し，出稼・兼業収入

として一括した。

10)乙れに対し，上層農・中 I層農で，家屋を新・改築したり，肉・魚を買うようになったりしたのは，主

lζ第E期以降であった。特K上層農②では，家の氏神である「竜神様」の提として，肉食を第町期lζ入

るまで禁じ続けてきた。「竜神様」は屋敷の裏IC積んだワラ山の中lζ住む大きな蛇であると伝えられ，

現在でも②の家では，毎年l回(5月8日)ワラ山の上積をして，法印を呼んで祭礼を行ない，また毎

月8日に供え物を続けている。昭和49年，②で肉食を始めるにあたっては，法印を呼んで特別の祭礼を
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行なっている。

11)農業機械・化学肥料導入以前のT部落における稲作生産過程は，牛・ J馬耕(上層農・中 I層農は馬耕，

中H層農・下層農は牛耕)→手植→手で除草→手メ1J→自然乾燥(はさかけ)→脱穀機で脱穀→臼で精米，

という形が一般的であった。乙の段階では，稲作生産は4月-1月までの功〉る重労働の連続であった。

また， 2月以降も俵編みや堆肥積み等稲作IC関わる作業が存在していた。

12) T部落における基盤整備事業は，昭和50年以降，県営の f雄平地区大規模圃場整備事業」の一環として

実施された。乙れは， 10 a当り約17万円かかり， ζのうち 3割が自己負担で25年年賦で償還する。償還

は昭和57年度から開始される。

13)部落内で作業受託しているのは，上層農②，中 1J畜農④の 2戸で，これが中E層農・下層農の 6戸から

受託している。乙れ以外に中 E層農・下層農の中には.部落外の知人や，妻の親戚等IC委託している場

合もみられる。受委託の料金は市で定めている協定標準賃金に依っている。

第5章 T部落における家族・村落社会の再編

前章までの分析を通して明らかにしてきた如く，諸個人の出稼労働のあり方は，基底的には，

彼の出稼開始時期の出稼労働市場の構造に規定され，また，そこに包摂されるに際しては，彼の

地元での生業・生活基盤に基礎づけられた一定の目的意識的な選択がなされていた。そこで最後

に，本章では，こうした出稼就労先での労働一生活諸体験が，諸個人の内に，好むと好まざると

にかかわらず，如何なる形で内在化され，そのことが，農民家族・村落社会のあり方を，どのよ

うに変貌させてきたのかを，明らかにしていこう。その際， T部落に存する20戸全戸を対象とし

て，各農家内部での協働形態と， T部落を単位としたそれについて，分析を進めていく。

第1節 農民家族の再編と出稼労働

T部落に存する20家族のうち，直系家族形態にあるものは14戸と最も多く，夫婦家族形態を

とる家族は 6戸と少ない。しかも，現在，夫婦家族形態にある家の多くは，戦後に分家独立した

下層農で，いまだ 2代目が後継の意志をもって家に残りながら結婚していない家族であり，した

がって，近い将来，直系家族形態に移行するものと思われる(表 5-1 )。そして，こうした20

戸の農家のうち16戸から，すでにみた如く 19人の出稼者が，階層毎に異なる形で輩出されている

のである。

そこで以下，諸個人の出稼就労先での労働一生活諸体験と，農民家族の構造・変容との関連

色農業生産上の協働形態と農家家計管理形態，そして，生活上の協働形態の諸相から，明らか

にしていこう O

第1項農業生産上の協働形態

元来，農閑期に限定して行なわれる季節出稼は，出稼者自身の農業生産への従事を前提とし

た兼業形態である場合が多い(表5-2)。現にT部落の成人男子においても，出稼者19名のう

ち12名までが各農家の農業主担者であるのに対し，通年在宅兼業者，及び，非兼業者20名のうち

12名が農作業に全く従事しないか，もしくは，畑作業のみ従事するにとどまっているのである。

とりわけ，第E期出稼開始層を中心とする柳田組系・内田工務居系グループ員のほとんどは，

出稼開始当初から， 45歳-69歳の今日に至るまで，農作業の面でも，農業生産上の意志決定の面
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表5-1 家族形態と階層

直系家族形態 夫婦家族形態

父母夫妻 母夫妻 後継者学卒 後継者就学

上層農 ①② 

中I層農 ③⑤⑥ ⑦@  ④⑥ 

中H層農 ⑬ ⑬⑬⑮ 

下層農 @⑫ ⑮ @⑬⑭ ⑬ 

資料:実態調査より作成

でも，各農家における農業生産の主要な担い手でありつづけてきた。主に下層農・中H層農の比

較的高齢の父や夫である彼らの中には，農閑期の出稼に加えて，夏期間にも土工日雇等で在宅兼

業を行なう者も多いが，それはあくまでも，農業生産への従事を妨げない範囲でなされているの

である。そして，このように，彼ら第E期出稼開始層が農業生産を主要に担っているからこそ，

彼らの後継者達は農作業にほとんど従事せず，妻達は畑作業のみを手伝って，いずれも，通年の

在宅兼業化を可能としているのである。

しかしながら，近年の出稼労働市場の変容に対応した諸個人の技能・資格の習得は，出稼者

のこうした農業生産への関わり方に，一定の変化をもたらしつつある。すなわち，第田期以降の

出稼開始層，とりわけ単身就労者は，出稼に際して習得した技能・資格を生かして，夏期間にも

かなり恒常的な在宅兼業を行なっているが，それは，彼らが上層農・中 I層農の夫や後継者であ

るにもかかわらず，農業生産に部分的・補助的にしか従事しないか，あるいは，全く従事しない

ことによって，はじめて可能になっているのである。そして，彼らにかわって農業生産を主に担っ

ているのは，高齢の父や夫であり，また，妻をはじめとする女性家族員である1)。この意味で，

出稼単身就労者の技能・資格習得は，上層農・中I層農を中心とする農家の農業生産において，

高齢者，及び，女性の果たす役割を拡大し，それに伴い，彼らの農業生産上の発言権をも強めた

のである。

第2項収入と家計管理

さて，次に指摘しうることは，出稼就労先での自由裁量による支出の拡大が，農家の家計管

理を多元的な構造に変えつつあるという事実である(表 5-3)。

出稼者は一般に，在宅兼業者よりも多額の収入を家計にもたらす。 T部落でも，通年在宅兼

業者のほとんどが1ヵ月平均10万円未満しか家計に入れないのに対し，出稼者のほとんどは 1ヵ

月10万円以上を送金しているのである。

こうした差異は，基本的には，出稼先と地元の賃金水準格差にもとづくものではあるが，し

かし同時に，とりわけ，第E期出稼開始層を中心とする柳田組系・内田工務居系グループ員が，

出稼先での出費を可能な限り切りつめることによって，ようやく，毎月15万円以上もの送金を確

保していたことも見逃せない。しかも，こうした第H期出稼開始層の送金は，主に下層農・中E

層農である彼らの家計の中でも，きわめて大きな位置を占めていたのである。彼らの収入のほと
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表5-2 男性家族員の農作業分担と農業生産上の意志決定

民 作 業 分 担 農業生産上の意志決定

全面作業 部分作業 名義人以外で 8ι の 他

主砲者 農作業に従事しない 土地名義人 長期営農計画 機械導入 全く決定に参与せず

補助者 補助者 のみ従事 作付体系決定 種子・肥料決定

第日間 柳田組系 (2)夫。j夫 ⑬夫 ③夫

グループー ③夫⑧父 ⑫父 ②夫

内田工務「占 ⑨夫 ⑬夫 ⑬父 ③夫⑩父 ⑬夫

系ク日ル←プ ⑬夫 ⑬夫

第四期 柳団組系 ⑬夫 ⑬夫

クりレー7
0

⑥父 ⑥父

Tフ←ズ系 ④長男⑬夫 ④長男⑬失

グループ ③長男 ⑧長男

単身就労 ①夫 ⑥夫 ⑬長男 ⑥夫 ⑬長男

①夫

第IV期 単身就労 ⑤夫 i[i長男 ⑤夫 ⑬長男

③長男 ⑤長男

通年在宅兼業者 ⑦夫 ⑬長男 ③長男 ⑬夫 ⑬長男⑬長男@&.男 ⑦夫⑬夫 ⑫夫 ③長男⑬長男@次男

⑪夫 @夫 ⑬長男⑬弟 ⑬夫 ⑬長男 ⑫長男⑬長男⑬弟

非葦業者 (育〉父 ③父 ①父⑭夫 ③父の弟⑬夫 ⑬夫⑬夫 ⑤父 ③父の弟

②父 ⑫父 ⑪夫①父 ⑬父

⑫夫 ②父③父

資料:実態調査より作成
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表5-3 男性賃労働者の家への入金額・自由裁量額

家に入れる月額(平均) 家に入れず個人で使う金(出稼先食費は除く)

10万円未満 10万~ 15万~ 5万円未満 5万~ 10万~ 15万~

第H期 柳田組系 ⑮夫 ②夫@父 ⑮夫③夫， ⑮父

クソレーフ。 ③夫 ②夫

内田工務!苫 ⑬夫 ⑩父⑨夫 ⑮父⑨夫 ⑬夫

系グループ ⑩夫 ⑩夫

第皿期 柳田組系 ⑮夫 ⑬夫

グJレーフ。 ⑥父 ⑥父

Tフーズ系 ④長男 ⑬夫 ⑬夫 ④長男

グループ ⑧長男 ⑧長男

単身就労 ①長男 ⑭長男 !①夫 ⑥夫 ⑭長男

⑥夫

第IV期 単身就労 ⑪長男 ⑤夫 ⑨長男 ⑥長男 ⑤夫 ⑪長男|

通年在宅兼業 ⑦夫 ⑬長男 @夫 ⑬夫 ⑦夫⑬夫 ③長男⑮長男

③長男⑪夫 ⑪夫@夫 ⑬長男⑫長男

⑫長男⑬次男 ⑬弟⑬長男 ⑪長男

⑬長男⑮長男

⑮弟

資料:実態調査より作成

んどは，ひとたび，家族共通の家計に含まれ，その管理は，最も主要な稼ぎ子であると同時に，

家業としての農業生産の主担者でもある第H期出稼開始層自身の手にゆだねられているのであ

るo

これに対し，第皿期以降の出稼開始層であるTフーズ系グルーフ員や単身就労者は，すでに

みた如く，出稼先で 5万一20万円を自由裁量で支出しており，ここにはもはや，かつての家父長

による一元的な家計管理は全くみられない。もちろん，こうした自由裁量部分の拡大は，通年在

宅兼業を行なう後継者達にもみられるが，その自由裁量の余地は，手取収入額そのものの低さや，

商品市場の狭さ，家族員との同居等の諸条件におさえられて，出稼者の出稼就労先での自由裁量

の余地に比べ，はるかに小さい O

第3項生活上の協働形態

そしてまた，出稼就労先での家事遂行の習慣や，新たな社会関係の形成は，家族内での家事

分担や，生活上の諸決定のあり方にも，一定の変化をもたらしている(表 5-4)。

すなわち，全体として現在の各農家において，男性家族員の家事分担はきわめて少なく，主

要な家事のほとんどは女性によって行なわれている2)が， しかし，出稼者は，少なくとも出稼先

では，自分で掃除や洗濯・買物・布団の上げ下ろし等をしなければならない O そして彼ら出稼者

は，家に帰ってからも，出稼を行なわない男性に比べれば，それらの日常的な家事を，自分です

る場合が多いのである¥
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表5-4 男性家族員の家事分担と家族内生活上意志決定

掃除・ 買物
を自し分上すげのる下布(団O ろ

ω(践のの 雪かき

洗濯ω (8) いずれもしない 雪おろし

第E期 柳田組系 ⑮夫 ③夫 ②夫

グJレーフ。 ⑮夫 @父

内田工務庖 ⑩父⑮夫 ⑥夫

系グループ ⑬夫

家
第皿期 柳田組系 ⑬夫 ⑥父

グループ ⑮夫

事
Tフーズ系 ⑥長男 ⑧長男 ⑥長男 ④長男

クツレーフ ⑬夫

分
単身就労 ①夫 ①夫 ⑭長男 ⑥夫

⑥夫

担
第W期 単身就労 。長男 ⑪長男 ⑪長男 @長男

⑤夫 ⑤夫 ⑤夫

通年在宅兼業者 ⑮長男 ⑬長男 ⑬長男⑪夫 ⑬長男@夫⑫長男⑬弟 ⑦夫⑮長男@夫

⑦夫⑬長男 ③長男⑬夫⑪次男 ⑪夫⑬夫

非兼業者 ⑪夫 ⑪夫 ⑪夫③父 ⑫夫⑭夫③父の弟 ①父CA父⑫夫
⑤父 ⑤父 ⑤父 ①父②父⑫父 @父⑪夫

家族の旅行・遊び等の計画 父・夫・母のみ 妻も参与

耐久消費財・家屋新改築の決定 父・夫・母のみ 妻も参与

通帳・印鑑を管理する 父・夫 妻・母

家意 柳田組系グルーフ。員のいる ⑮②⑬① ⑥@  

農家

計志 内田工務庖系グループ員の ⑬@  

いる農家 ⑮ 

管決 Tフーズ系グループ員の ④⑥⑬ 

いる農家

理定 単身就労者のいる農家 ⑥@  ① @⑪⑭ 

出稼者の全くいない農家 ⑪⑦⑫ ⑬ 

資料:実態調査より作成

*もとより，このことは，出稼農家の女性家族員の家事分担が，非出稼農家のそれに比べ軽いことを示

すものでは全くない。むしろ，出稼農家では，夫や後継者の出稼期間中，子供の教育や老人の世話，雪

おろしゃ雪かき等，肉体的にも精神的にも，きわめて重い負担が女性家族員に諜せられるのである。

また，生活上の意志決定構造についてみると，諸個人の出稼先での諸体験に加え，第1項で

みた農業生産上の協働形態の違いが，大きな意味をもってたちあらわれてくる。すなわち，家業

としての農業生産の主要な担い手が，農業生産上のみならず，生活上ででも，強い発言権を確保

しているのである3)。
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まず，下層農・中H層農を中心とする第E期出稼開始層は，彼ら自身が農業生産の主担者で

あり，しかも彼らは出稼就労先でも，柳田組系・内田工務自系グルーフのメンバーとして，もと

もと気心の知れたT部落出身者相互で主要な社会関係を結んでいた。そこで彼らは，家族内で生

活上も強い発言権を有しており，また，彼らの出身家族では，出稼者が全くいない農家と同様，

生活上の諸決定に妻が全く参与していないのであるへ

ホもちろん，第E期出稼開始層の出稼中には，彼らの妻が，対外的な家の代表者として，部落の寄り

合い等に出席せざるをえない場合はある。しかしそれはやはり，現時点においては， I代理人」という

性格が濃厚である。というのは，第H期出稼開始層が出稼先から帰ってくると，寄り合いへの出席者

はただちに「本来の代表者」たる彼ら自身に戻り，また，第四期のはじめには，寄り合いそのものが，

出稼者の集まれる時期に集中的に設定されるようになっているのである。さらに，出稼期間に寄り合

いが聞かれたとしても，重要な決定は，第H期出稼開始層たる夫や父が帰るまで延期されることも多い。

これに対し，第四期以降の出稼開始層からなるTフーズ系グループ員や単身就労者は，出稼

就労先で，初対面の出稼者や常用労働者と新たな社会関係の構築を迫られる。しかも彼らの出身

家族たる上層農や中I層農においては，妻をはじめとする女性家族員も，農業生産上，重要な位

置を占めている。そこで，彼ら第固期以降の出稼開始層は，家族の内部でも，種々の生活上の諸

決定に際して，妻をも含めた家族員の協議・合意を重視しているのである¥

*特に，出稼就労先での新たな社会関係の形成との関連においては，単身就労者①夫の妻は，夫の変

化を次のよラに語っている。

「外で働けば人に使われることの苦労がある。いろんな人と付きあう。何でも自分の思い通りにはいか

ない。…だから，私達に(対して)も，人間がやさしくなる。」

第2節村落社会の再編と出稼労働

それでは次に，村落社会の構造・変容が，諸個人の出稼先での労働一生活体験と如伺に結び

ついているのかをみていこう。その際，注意すべきことは，下層農・中E層農を中心とする第H

期出稼開始層の村落社会への関わり方と，上層農・中 I層農を中心とする第田期以降の出稼開始

層のそれとが，きわめて大きく異なっていることである。

第1項第2期出稼開始層による村落社会再編

まず，第E期出稼開始層についてみていこう。

第 1に，彼ら第E期出稼開始層において注目すべきことは，彼らが，出稼労働を通じて自ら

の労働評価，さらにいえば，時間を金の尺度で計る習慣を身につけたということである。もとよ

り，こうした習慣は，出稼開始以前の林業「伐採夫」等の在宅兼業においても当然，培われたも

のではあったが，離別した家族への送金のために一刻を惜しんで働く第H期出稼開始層の出稼就

労体験は，こうした労働評価の志向性を，はるかに深く農民層に刻印したのである。これに伴い，

農閑期に集中していたさまさまな村仕事が， Iヒマダレ(時間の損)Jと受けとめられるようにな

り，部落青年会の解体4)や，部落共通の信仰・慣行5)の廃止が相次いだ(図 5-1 )。また， T部

落には， 16町の郷山，及び 2反の入会山が共有林として存していた6)が，その出役にも， I出

おくれ」と称する欠席が常態化し，一方で，それに伴う山林の管理不足を補うという理由から，
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図5-1 部落の慣行・共有林・部落会の変化

第 0期 第 I期 第E期 第圃期 第W期

かまくら 1月1日

火 祭 1月11日

観音講 3月17日

部

春祈脅 4月 (自力三不規則になる)

落

共 天神祭 4月25日 (8用に変わる)

通

の
春の祭 5月12日

信
えびす講 回値後

仰

虫 祭 7月

慣

えびす講 刈取後
IT 

伊勢講 刈取後

秋の祭 刈取後

暮まいり 12月30日

入会山 所有権 ⑬ T部落法人団体

部
( 2反) 管理利用 T部落全戸共同

落

共 所有権 山田村 山田愛林会

有
郷 山

林
管理利用 3 部落共同(T部落 ~16町)

3時「
(約50町)

2 町 ~T部落共同 返上

役員選出 総本家3戸のもち回り一一一 指名選挙 鎗番昔話J
部

落
部落会長 ③ ② ⑥ ③-o 一-③ー⑤一一

会

役
部落会総会 4月12日 1月1日

員
会合への出欠制度 全戸世帯主出席 世手帯主以外の出席承認 欠席の際の罰金制導入

資料:実態調査より作成
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郷山の大部分の利用権が個別農家に分割され，他方で，残ったわずかの共同利用部分の出役にも

罰金制(地元土工日雇労賃と同額)が導入されることによって，事実上，欠席が公認されるよう

になった。さらに，部落会の役員も，第E期には出稼を行なっていなかった上層農・中I層農に

押しつけられ，第百期になると， r役員になると仕事も何もできなくなる」ことを理由とした役
員就任拒否が発生したため，選挙制から輪番制71に転換されるに至った8)*。

*第E期出稼開始層の出稼化は，以上のように，かつての「村落共同体」的な諸関係を一層弱めるのみ

ならず， T部落内で展開していた農業生産上の雇用関係をもっき崩すものであった。すなわち，第H期

以前には，上層農・中I層農は，とりわけ稲刈をはじめとする秋作業において，早めに作業が完了する

下層農・中E層農の労働力を，当時の地元土工日雇と同水準の労賃で雇用していた。ところが，第E期

以降，下層農・中H層農の出稼化に伴い，こうした雇用関係が急速に崩れていったのである。なお，こ

れにより，上層農・中 I層農では深刻な労働力不足が生起した。そして，それが，パインダーや乾燥機

をはじめとする上層農・中I層の機械導入の直接的契機となり，こうした機械化が，すでにみた如く，

彼らの出稼化を促したのである。この意味で，下層農・中H層農の出稼化は，それ自体，彼らと農業労

働力雇用関係で結ばれていた上層農・中 I層農の出稼化=T部落の全階層的出稼化の要因を，すでに内

包していたのである。

しかし第2に，このようなT部落社会の解体過程は，直ちに，各農家，とりわけ，第E期出

稼開始層の出稼農家の孤立化を意味するものではない。なぜなら，彼らは，こうした中でも，同

族の枠にもとづくインフォーマルな社会関係を根づよく維持・再編してきたからである(図 5一

図 5-2 本一分家関係と「よいっこJ.出稼就労グループ
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⑬失④長男，

国夫⑧長')j
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2)0 T部落社会は.r太郎左衛門Jr三五郎」等の通り名を今日も継承する総本家を中心に，大
きな 3つの同族によって構成されている9)。そして，こうした同族の枠を基本として，農業生産

上の労働力交換=rよいっこ」が組織されていた10)が，これは，前述の如く，第H期出稼開始
層の出稼化に伴い，農業労働力雇用関係が崩壊する中で，ますます重要なものとなってきた。ま

た，ここで何より重要なことは，出稼就労グルーフも，同族の枠を基本としたインフォーマルな

社会関係を基礎に結成されていた，という事実である。したがって，第E期出稼開始層が出稼先

でとり結ぶ最も重要な社会関係，すなわち，同就労グループ・同部落出身者相互の社会的紐帯と

は，多くの場合，同族内部の紐帯の出稼先での日常的再生産にほかならなかったのである。同時

に，このことは，第H期における出稼急増の社会的基盤のひとつが，出稼供給機構として活用さ

れうる同族のネットワークにあったことを意味しているへ

寧しかも，こうした同族のネットワークは，生活上のさまざまな協力関係にも活用された。すなわち，

結婚式や葬式の準備を手伝うのは，いずれも本家・別家を中心とする同族内部で行なわれている。また，

とりわけ第E期以降，各層では，出稼開始と相前後して家屋を新築したが，この際の手伝いや「たてま

え」にも，同族の人々が招かれていたのである。なお，第H期以前には，家屋新改築の手伝いは..同族

の枠に限らず，部溶総出でなされていた。が，第E期以降，茅葺屋根が減少し，人手が以前ほどいらな

くなったため.I不経済だから，頼まれた人だけ手伝う」ことに，部落会で申し合わせがなされた。そ

して以後.I頼まれた人」とは，ほとんどの場合，本家・別家の人々に限られてきたのである。

そして第3に，こうした同族内部の社会構造をみると，もはや，そこには，かつての本・分

家の序列関係は全くみられない。むしろ，出稼就労グループのリーダーは，最も早期に出稼を開

始した，したがって，最下層の，最も新しい分家の出稼者であり，その限りにおいて，本・分家

の序列は逆転したかのようにさえみえる。しかし，ここで注意しなければならないことは，こう

した同族内部の社会関係を貫く構成原理が，決して，出稼経験の長さや技能習得水準等にもとづ

く能力主義ではなく，実は，本・分家の序列や階層差等にとらわれない平等厳守という形での共

同体的規制であったことである。出稼就労グルーフ内部では，第3章でみた如く.r不平等があ
るともめるもと」になるため，リーダーを含めた諸個人の平等な関係の維持が，きわめて重視さ

れていた。また.rよいっこ」の労働力交換においても，交換人数・日数等を記帳し，できる限
り平等な交換が保たれるように配慮がなされていたのである。

第2項 第E期以降の出稼開始層による村落社会再編

ところで，以上のような第E期出稼開始層に対し，第皿期以降の出稼開始層からなるTフー

ズ系グルーフ。員や単身就労者の村落社会への関わり方は，大きく異なる特質をもっている。

そのことを最も端的に示すものは，昭和52年の rT部落若者会(以下，若者会)Jの結成で

ある。この若者会は，第皿期以降の出稼開始層 3名が自主的にリーダーとなって.r部落の発展
と和をめざし，若者の育成を目標」として結成した任意加盟制の団体である。こうした若者会の

活動期間は，現状では，彼らが部落に在住する夏期間の早朝と夜間に限られており，また，その

活動内容も，祭りの準備や野球の練習等，娯楽の域を出ていない。しかしながら，この若者会が，

任意加盟制の原則をとりつつ，事実上，通年常雇の在宅兼業者も含め. T部落の男子青年層すべ

てを組織し(表5-5 ).また，若者会以外の部落構成員をも巻き込んで，部落の祭りをかつて

ないほど盛り上げるエネルギーを示したことも事実である11)。そして，ここには，何よりも，
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表 5-5 若者会メンバーの就業内容

農業生産 出稼 在宅兼業 年令 定住の意志

中I層農 ④長男 主担者 出稼 27 O 

⑥夫 部分作業補助者 出稼 27 O 

⑥長男 主担者 出稼 27 O 

⑨長男 部分作業補助者 出稼 臨時 23 O 

⑤夫 部分作業補助者 出稼 自営 27 O 

③長男 部分作業補助者 常雇 23 O 

中H層農 ⑪長男 出稼 自営 26 O 

⑬長男 常雇 24 O 

下層農 ⑭長男 出稼 臨時 29 O 

⑫長男 常雇 22 O 

⑮長男 常雇 20 O 

⑪長男 常雇 27 O 

⑬長男 全面作業補助者 常雇 22 O 

@夫 部分作業補助者 常雇 28 O 

資料:実態調査より作成

同族の枠や，その内部での共同体的規制にとらわれず，諸個人の主体的な参加を重視しながら，

部落全体の連帯を志向する意識が貫かれており，さらに，その基底には，第E期出稼開始層を含

む彼らの親の世代に対する鋭い批判の目が存している*。

*若者会のリーダーの 1人=④長男は，会を結成した動機を次のように語っている。

「ここの部落会は古くて，ものすごいわだかまりがある。祭りをやるといったって，ただ集まって黙っ

て飲むだけ。…これを措きかえようとして若者会を作った。今の親父たちの代では，まとまるなんて考

えられなし、。我々の代に改革しなければ。今までの自分ではなくて，新しい自分になるべきだo親のい

いなりでなく.rカエルの子はナマズjになって，部落を変えていかねば。」

それでは，こうした第皿期以降の出稼開始層による積極的な部落社会再編の営みは，彼らの

出稼就労先での知何なる労働一生活体験にうらうちされていたのであろうか。

まず第 lに，彼らはいずれも，職業安定所を介して就労し，出稼先で新たに知りあった賃労

働者や出稼者と，日常的な社会関係を形成する。また，彼らは，自らの能力に応じて一定の技能・

資格を習得したり，現場責任者等に指名されたりしている。このような彼らの出稼先での労働一

生活には，もはや，同族の枠や，その内部での共同体的規制という意識は，入り込みょうがない。

彼らが自らの労働一生活のあり方を考える際，尺度とするのは，同族や部落内部でのつり合いで

はなく，都市賃労働者の生活実態である。そして，こうした特徴は，出稼を行なわず，通年在宅

兼業化した青年層と，共通する特徴なのである。

第2に，彼らの出稼先での「自発的」な長時間労働は，すぐれて，彼ら自身の自由裁量によ

る消費部分の確保・拡大を目ざしたものであった。彼らは出稼先から，乗用車やステレオ，最新

のジャズレコード等をもち帰る。そして，自由裁量部分の拡大によるこれらの商品の購入は，通

年在宅兼業化した青年層の要求とも一致している。なお，今日，若者会のメンバーのすべてが乗

用車をもち，約半数が市内のさまざまなジャズ・バンドに参加している。

そして第3に，彼らが部落社会の連帯を志向するに至った最も注目すべき根拠は，やはり，
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第4章でみた如く，出稼先で現実の都市賃労働者の生活実態を知り，改めて土地所有・農業生産

の世代的継承という志向性を生み出してきたことにあるといえよう。土地・農業の維持という彼

らの志向性は，通年在宅兼業化しつつも，自らの土地所有を守ろうとする非出稼青年層の志向性

ともあいまって. T部落内lこ，稲作作業受委託の展開の主体的条件を作り出した。すなわち，上

層農・中I層農を中心とする第皿期以降の出稼開始層は，作業受託によって農業機械の効率的活

用をはかり，下層農・中H層農では，第E期出稼開始層が農作業を主担する一方，稲作作業の一

部，または全部を委託することによって，青年層の通年常雇在宅兼業を可能とするに至っている

のである O このことは，一面で，農民層分解の一層の深化を示すものではあるが，同時に，下層

農をも含めた農民諸階層の，土地所有の維持・世代的継承という共通の志向性の上に立脚してお

り，その限りにおいて，部落社会の連帯・各階層聞の相互理解を不可欠にしているのである。

第3節 家族・村落社会変容の論理

以上，諸個人の出稼就労先での諸体験との関連で，農民家族・村落社会変容の実態を分析し

てきた。ここで明らかになったことは，出稼先での労働一生活体験の出稼開始時期毎の差異は，

出稼者による家族・村落社会再編の営為の中にも，深く刻み込まれているという事実である。

すなわち，まず第 1に，第E期出稼開始層についてみると，出稼先で特別の技能・資格を習

得していないため，夏期間にも安定的な在宅兼業を行なうことが特に困難であり，そこで彼らは，

農家内部では，家業としての農業生産を主要に担っている。また，彼らは，出稼先からきわめて

多額の送金を行うが，この送金は，農家生活そのものの存続に，不可欠な存在である。これらに

よって，比較的高齢の父や夫である彼ら第E期出稼開始層は，農民家族の内部において，農業生

産・生活両面にわたる強い発言権を保ち続けており，一見，彼らの出稼は，家父長的な家族制度

を温存させているかのようにみえる。しかも彼らは，出稼就労グ、ルーフという形で，出稼先にま

で，同族の枠内での共同体的規制を持ち込み，それを通して，部落社会においても，同族の枠内

での共同体的規制を温存してきたのである。

第2に，これに対して第皿期以降の出稼開始層についてみると，彼らは，出稼先で一定の技

能・熟練を得ることによって，より恒常的な夏期在宅兼業化の道を拓いており，その意味で，兼

業化を一層深化させている。また，彼らは，出稼先で，自由裁量による消費部分を積極的に拡大

したり，同族の枠にとらわれない新たな社会関係を構築したりしており，そこでの諸体験をふま

えて，家父長的な家族構造や，同族内での共同体的規制に特徴づけられた村落社会構造を，急速

に，突き崩しつつあった。

しかしながら第3に，以上のことから，単純に，第H期出稼開始層の出稼が共同体的規制を

温存させたのに対し，第皿期以降の出稼開始層の出稼が，家族・村落社会の資本主義的解体を促

進したとみることはできない。なぜなら，同族の枠に依存した第H期出稼開始層も，出稼を通し

て労働評価の志向を身につけ，それに対立する部落単位の共同体的規制を解体させてきたのであ

り，他方，兼業化を一層深化させた第町期以降の出稼開始層も，出稼先で都市賃労働者の生活実

態を知る中で，土地所有の意義を改めて問い返し，土地所有の存続を可能にする部落社会の再統

合のために努力していたのである O こうした点をふまえるならば，出稼先の労働一生活体験をふ

まえた諸個人の家族・村落社会再編の営為は，各時期出稼開始層毎にその形態を変えつつも，土

地所有の存続を可能とするための，共同体的規制からの諸個人の自立化という，ひとすじの糸に

貫かれていたといえよう。
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注

1 )とりわけ，昭和45年以来，減反転作化の進展の中で，農作業面での人手が足りなくなり，上層農・中I

層農の妻の中に，パート在宅兼業を中止して，農作業に従事しはじめる者が出てきている。

2 )したがって，とりわけ在宅兼業化した女性家族員は，畑作業を中心とする農作業と兼業労働，そして家

事を一手に担うことになり，その生活はきわめて厳しいものとなる。例えば，⑬妻は，朝，畑から上がっ

てきて兼業に出るまでの 1時間半と，夜，畑から上がってきて寝る前の 3時間の問に，食事仕度，買物，

掃除，洗濯等を行なっており，結局，睡眠時聞は 1日6時間半，実質的な休息は兼業先での昼休み 1時

間のみとなっている。

3 )この意味で，女性の在宅兼業化は，たしかに家計に現金収入をもたらすが，そのことがストレートには，

彼女の農家における生産・生活上の発言権を強めるものではない。むしろ，女性の在宅兼業化が，主要

な農作業からの離脱の上になされる場合，いいかえれば，他の家族員が農業生産をより担うことによっ

て，はじめて女性の在宅兼業化がなされる場合，兼業化した女性の生産・生活上の発言権は，一層限定

される傾向すらみられるのである。

4)T部落青年会は，戦後に結成され，農家の「働きすぎ」に歯止めをかける農休日の設定などを中心になっ

て推進していた。また. T部落婦人会は，昭和13年に設立され，以来，戦後においても，嫁姑の関係に

悩む妻達の相談相手になったり.1女の人も自分の通帳をもつべき」とする貯金運動などを通じて，家

族内・部落内での婦人の地位向上のための，ひとつの組織的保障となっていた。これらはいずれも，第

E期一第町期にかけて，リーダーのなり手がいなくなり，解体した。

5 )これらの信仰・慣行は，いずれも，農作業の年間サイクルと密接に結びついたものであった。すなわち，

耕起をはじめる前には，山から田の神を迎えるための「春の祭り」があり，田植終了後には，慰労のた

めの「えびす講」がある。さらに，害虫が出はじめる前には「虫まつり」を行ない，刈取が終ったあと

には，田の神を山に帰す「秋の祭り」や慰労のための「えびす講J1お伊勢講」をする。そして，冬場
農閑期に入ってからは.1かまくら」や「天神祭り」等の子供の行事や.1観音講」等の女性の行事，そ

して.1火祭り」や「暮まいりJ1春析とう」など，健康や安全を祈る行事が数多く存していたのである。
6 )明治初期の地租改正に際し.1入会山」は名儀上，地主⑬の所有とされたが，事実上は部落の共有林と

みなされた。この「入会山Jは，藩制期には現山(柴木を切る山)であったが，明治以後，杉が植林さ
れ，この杉を販売して得られた収入は，部落会館の改修等，部落共通の事業に充てられていた。他方，

「郷山」は，旧山田村範囲での惣百姓による共同収益地で，このうち16町をT部落が利用し，ここには，

関山の他，木草現山，萱刈場が含まれていた。

7 )この輪番制とは，①部落内を 3つの「組」に分け，各組が輪番で役員(会長 1名，副会長=行政委員・

会計係の 2名)を出す。②役員の任期は 2年と短くする。③当番の「組」内部でも，選挙ではなく，合

議によって役員を決定する。というものであった。各「組」には. 2 - 3戸の上層農・中I層農が含ま

れており，会長は，事実上，これら農家のもち回りとなっている。そして，これら上層農・中I層農は，

前述の如く，総本家や古くからの分家層であるため，表面的には，戦前のような「家柄」にもとづく役

職構造が再現されたかのような，奇妙な特徴が刻印されている。

8 )この他に，生活上の出役の解体も著しい。 T部落には，消防団や雪ふみ番，道路掃除や部落会館の雪お

ろしなど，多様な出役が存した。しかし，これらも，第E期出稼開始層の出稼化以降，女性の消防団員，

雪ふみ番が常態化してきた。とりわけ，冬場の消防団がすべて女性と老人という事態は，生活防衛上，

きわめて大きな問題となっている。

9 )総本家③・④・⑬がT部落に来住したのは，いずれも，江戸時代初期. 12代以上前にさかのぼる。この

中で③は. 18代前に，佐竹氏の転封に際して水戸から移ってきたと伝えられ，また，⑬は.1江戸時代

からの大地主」で.1平民だったけれど名字帯万を許され，持も着ていた」家柄である。そして④は.1仙
台からの落武者の子孫」で. 1300年以上前からいることは確か」と伝えられている。なお，こうした総

本家は，戦前には，地主であり，他の分家層は小作農として，本・分家関係が階級関係とも重層してい

たのである。
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10)こうした「よいっこj仲間は，田植前には「さなぷりJ，終了後には「できあがり」といって，酒食を
ともにする慣習を伴っていた。

11)若者会では，野球チーム「サワーズ」を作り.部落対抗・部落内対抗の野球試合を設定し，早朝の練習

を行なうことによって，事実上， 40歳以下の男子学卒者全員を結集している。また，部落の祭りも盛り

上げ，ほとんど部落全員の参加を実現した。「これまでの飲むだけの祭りから，祭りをかえた。若者会

で祭りの準備会を作って。部落の道路の上にトラックをとめて舞台にして，カラオケ大会。 1軒の家か

ら最低l人，多い家では3人も飛び入りがあって，夜の 9時ごろまで歌った。ジャズバンドやってるや

つがたくさんいるので，ジャズも出たし，民謡も出た。ほとんど部落全員が参加した。J(⑬長男)
そして，こうした若者会の活動は，部落の年配者にも積極的に評価され，祭りや野球の試合の際には

全部の家から祝儀が出されている。

「みんなで結集して集団的にやるべきだ。今の若い者，変わってくるんでないかな。部落の祭りもま

とまってやるようになったし。今まで(そういうまとまり)全くなかった。若い人たちにはまとまる力

があると思うJ(②父)

終章 出稼労働の史的展開と家族・村落社会の再編過程

以上，日本有数の出稼供給地帯=秋田県湯沢市に位置するT部落を事例として，現実の出稼

労働の史的変容と，農民家族・村落社会再編を貫く内在論理を，事実に即して明らかにしてきた。

以下，それを簡単に総括し，本稿のまとめとしよう。

(1) まず指摘すべき乙とは，日本資本主義の資本蓄積の型の変化に相応して， T部落にお

ける出稼労働のあり方も大きく変容してきているという乙とである。すなわち，戦後日本資本主義

の生成=再建期である第I期(昭和21年-30年)には， T部落からは毎年l名の出稼労働者が送り

出されていたにすぎず，しかもその1名も傍系家族員であり，北海道の林業「伐採夫」という，第

1次産業内部での移動に限定されていた。乙れに対し，民間企業設備投資の大群生で特徴づけられ

る高度経済成長の第1局面にほぼ相応する第E期(昭和31年-41年)になると， 30歳以上の農業基

幹労働力が急速に出稼化し，しかも，その就労先は太平洋岸ベルト地帯の建設業「土工」へと大き

く変化した。彼等は，東毎道新幹線の建設や，東京オリンピックに向けた建設ブームを.その最底

辺で支えていたのである。さて，輸出主導型とされる高度経済成長の第2局面iとほぼ相当する第E

期(昭和42年-48年)には， T部落における30歳未満の農業基幹労働力も急速に出稼化するに至り，

そして，その出稼先は地域的には関東地方l乙集中・特化しながら，産業的iζは食料品・自動車・化

学製品等の製造業へと拡がってきた。そしてその中で300人以上規模の事業体で，他の常用労働者

と同様， r製造工程諸作業員Jとして生産ラインに配置される出稼者も増加してきた。ところが，
オイルショックを経た不況期である第W期(昭和49年以降)になると様相は一変する。一方で，大

規模な製造業事業体で季節出稼労働者が，常用労働者や通年出稼労働者にとってかわられたり，ま

た.30人未満規模の建設業事業体で，技能・資格をもたない高齢の出稼労働者の雇用中止が進めら

れたりするなど，総体として季節出稼労働者の排除が始まっている。そして他方で， 30人未満規模

の建設業・運輸業事業体において「大工J1"トラック運転手」など，一定の技能・資格を身につけ

た若年層の出稼労働者が，新たに生み出されつつある。このような諸事実は何よりもまず， T部落

における出稼労働の変容が，日本資本主義の経済変動，資本蓄積の型の構造的変化によって深く規

定されていた乙とを物語っている。そしてまた，第町期=現局面における変化は，単純な出稼労働
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者の排除ではなく，通年出稼労働者や一定の技能・資格を有した出稼労働者の，新たな活用という

質的な変化を内包したものにほかならなかったのである。

( 11 ) 次lζ注意すべき乙とは，乙のような資本蓄積のあり方lζ相応した出稼労働の変化を，

諸個人の出稼歴のレベルから捉え直してみるならば，各階梯の変化は，すでに出稼化していた者

が，自らの出稼労働のあり方を変化させるという形よりも，むしろ，各階梯の新規出稼開始者に

よって創り出されてきたという乙とが明らかとなる。いL、かえれば，諸個人の出稼歴の歩みは，

彼の出稼開始時期，すなわち，日本資本主義の如何なる発展階梯に出稼を開始したのか，という

違いにもとづいて大きく異なっており，そうした各時期出稼開始層毎の特質が総体として，出稼

労働のあり方を徐々に変化させてきたのである。すなわち，第 I期出稼開始層はいずれも傍系家

族員で，北海道への林業「伐採夫J出稼者であったが，第H期iζ入る前に北海道lと定住し，出稼

を中止している。これに対し，第H期出稼開始層はし、ずれもグループ就労者で，関東地方や東海

地方の建設業「土工」・製造業「製造工程諸作業員」として，特別の技能・資格を必要としない

職種に従事し，しかも，今日に至るまで，約3年毎lζ5社以上の事業体を転々と渡り歩いてきて

いる。なお，乙の中でもクーループの系統によって，出稼歴の歩みにも違いがみられ，柳田組系グ

ルーフ。員が30人末満規模事業体を「土工」としてのみ渡り歩いてきたのに対し，内田工務自系グ

ループ員は「土工Jと「製造工程諸作業員」との聞を往復しながら，それよりやや大規模な事業

体に移動してきている。そして，第E期出稼開始層になると大きな 2つの新しい特徴が看取しう

る。すなわち.一方でTフーズ系グループ員が，特定の1，000名以上規模の製造業事業体に「製

造工程諸作業員」として， 10年間以上にもわたって継続的に就労し他方で，グループに加入し

ない単身就労者が，職業安定所を介し，一定の技能.・資格を生かして特定事業体に，やはり，継

続的に就労しているのである。最後lζ第W期出稼開始層の多くは，出稼を開始する時点から，す

でに「大工Jrトラック運転手」等の技能・資格を身につけて，職業安定所を介して就労してい
る。しかし，彼等は運輸業・建設業等の比較的小規模な事業体を， 1-2年毎lと渡り歩いている

のである。乙のように，出稼開始時期毎lと諸個人の出稼歴の歩みは大きく異なり， しかも，第 I

期出稼開始層を除く各時期の出稼開始層の多くは，今日に至るまで，その出稼を継続している。

乙の乙とは，資本主義の諸階梯における出稼労働の変容が，実は，従来から出稼化していた層の，

いわば「古し、」タイプの出稼労働を維持，継続させながら，それに新規出稼開始層による「新し

し、j タイプの出稼労働を重層させる形で，展開してきた乙とを物語っているのである。

(皿) したがって，出稼労働の現段階における局面も，各時期出稼開始層の出稼歴の帰結と

して，いいかえれば，資本主義の各階梯lと創出されてきた出稼労働の様々なタイプの残存と萌芽

の複合体として，そ乙lとは，きわめて多様な特質が刻印されている。そして乙うした出稼開始時

期に基づく差異は，諸個人の今日の不況の受けとめ方にも大きな違いをもたらざるを得ないので

ある。すなわち，第E期出稼開始層を中心とする柳田組系・内田工務庖系グループ員は，今日も

比較的小規模な事業体で、「土工Jr製造工程諸作業員」として就労しているが，今日の不況下で
希望通りの残業が行ない得ず，社会保険加入をさしひかえるなど，出稼先での出費を可能な限り

切りつめる乙とによって，郷里への送金を確保していた。そして彼等の出稼先で最も頼りになる

社会関係は郷里でのインフォーマルな社会関係を契機とし，宿舎での共同生活を通して再生産さ

れる就労グループ，とりわけ，同部落員同志のそれである。乙れに対し，第E期出稼開始層から

なるTフーズ系グループ員は，1，000名規模の事業体で「製造工程諸作業員Jとして就労し， しか
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も彼等はその事業体l乙， 10年間以上にわたって継続的に就労する中で身につけた熟練を基礎iζ，

労働現場チームの責任者や，新入常雇労働者の教育係など責任ある任務に配置されている。また，

彼等にあっては，鉄筋個室の宿舎や社会保険，慰労金支給など福利厚生が相対的に充実している。

乙うした中で，出稼先でのTフーズ系グループ員相互の社会関係はきわめて希薄となり，前個人

は毎月70-100時聞にも及ぶ残業を通じて，手取収入の向上を志向・実現していた。他方，第E

期・第W期の出稼開始同である単身就労者は「大工Jrトラック運転手Jrフォークリフト運転
子」などとして，一定の技能・資絡を生かして就労し，一方で，職業安定所を経由したり社会保

険に加入したり，一定の社会的な保障を講じつつ.他方で 1カ月 160時聞にも達する残業=健康

破域を伴った「自発的」労働強化に自らを追い込み，それによって月平均25万-30万円に達する

月収を確保している。そして，彼等が出稼先で形成する社会関係は，もはや，郷里での血縁・地

縁に落礎づけられたものではなく，出稼就労先の労働現場でともに働き，宿舎でともに暮らす，

東北地方一帯から集まった111稼お相互の間でとり結ばれているのである。以上の諸事実は特別の

技能・資絡をもたず，多くの事業体を渡り歩いてきた出稼労働者の労働諸条件が，きわめて低水

準におさえられている一心で， /u]一事業体lζ継続的lζ就労し，熟練を身につけている「ベテラン」

出稼労働者や，一定の技能・資絡を有する出稼労働者が，健康破壊を伴いながら，積極的に活IH

されつつあることを意味している。そしてまた，こうした中で，技能・資格をもたず，多くの事

業体を渡り歩いてきた出稼労働者にとっては，その就労のJ:づるとしても，就労先での生活維持

にとっても，就労クループにみられる郷mでの血縁・地縁の関係がますます'fi:袋な意味をもって
きており，これに対し，技能・資絡をむする出稼労働J'J.や， /uj一事業体lこ継続的に就労してきた

出稼おにとっては，職安や社会保険など公的な機関・制度，または， 1M稼労働そのものを契峨と

する社会関係が，きわめて .li:~なものとしてたちあらわれてきているといえよう。

( IV) 以/.のように t H~稼労働の史的変'が，&び， .fJ，! 1，，) 11!iの情i訟を明らかにするとき，諸

個人の出稼開始時期がJJ;'IH的な怠昧をもっていた。そこで次にI:U:Juになるのは.こうした治制人

の出稼開始時期lがfuJによって，立11M'こ規定されるのかということである。そして，ここで大きな

立昧をもつのは，Ifj稼開始時期jの j'.地所.fj他去に法づく|純)けJE，法び，地Jじ労働市場の櫛造で-あ

る。すなわち第H則IU，f:家開始!けは， utには 1ha 未満を料討する下JM~ ・Lj JII 肘農の児性家

肢はであり，彼等は，t出lじの林業以ill'ζ伴い， r伐採犬」としての冬場の伝右築業先を虫失し，
また，f(・食・11:全般にわたる't:.fc~. t1i式の~・しい変谷'c伴い，家計百文山の [-.11・を余儀なくされ

るけ1で，tU稼にふみ111さざるを仰なかった。これに対し，知lrn Jtll・第IV期の出稼開始闘は， tと

して 1ha以卜.を科目するI-.Ilvj段・ IjJ1 J¥vj肢のリH生家族以であり，彼等は農業生産の機械化，cf.料、'
-h"で11)1から 4JJの位保:j則を舷保し，他Jjで虚業経百貨をはじめとする経済的負fll.の増大を余

儀なくされるけ1で，地)1:労働rli場の約2f;'~. の託金水準を保「ている出稼労働 Jfi 1易に参入していっ

たのである。こうした消'Wkは，各時期Itj'こ新たな特質を事IJ印された出稼ツ:;働が，克は，土地所

む・民業'4:.Jij'，'rfliでも兇なるl物!仰とよって目われていたということ.しかも，そのtU稼開始は農業生

産・生活・地)1.::))働市場の情造変容の中で，はじめてもたらされているということ， したがって，

消個人の111禄化の動機・ f/iJ'{;tj;も，彼の山疎開始時期1I.i:'ζ太きく'Nなっているということを物語っ
ている。とはし、えI H¥嫁'Ji働ωあり心1と決定的な必・U...j，:をもつのは，あくまでI lH縁開始時期の階
!凶，'ft:， 地jじ労働rli場M'i.i;J:であり，決してその後の民業中:J!fi・イct，¥lt業上の変化が， 11'(惚的な形で，
出稼労働Ifj坊における消例人ω状態，t1l彼方'働ω状態の変化を矧lとするわけではない。ひとたび，
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特定の時期JにIB稼を開始するや行や，その後の出稼労働のあり }jは，虚業J主席や庄'七兼業kの変

化lζll'i般には|見iわりなく，独自の運動の論聞をもって民間するのであるヘそしてむしろ，第阻

期以降の出稼I}l~始)\VÎの 11 1でも，特定の技能・資絡を生かした出稼労働を行なっていた巾身就労舌

が，出稼開始以後l乙，その技能・資絡を地Jじでもlt:かして紅官兼業を併行するなど，出稼労働の

変容の}jが地八よ在古兼業lこ一定の変化をもたらす場合すらみられるのである。

-このことはt..地所有そのものが，tl¥稼労働のありhlこ全く;怠味をもたないことをぷすものではない。
農閑期lζ限定した季節tll稼はそれ日体， t..地所有.J:l業生産の維持を自Ij提としたものであり，また，各

階層はtll様化しつつも，あるいは111稼を通じてこそ，ドiらの士地所有・農業It:.Aをjtt代的l己継承してき
ているのである。ここで指摘したことは， tll稼労働のあり}jは羽段階の階!同応ーによってよりも，むしろ.

tll線開始時期のそれによって，いわば間接的lこ制lとされているという 'W~である。

(V) ところで，以上のような出稼労働の史的変容，及び，それを基礎づけた地元労働市

場・農業生産一生活の変容過程は，農民家族・村落社会の再編にも，看過しえない影響を刻印し

ていた。すなわち，第E期出稼開始層は，出稼就労先で特別の技能を習得せず，また，比較的高

齢であるため，夏期間に恒常的な在宅兼業を行うことが特に困難であり，そこで，彼らは農家内

部では農業生産の主要な担い手となっている。彼らの妻や後継者は，これによって，主要な農作

業から離脱し，通年在宅兼業化を可能としている。また，彼ら第H期出稼開始層は，出稼先から

きわめて多額の送金を行なうが，これも，下層農・中H層農を中心とする彼らの生活を維持する

上できわめて大きな位置を占めているのである。これらによって，彼ら第E期出稼開始層は，農

民家族の内部では，農業生産・生活両面にわたる強い発言権を保ち続けている。しかも彼らは，

出稼化に伴い，部落内の役職を，かつての本家層を中心とする上層農・中I層農におしつけるこ

とによって， r家柄」にもとづくかのような役職構造を再現し，また，同族の枠内でのインフォー
マルな社会関係を維持・強化し，そこでの共同体的規制を出稼就労グループという形で，出稼先

にまで持ち込み，再生産していた。いわば，彼ら第E期出稼開始層の出稼は，一見，家父長的な

家族構造・村落共同体的な村落社会構造を，温存・再生産させているかのようにさえみえるので

ある。これに対し，第圃期以降の出稼開始層は，出稼先で一定の技能・資格を習得し，しかも比

較的若年であるため，夏期間にも，より恒常的な在宅兼業化を可能とし，そこで，農家において

は，自らは部分的に農作業を補助するにとどまり，主要な農業生産はむしろ，高齢者や女性家族

員に任せている。また彼らは，出稼先でも，自由裁量にもとづく消費を大幅に拡大したり，同族

の枠にとらわれない新たな社会関係の形成を体験している。それらに基づき，第圃期以降の出稼

開始層では，家父長的な家族構造や，同族内での共同体的規制に特徴づけられた村落社会のあり

方を，急速に崩壊させつつあったのである。とはいえ，ここで注意を要することは，同族の枠に

依存した第E期出稼開始層といえども，出稼労働を通して労働評価の志向を身につけ，それと対

立する部落レベルでの共同体的規制を大胆に解体させてきたこと，また，一見「家父長的」であ

るかのような農家内部での発言権の強さも，彼ら自身が家業としての農業生産のいわば唯一の担

い手であることに基礎づけられており，その意味で，かつての家族構造とは大きく異なっている

ことである。他方，技能を生かして兼業化を一層深化させた第皿期以降の出稼開始層においても，

出稼先で都市賃労働者の生活実態に対する認識を深め，土地所有の世代的継承の意義を改めて認

識し，そしてそれを可能にする部落社会の再統合のために，若者会等を結成して努力しているの

である。これらの諸事実は，各層の家族・村落社会再編の営為が，土地所有の存続を可能にする
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ための共同体的規制からの諸個人の自立化，そして，自立化を前提とした新たな協働形態の創出

という論理に貫かれていたことを示しているといえよう。

(VI ) そして紋後lζ，オイル・ショックを料た第W期におけるItJ稼労働fiの減少・停滞が，

fUJによってもたらされているのかというI:¥J巡jである。ここでは2つのタイプについての検討が必

桜となる。すなわち第lは，この則， 11 ¥f家をtlIILした行であり，第2はこの期.新たに学校を本

業したにもかかわらず， 111稼にIIIなかったf行である。まず， liij fiニ出稼1111ト0，fiについてみると，

それは数としては多くないが， liij.iiliのunく，特定の技能・資絡をもたず，いくつものが業体を波

り桜・いてきた第H則H¥稼開始)刊の111でも，特に正;j働合計部分である。彼写は，すでに肉体的Ii::出稼

を続けることが耐難になっており，また，・H~色体による Ilff川制 )lU も彼:~"こ集Jj l した。 l!l稼巾!I o，後，

彼ちは自家農業のみに従 'r~ している。これに対し，後行のタイプ=Hl稼木経験 fí のtW六は， T 部

i'ftにおける出稼停滞の l~泌な泌!大|をなしている。彼等の多くは川校・六学卒業後， 11'(ちに地元で・

常ffl(，(F.右派業化している。彼写は 1ha未満しか経常しないドIIYiJ~ ・Jj J IIhviOの後1141行であり，す

でに稲作作業の大部分を委Jf:，c::tHしているため， i皮写日身は(J作業lこ全く従‘Hしていなし、。しか

しながら，彼等の紅右派業就労Jtは新たlこ滋致された引業体ではなく，以/IIjから地Jじに存したも
のに限られ， しかも，そこでの賃金水準は山稼先に比べると約、r舶にしかすぎない。さらに，そ
こでのf皮ちの織障は「事務Wi製造 IJ'心nf't:業UJなど，特別の行絡を必 IJlとしないものに|以

られている。このような治 'j~克は，前 lV則における tl\稼の減少・停滞が，決して.企業誘致等に

よる地元労働市場の ll}制や，賃金!K~Emぷの解irH乙広づいていたのではなく ， t II律労働rli場にお

ける11ft川制)lUと，農作業委託による，より↑}作品川()なMt業化の条件I11)山のJjrで，中み山されてきた

ものにほかならないことを 'J~ している。

なお，本稿は拙稿「農民層の出稼と家族・村落社会の再編過程」村落社会研究会編『村落社

会研究j第20集，御茶の水書房(1984年)，及び，拙稿「出稼農民層の兼業歴からみた出稼労働

の変容Jr北海道大学教育学部紀要』第43号(1984年)をもとに，大幅に加筆・修正したもので
ある。
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